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ⅠⅠⅠⅠ    はじはじはじはじめにめにめにめに    

 

 三重県では、概ね 20 年先の将来を目途に、「ごみを出さない生活様式」や「ごみが

出にくい事業活動」が定着し、ごみの発生・排出が極力抑制され、排出された不用物は

最大限資源として有効利用される「ごみゼロ社会」の実現をめざし、平成 17 年 3 月、

住民、事業者、市町村等の参画のもとに、「ごみゼロ社会実現プラン」（以下「ごみゼロ

プラン」という。）を策定しました。 

このごみゼロプランは、住民、事業者、行政など地域の多様な主体が自らの行動の変

革に継続的に取り組むべく、目指すべき具体的な将来像とその達成に向けた道筋を示す

長期の計画です。 

 ごみゼロプランをより効果的かつ着実に進めるため、各主体を構成員とするプラン推

進のための全県的な組織として「ごみゼロプラン推進委員会」を設置し、定期的にプラ

ン推進の取組を点検・評価し公表することとし、昨年度、第１回目の点検・評価を実施

しました。 

第２回目となる今回の点検・評価は、平成 18 年度において実施された施策の進捗

状況について実施しています。ただし、各主体の取組状況や県民意識調査等については、

平成１９年度に実施した調査結果を活用し、可能な限り直近の動向を把握するよう努め

ました。 

ⅡⅡⅡⅡ    ごごごごみみみみゼロプランゼロプランゼロプランゼロプランのののの数値目標数値目標数値目標数値目標にににに関関関関するするするする進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況    

    
１ 数値目標 

(1) ごみの減量化 

①発生・排出抑制に関する目標 

数 値 目 標  
指 標 名 

短期(2010 年度) 中期(2015 年度) 最終目標(2025 年度) 

 

 

ごみ排出量削減率 

 

家庭系ごみ６％ 

事業系ごみ５％ 

（対 2002 年度実績） 

家庭系ごみ１３％ 

事業系ごみ１３％ 

（対 2002 年度実績） 

家庭系ごみ３０％ 

事業系ごみ３０％ 

（対 2002 年度実績） 

【参考】2002 実績 2025 目標 
家庭系 535 千ｔ→375 千ｔ 
事業系 252 千ｔ→176 千ｔ 

 

②資源の有効利用に関する目標 

数 値 目 標  
指 標 名 

短期(2010 年度) 中期(2015 年度) 最終目標(2025 年度) 

資源としての再利用率 
２１％ ３０％ 

５０％ 

【参考】2002 実績 2025 目標 

14.0％ → 50％ 
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③ごみの適正処分に関する目標 

数 値 目 標 
指 標 名 

短期(2010 年度) 中期(2015 年度) 最終目標(2025 年度) 

 

ごみの最終処分量 
８１，０００ｔ ※ 
対 2002 年度 

約 46%減 

７６，０００ｔ ※ 
対 2002 年度 

約 50%減 

０ｔ 
【参考】2002 実績 2025 目標 

151,386ｔ → ０ｔ 

  ※ 平成 18 年 12 月改定 

 

(2) 多様な主体の参画・協働 

数値目標 
指 標 名（現状値） 短期 

(2010 年度) 
中期 

(2015 年度) 
最終目標 

(2025 年度) 

④ものを大切に長く使おうとする県民の率（58.2%） ８０％ ９０％ １００％ 

⑤環境に配慮した消費行動をとる県民の率（39.4%） ６０％ ９０％ １００％ 

⑥食べ物を粗末にしないよう心がけている県民の率
（38.5%） 

６０％ ９０％ １００％ 

⑦ごみゼロ社会実現プランの認知率（－） ９０％ １００％ １００％ 

 

2 現 状 

(1) ごみの減量化 

ごみの減量化に関する数値目標のうち、ごみ排出量削減率は、200６年度（速報

値）の家庭系ごみは、529,928 ﾄﾝ／年と 2002 年度(535,198 ﾄﾝ／年)比で 1.0%

の削減となりました。一方、事業系ごみは、209,575ﾄﾝ／年と2002年度(251,733

ﾄﾝ／年)比で 16.7%の削減となりました。 

資源としての再利用率は、2006 年度で 16.2%(120,233 ﾄﾝ／年)と 2002 年度 

14.0%(110,781 ﾄﾝ／年)から 2.2 ポイント上昇しました。 

 なお、資源化率（集団回収量とごみ燃料化施設及び焼却施設からの資源化量を含 

む。）は、2006 年度で 31.7%(242,234 ﾄﾝ／年)と 2002 年度 22.4%(183,305 

ﾄﾝ／年)から 9.3 ポイント上昇しました。 

ごみの最終処分量は、2006 年度で 82,284 ﾄﾝ／年と 2002 年度 151,386 ﾄﾝ 

／年から約 69,000 ﾄﾝ（45.6%）の削減となりました。 
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ごみゼロプランに掲げるごみ減量化の数値目標に関する進捗状況
（トン／年）

2002年度比

535,198 531,717 529,928 -1.0% -6.0% -13.0% -30.0%

251,733 218,005 209,575 -16.7% -5.0% -13.0% -30.0%

14.0% 15.8% 16.2% 21.0% 30.0% 50.0%

110,781 118,549 120,233

22.4% 30.8% 31.7%

183,305 238,484 242,234  

29,629 24,868 25,196  

151,386 96,697 82,284  81,000 76,000 0

 2006年度（速報値）
短期目標

(2010)
中期目標
（2015）

数値目標
(2025)

2005年度
（確定値）

2002年度
(確定値）

家庭系ごみ

指標名

　　　　　　　　　　　　資源化量

　　　     　　　　　　 集団回収量

最終処分量

事業系ごみ

資源としての再利用率

ごみ排出量削減率

（参考）資源化率

 

※平成 18年 12 月改定 

 

 

ごみ排出量の推移
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  短期目標 
2010（H22）年度 
家庭系ごみ６％減 
事業系ごみ５％減 
(対2002年度実績） 

2006（H18）速報値 
家庭系ごみ  1.0%減 
事業系ごみ 16.7%減 
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資源としての再利用率の推移
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最終処分量の推移
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資源化率には、集団回収
量とごみ燃料化施設及び
焼却施設からの資源化量
を含む 

短期目標 
2010（H22）年度 
再利用率 ２１％ 

短期目標 
2010（H22）年度 
最終処分量 81,000トン 
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(2) 多様な主体の参画・協働 

県民のごみに関する意識については、平成 19 年 10 月に実施した「ごみゼロ社会」 

をめざす県民意識調査※（「以下 H19 県民意識調査」という）の結果、今日の使い捨

て社会に対して、「このままでいいのかと疑問を感じる」と回答した方は 89.6%と前

回調査（「以下 H1６県民意識調査」という）の結果 90.3%とほぼ同様の状況でした。 

多様な主体の参画・協働に関する数値目標のうち、ものを大切に長く使おうとする

県民の率については、200７年度で 58.3%と 2004 年度 58.2%から 0.1 ポイン

ト上昇しました。 

環境に配慮した消費行動をとる県民の率については、200７年度で 40.2%と

2004 年度 39.4%から 0.8 ポイント上昇しました。 

食べ物を粗末にしないよう心がけている県民の率については、200７年度で 40.6%と

2004 年度 38.5%から 2.1 ポイント上昇しました。 

ごみゼロ社会実現プランの認知率については、H19 県民意識調査の結果、県民で 

は「知っている」と「名前は聞いたことがある」と回答した方をあわせると 45.6%

でした。 

なお、平成 19 年 11 月に実施した事業者、ＮＰＯ等団体へのアンケート調査では

「よく知っている」と「聞いたことがある」と回答した方をあわせると 93%（平成

18 年度 88%）、ＮＰＯ等団体では、１００%（平成 18 年度 8５%）と、平成 18

年度と比べてそれぞれ５ポイントと 15 ポイント上昇しました。 

 

 ※「ごみゼロ社会」をめざす県民意識調査の概要 

 調査対象：地域特性などを考慮して選んだ県内 15 市町から 500 名ずつ、合計 7,500

名を選挙人名簿から無作為抽出 

 調査方法：郵送により調査票発送、回収期限直前にハガキによる督促実施 

 調査期間：平成 19年 9 月 10 日～10月 3 日 

 回収率 ：49.7％ 

 

＜使い捨て社会に対する疑問＞ 

 

 

H16 県民意識調査 H19 県民意識調査 

特に疑問は感じて

いない

4.0%

このままでいいの

かと疑問を感じる

90.3%

無回答

1.4%
よくわからない

4.3%

このままでいいの

かと疑問を感じる

89.6%

無回答

2.1%
よくわからない

4.7%

特に疑問は感じて

いない

3.6%
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　　　ごみゼロプランに掲げる多様な主体の参画・協働の数値目標に関する進捗状況
 

2004年度比

58.2% 58.3% +0.1% 80% 90% 100%

39.4% 40.2% +0.8% 60% 90% 100%

38.5% 40.6% +2.1% 60% 90% 100%

- 45.6%  90% 100% 100%

2007年度
短期目標

(2010)
中期目標
（2015）

数値目標
(2025)

2004年度指標名

ものを大切に長く使おうとする県民の率

環境に配慮した消費行動をとる県民の率

食べ物を粗末にしないよう心がけている県民の率

ごみゼロ社会実現プランの認知率

 

 事業者及び NPO 等団体のごみゼロプラン認知率 

 平成 18 年度 平成 19 年度 前年度比 

事業者 88%（回収率 54.9%） 93%（回収率 33.3%） + 5% 

NPO 等団体 85%（回収率 41.5%） 100%（回収率 32.9%） +15% 

 

【アンケートの調査対象】 

事業者：県内で環境問題に熱心に取り組んでいる「企業環境ネットワーク・みえ」の会員 

ＮＰＯ等団体：ＮＰＯ認証団体のうち、「環境」に関連する団体及び「地域ごみゼロ交流会」等の協力団体 

 

3 評価と課題 

 (1) 家庭系ごみ排出量は、過去 10 年間、530 千ﾄﾝ前後で推移しており、引き続き

ほぼ横ばいの状況にあります。 

 一方、事業系ごみ排出量は、引き続き減少傾向にあります。この減少要因は市

町における事業系ごみ処理手数料の値上げ、食品リサイクル法施行により事業系

生ごみの民間処理施設が整備されたことや食品関連事業者の生ごみ資源化の促進、

段ボール等資源ごみの引取単価上昇に伴う資源化の促進、事業者自らの発生抑制

の取組等が、市町への搬入量の削減に寄与しているものと考えられます。 

  今後は、削減率の少ない家庭系ごみについて、家庭系ごみの有料化制度の導入な

どの減量化対策を実施するとともに、県民に対する廃棄物会計等の導入によるコス

ト情報の公表やレジ袋有料化等による県民のごみ減量化に対する意識の啓発を実

施する必要があります。 

また、事業系ごみについても、ごみ減量化に効果のある適正な処理料金の徴収、

事業者へのごみ減量化に関する啓発など引き続き実施する必要があります。 
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(2) 資源としての再利用率は、引き続き上昇傾向にあります。この上昇要因は、平

成９年からの容器包装リサイクル法の施行、平成 12 年の同法の完全施行により

容器包装廃棄物の資源化が進んだものと推察されます。 

 なお、資源化率については、平成 14 年以降、急激に上昇しており、全国の状

況からみても、上位に位置付けられています。この要因については、平成 14 年

12 月から稼動しているガス化溶融施設による市・町焼却施設からの焼却灰のス

ラグ化やＲＤＦ発電施設による熱エネルギー利用などが大きく寄与しているもの

と考えられます。 

   今後は、市町において容器包装リサイクル法の第 5 次分別収集計画に基づく資

源化の実施や子供会、自治会、NPO 等団体による集団回収の実施など資源化に向

けた一層の取組を推進するとともに、住民の交流の場となる資源回収ステーショ

ンの設置等を促進する必要があります。 

 

 (3) 最終処分量は、過去１０年間、大きく減少しており、2006 年度は 10 年前と

比べると約 1/3 になっています。この要因は、平成 14 年 12 月から稼動してい

るガス化溶融施設による市・町焼却施設からの焼却灰のスラグ化や容器包装リサ

イクル法の実施に伴うプラスチック等埋立ごみの減少が大きく寄与しているもの

と考えられます。また、近年の事業系ごみの搬入量の減少や従来、直接埋立して

いたごみを破砕等により資源物を抜き出す等の最終処分場の延命化を図る取組も

寄与しているものと考えられます。 

  今後は、引き続き、ガス化溶融施設による市・町焼却施設からの焼却灰の受け

入れの拡大や容器包装リサイクル法に基づく第５次分別収集計画の完全実施など

を進める必要があります。また、ガラス・陶磁器くずの資源物としての再利用の

取組等、埋立量削減に向けた取組を一層促進する必要があります。 

 

 

(4)    県民のごみに関する意識については、平成 16 年度調査と同様に県民の多くが

今日の使い捨て社会について疑問を感じています。一方、ものを大切に長く使お

うとする県民の率や環境に配慮した消費行動をとる県民の率については、平成 16

年度調査から 0.１～2.1 ポイントの上昇にとどまっており、意識と行動に依然と

して大きな隔たりが見られます。 

また、ごみゼロ社会実現プランの認知率については、45.6％とほぼ半数の認知

率が得られているものの、短期目標達成にはまだ十分とは言い難い状況であるこ

とから、今後はより一層のプランの周知・啓発を行う必要があります。 
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(5)    ごみ処理に伴う環境負荷の抑制に関する目標 

ごみの分別、収集、運搬、保管、再生、処分等の処理を行うことによるさまざ

まな環境負荷については、極力抑制されることが重要となります。このため、

ごみ処理に伴う環境負荷の抑制に関しても、目標設定されることが望ましいと

考えられます。 

平成１８年度にごみ処理システムの最適化に向けた LCA 手法の導入検討につ

いて調査を実施したところ、LCA 手法は廃棄物処理システムの評価検討ツール

の一つとして、活用可能であることが示唆されました。 

 今後は、その指標の設定について、引き続き検討課題とし、国の動向も踏ま

えながら、継続して調査検討を行う必要があります。 
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Ⅲ 各主体のごみ減量化等に向けた取組状況 

 １ 市町の取組状況 

 (1) 現状 

平成１９年１１月に県内全市町を対象に、平成 18,19 年度のごみ減量化等への

取組状況の調査（以下「Ｈ１９調査」という。）を実施しました。平成１８年２月

に実施したごみ減量化等の取組状況の調査結果（以下「Ｈ１８調査」という。）と

比較すると、「2-2(2)減量化・分別の指導」が１８市町、「2-1(3)搬入時に立ち会

い、不適物に対して分別指導や搬入拒否の実施」、「2-2(1)減量化・分別の啓発・

情報提供」が 12 市町、「2-1(2)許可業者に対して、適正な指導・育成」が 10 市

町増加するなど事業系ごみに対する取組について実施市町が増加しました。 

また、「8-4(2)情報提供【ごみ量・資源化量】」が 13 市町、「8-1(2)ごみ減量

会議等の設置・運営」が 11 市町、「8-2(1)レジ袋ないない活動の展開」が９市町、

「8-4(1)ごみゼロプランに関する情報提供」が 7 市町増加するなどごみ行政への

県民参画と協働の推進に関する取組が伸びました。（p20 ごみ減量化等の取組状

況（市町）【H18,19 比較】参照） 

今後検討していく取組としては、多くの市町において「7-1(4)家庭ごみ有料化

の導入(19 市町)」や「7-2(4)コスト情報等の把握・整理(11 市町)」「7-2(4)LCA

手法による自主評価(11 市町)」等の公正で効率的なごみ処理システムの構築に関

する取組が予定されています。 

【参考】資料１：市町のごみ減量化等の取組状況（Ｈ１９調査） 

 

   

 

  基本方向２ 事業系ごみの総合的な減量化の促進 

○ 2-1(4)適正なごみ処理料金体系の構築 

� 事業系ごみのごみ処理料金の値上げによる減量効果 

平成１５年度以降にごみ処理料金を値上げした６市町（志摩市については旧大

王町と旧浜島町）を対象に、値上げによる事業系ごみの減量効果を検証しました。 

ごみ処理料金を値上げ（値上げ率 25～３76％）したすべての市町において、3

～36％の減量効果があり、値上げ率が大きいほど事業系ごみの削減率が多くなる

傾向があります。これらから推計すると 10％の値上げで概ね 1%の減量効果が見

込まれます。 

    【参考】資料２：県内市町の事業系ごみの処理料金体系 
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実施前 実施後 値上げ率（％） 実施前 実施後 削減率（％）

伊賀市 2.1 10.0 376 1,461 928 36.5 平成１５年  ４月

旧大王町 3.0 5.0 67 99 85 13.9 平成１６年１０月

鳥羽市 5.0 8.0 60 592 567 4.2 平成１８年１０月

四日市市 10.5 16.0 52 3,004 2,823 6.0 平成１７年１０月

鈴鹿市 10.5 16.0 52 1,857 1,767 4.9 平成１８年  ４月

津市 11.0 15.0 36 4,438 3,958 10.8 平成１６年  ４月

旧浜島町 4.0 5.0 25 47 45 3.4 平成１６年１０月

月平均搬入量（ｔ/月）
料金変更年月

処理単価（円/kg）

 

 

処理料金の値上げ率と事業系ごみの削減率
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� 平成 15 年度以降のごみ処理料金の値上げの状況 

平成２０年度に５市町でごみ処理料金の値上げが予定されているほか、４市町で検

討中であり、多くの市町において今後、事業系ごみの処理料金の値上げが予定されて

います。 

（平成 19 年 1１月現在） 

平成 15～17 年度 

実施 

平成 18,19 年度 

実施 

平成 20 年度

実施予定 
検討中 

検討予定 

無し 

４市町 ３市町 ５市町 ４市町 １２市町 
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� 搬入制限のための指導や啓発の実施状況 

 市町による排出事業者や許可業者に対する啓発・指導は、H１８調査と比較すると、

搬入時における分別指導や搬入制限、排出業者・許可業者に対しての適正な処理にお

ける指導・育成等の取組が増加しており、事業系ごみ対策が積極的に実施されていま

す。 

2

3

17

21

4

14

15

20

1

25

3

2

12

11

4

7

6

9

1

12

0 5 10 15 20 25 30

事業系ごみの業種ごとの排出状況や処理の方法を把握してい
る

事業系ごみの家庭系ごみの混入状況を把握している

排出事業者に対して、市町の基準に沿ってごみを適正に処理す
るよう指導を行っている

許可業者に対して、適正な指導・育成を行っている

予め搬入計画を提出させている（対象：排出業者）

予め搬入計画を提出させている（対象：許可業者）

減量化・分別の啓発や指導を実施している（対象：排出業者）

減量化・分別の啓発や指導を実施している（対象：許可業者）

多量排出業者に対してごみ減量化計画等の届け出を義務づけ
している

搬入時に立ち会い、不適物に対して分別指導や搬入拒否を
行っている

実施市町数

H19調査

H18調査

 

 

基本方向３ リユース（再使用）の推進 

○3-1(1)フリーマーケット等の開催 

   平成 18 年度の県内市町におけるフリーマーケットの開催状況は、１6 市町 32

会場において実施され、約 64,000 人（平成１７年度は、１５市町２７会場 約

90,000 人）の来場者があり、平成１７年度と同様に各市町において実施されま

した。 

なお、市町の役割については、開催主体の他、会場提供などの支援や開催情報の

提供が主な取組となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】資料３：フリーマーケットの開催状況 
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基本方向４ 容器包装ごみの減量・再資源化 

○4-1(3)容器包装リサイクル法の完全実施 

  平成１８年度の分別収集計画と実施状況を見ると、スチール缶、アルミ缶、ペッ

トボトルは県内全市町で実施されておりますが、プラスチック製容器包装（50.0%）、

白色トレイ(52.0%)については、実施率が平成１７年度より伸びているもののまだ

低い状況にあります。また、平成１７年度の実施率に比べ、プラスチック製容器包装

は 3.8 ポイント、白色トレイは 2.0 ポイント、紙パックは 6.4 ポイント上昇しまし

たが、紙製容器包装は 7.1 ポイント、段ボールは 6.9 ポイント減少しています。 

    品目別収集状況を見ると、平成１８年度は平成１７年度と比較して、特にプラスチ

ック製容器包装（白色トレイ含む）分別収集量が増加しました。 

� 容器包装リサイクル法への対応状況 

（平成１８年度分別収集計画＆実施状況） 

平成１８年度分別収集計画＆実施状況 
 

計画市町数 実施市町数 実施率（％） 

平成 17 年度 
実施率（％） 

無色ガラス ２９ ２８ ９６．６ ９６．６ 

茶色ガラス ２９ ２８  ９６．６  ９６．６ 

その他ガラス ２８ ２８ １００．０ １００．０ 

紙製容器包装 ２８  ７  ２５．０  ３２．１ 

ペットボトル ２９ ２９ １００．０ １００．０ 

プラスチック製容器包装 ２６ １３  ５０．０  ４６．２ 

白色トレイ ２５ １３  ５２．０  ５０．０ 

スチール缶 ２９ ２９  １００．０ １００．０ 

アルミ缶 ２９ ２９  １００．０ １００．０ 

紙パック ２８ ２５  ８９．２  ８２．８ 

段ボール ２９ ２５  ８６．２  ９３．１ 

  【参考】資料４：容器包装リサイクル法による収集取組状況（１８年度） 

 

� 品目別収集状況 

分別収集量実績

0

5,000

10,000

15,000

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度

（ｔ）

ガラス類 紙製容器包装 プラスチック製容器包装

缶 段ボール ペットボトル
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基本方向５ 生ごみの再資源化 

○ 5-1(1)家庭の生ごみ堆肥化システムの構築 

市町が生ごみ堆肥化について支援を行っているＮＰＯ等団体の取組は、県内 11

市町で実施されています。平成 18 年度は約 1,700 世帯が参加し、１年間で約

280t の生ごみが処理されました。新たに市町が関与することになったり、新たに

取り組まれたことにより、平成 17 年度と比較して、８団体増加し、生ごみ堆肥

化の取組の輪が徐々に広がっています。しかし、労働力の確保や堆肥化施設の処

理能力の制限等から市町全域の取組となっていないのが現状です。 

市町名 取組主体 活動場所 参加世帯数
生ごみ処理量

（H18実績:t/年間）

桑名市 NPO桑名生ごみたい肥センター 市内 500 140

うりぼうエコ倶楽部 員弁地区 50 2

うめぼうやふぁんくらぶ 藤原地区 4 0.5

東員町 NPO法人ごみリサイクル思考の会 町内全域 88 4.4

鈴鹿市 飯野給食調理室 飯野給食調理室 - 13

七日市環境美化推進協議会 飯高・七日市地区 108 18

飯南町生ごみ堆肥化グループ 飯南地区 110 28

古江ごみくるクラブ 古江区 14 1

多気有機農業研究会 多気地域 22 1.5

大台町 堆肥化グループ 4箇所 50 10

伊勢市 津村団地自治会 津村町 50 5

鳥羽市 NPOとばリサイクルネットワーク 市内 290 20

伊賀市 ハイツ芭蕉自治会 千歳地区 130 3.4

健康文化のまち推進町民会議 町内全域 100 -

紀宝町 紀宝町 138 30
紀宝町

いなべ市

松阪市

多気町

 

 

○ 5-1(3)家庭での生ごみ処理機の活用 

27 市町において生ごみ処理機の購入に対する助成を実施しています。 

【参考】資料５：生ごみ処理機購入助成制度の状況（平成１９年度） 
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基本方向６ 産業・福祉・地域づくりと一体となったごみ減量化の推進 

○6-4(1)店頭回収システムによるリサイクルの促進 

   スーパーやショッピングセンターにおけるペットボトル、白色トレイ等の資源

ごみの店頭回収については、過半数の市町で産業廃棄物として事業者が処理を行

っていますが、７つの市町においては、市町の回収ステーションとして位置づけ、

一般廃棄物として処理されており、H18 調査と同様の傾向でした。 

市町の取り扱い H18調査 H19調査

市町の回収ステーションという位置づけで市町が一般廃棄物として
収集処理している

7 7

スーパー等が事業の一環として店頭回収を実施し、回収したもの
はスーパー等が産業廃棄物として処理している

18 21

スーパー駐車場等で資源回収を実施している
（管理を業者に委託し、市の拠点回収という位置づけ）

1 1

スーパー等が自主的に店頭回収を実施し、スーパー等が市の施
設に搬入している。

1 1

把握している限りでは、スーパーの店頭回収は実施していない。 6 5
 

 

基本方向７ 公正で効率的なごみ処理システムの構築 

○ 7-1(4)家庭系ごみ有料化制度の導入 

平成１８年度に鳥羽市と伊賀市がごみの有料化制度を導入しました。これで、

平成１８年度末で有料化導入実施市町は６市町となり、大袋(45L 程度)の料金は

１５～５０円です。また、志摩市では可燃・不燃ごみよりも低い単価で資源ごみ

も有料化を実施しています。 

袋ｻｲｽﾞ
１枚あた
りの料金

袋ｻｲｽﾞ
１枚あた
りの料金

袋ｻｲｽﾞ
１枚あた
りの料金

袋ｻｲｽﾞ
１枚あた
りの料金

桑名市
45Ｌ程度
35Ｌ程度

15円
15円

35Ｌ程度 15円 45Ｌ程度 15円

鳥羽市

90Ｌ程度
45Ｌ程度
35Ｌ程度
25Ｌ程度
15Ｌ程度

90円
45円
30円
20円
10円

90Ｌ程度
45Ｌ程度
35Ｌ程度
25Ｌ程度
15Ｌ程度

90円
45円
30円
20円
10円

志摩市
45Ｌ程度
25Ｌ程度
15Ｌ程度

50円
30円
10円

45Ｌ程度
25Ｌ程度
15Ｌ程度

50円
30円
10円

45Ｌ程度
25Ｌ程度
15Ｌ程度

15円
10円
 5円

伊賀市
45Ｌ程度
35Ｌ程度
25Ｌ程度

20円
15円
10円

木曽岬町
45Ｌ程度
35Ｌ程度
25Ｌ程度

35円
25円
23円

35Ｌ程度 35円 35Ｌ程度 35円

南伊勢町
45Ｌ程度
35Ｌ程度
15Ｌ程度

30円
20円
10円

市町名
可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ プラスチック

 
※45L 程度:40～45L、35L 程度:30～35L、25L 程度:20～25L、15L 程度:10～15L 
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� 有料化を実施した市町のごみ減量効果 

現在までに家庭ごみの有料化を導入した１０市町（現在は合併により６市町）

を対象に、有料化による家庭ごみの減量効果を検証しました。 

家庭ごみの有料化（４５リットル程度の大袋１袋の料金単価：15～100 円）に

より８市町において、約 6～33％の減量効果が見られました。 

有料化実施時 現在 実施前 実施後 減量率（％）

木曽岬町 35 35 - - - S50.4

旧桑名市 15 15 830 834 -0.5 H9.4

旧磯部町 22 1,007 717 28.8 H12.4

旧志摩町 100 730 609 16.6 H11.4

旧阿児町 100 740 495 33.1 H5.4

旧浜島町 100 951 828 12.9 H12.4

旧大王町 40 1,000 829 17.1 H14.10

旧南勢町 100 30 1,217 903 25.8 H13.4

鳥羽市 45 45 712 637 10.6 H18.10

伊賀市 20 20 768 719 6.4 H19.1

有料化
実施年月

50

45ﾘｯﾄﾙ程度大袋単価（円/袋）
市町名

１人１日当たりのごみ排出量(g/人・日）

 

 

� 有料化の実施状況及び今後の予定 

平成２０年度に１市町で有料化の導入が予定されているほか、１８市町で検討中も

しくは今後検討予定です。 

（平成１9 年 11 月現在） 

実施済 平成 20 年度実施 検討中 今後検討予定 計 

６市町 １市町 ２市町 １６市町 ２５市町 
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○ 指定ごみ袋制度の導入状況 

県内で指定ごみ袋制度を導入している市町は平成１９年１１月現在で１４市町

あります。なお、四日市市、鈴鹿市ではごみ袋の規格についてのみ指定しており、

価格の設定は行っておりません。 

袋ｻｲｽﾞ
１枚あた
りの料金

袋ｻｲｽﾞ
１枚あた
りの料金

袋ｻｲｽﾞ
１枚あた
りの料金

袋ｻｲｽﾞ
１枚あた
りの料金

袋ｻｲｽﾞ
１枚あた
りの料金

いなべ市
45L程度
15L程度

15円
10円

45L程度 15円 45L程度 15円

東員町
45L程度
15L程度

12.25円
7.14円

45L程度
15L程度

12.25円
7.14円

  45L程度 12.25円

四日市市
45L程度
35L程度
15L程度

-     

菰野町 - -

朝日町
45L程度
35L程度
15L程度

18円
15円
13円

45L程度
35L程度

18円
15円

35L程度 15円   
45L程度
35L程度

18円
15円

川越町
45L程度
35L程度
15L程度

18円
15円
13円

45L程度
35L程度

18円
15円

35L程度 15円   
45L程度
35L程度

18円
15円

鈴鹿市
45L程度
35L程度
15L程度

-
45L程度
35L程度
15L程度

-   

多気町
45L程度
25L程度

13.8円
11.5円

45L程度
25L程度

13.8円
11.5円

明和町
45L程度
15L程度

9.5円
5.7円

35L程度 11円 45L程度 9.5円

大台町
45L程度
25L程度

8円
6.7円

35L程度 8円 35L程度 8円 35L程度 8円

伊勢市
45L程度
35L程度
15L程度

7円
5円

3.5円
  

玉城町
45L程度
15L程度

10円
4円

35L程度 10.5円 45L程度 10円

度会町
45L程度
35L程度
25L程度

11円
10円
8.5円

45L程度 11円

大紀町
45L程度
25L程度

8円
6.7円

35L程度 8円 35L程度 8円 35L程度 8円

プラスチック ペットボトル可燃ごみ
市町名

不燃ごみ 資源ごみ

 

※45L 程度:40～45L、35L 程度:30～35L、25L 程度:20～25L、15L 程度:10～15L 
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○ 7-3(2)地域ニーズに対応した集団回収の促進 

20 市町において集団回収への助成金制度を実施しており、集団回収の促進が図

られていますが、集団回収量はここ数年減少傾向にあります。今後は、ほとんどの

市町において、助成対象品目及び助成金額についてそのまま継続される予定ですが、

１市町において、助成対象金額の拡大が予定されている反面、助成対象品目の縮小

が予定され、２市町において助成金額の減少が予定されています。 

なお、集団回収の平成１８年度実績によると、集団回収を実施している団体の内

訳は、子供会と小学校等で約 62%を占めています。 

 

� 集団回収制度の今後の予定 

  

（市町数）

拡大予定 現状維持 縮小予定

助成対象品目 0 19 1

助成金額 1 17 2  

 

� 集団回収実施団体の内訳（平成１８年度実績） 

  

子供会

44%

小学校等

18%

町内会・自治

会

16%

その他

22%

 
� 集団回収における資源ごみ回収量の経年変化 

集団回収量の推移

0

5,000

10,000

15,000
20,000

25,000
30,000

35,000

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

(t)

 

【参考】資料６：集団回収助成制度の状況（平成１９年度） 
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 基本方向８ ごみ行政への県民参画と協働の推進 

ごみ行政への県民参画と協働の推進の取組については、各市町において、広報

誌、チラシ、ホームページ等で情報提供、レジ袋辞退・マイバッグ持参を促すレ

ジ袋ないない活動の展開など、多様な主体の参画を促す取組が実施されています。 

ごみ減量化等の取組状況（市町）

4

15

19

9

2

8

20

12

29

2

4

10

3

1

1

7

7

29

0 5 10 15 20 25 30

8-1(1)住民参画によるごみ処理基本計画づくり

8-1(2)ごみ減量会議等の設置・運営

8-2(1)レジ袋ないない活動の展開

8-3(1)NPO等団体の活動を側面的に支援

8-3(4)ごみゼロに取り組む個人や地域団体、NPO等の活動の顕
彰・ＰＲ

8-4(1)ごみゼロプランに関する情報提供

8-4(2)情報提供【ごみ量・資源化量】

8-4(2)情報提供【ごみ処理に係るコスト・環境負荷】

8-4(3)情報提供【その他】

Ｈ19調査

Ｈ18調査

 

（２）評価と課題 

   各市町のごみ減量化等の取組状況については、事業系ごみに関して、排出事業

者や許可業者への適正な指導や処理場における搬入時立ち会い、不適物に対して

の分別指導や受入拒否などが積極的に実施されています。 

また、処理料金の値上げにより一定のごみ減量効果が確認されるとともに、平

成 20 年度以降も県内９市町において料金改定に向けた取組が進んでいます。 

家庭系ごみに関しても、同様に有料化による減量効果が確認されるとともに、

平成２０年度以降も県内１８市町において有料化制度の導入が検討されています。 

容器包装ごみの減量・再資源化については、プラスチック製容器包装の収集量

の増加に伴い、資源としての再利用率の向上に寄与したものと考えられます。 

また、生ごみの再資源化については、生ごみ堆肥化の取組への支援を行う市町

が増加し、生ごみ堆肥化の取組の輪が徐々に広がっています。 

平成１９年６月に環境省より「廃棄物会計基準」、「有料化ガイドライン」、「処

理システムガイドライン」が示されたことから、これらを有効に活用し一般廃棄

物処理システムの効率化を行いながら、その地域の実情を踏まえつつ、有料化の

導入等のごみ減量化施策のさらなる推進が期待されます。 
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ごみ減量化等の取組状況（市町）

2

3

17

21

14

21

1

25

10

14

21

1

1

7

16

12

9

0

6

0

2

0

3

10

0

27

1

0

2

1

2

12

11

8

11

1

12

1

2

3

1

1

3

16

11

10

2

9

0

3

0

4

7

2

28

0

0

3

0 5 10 15 20 25 30

2-1(1)事業系ごみの業種ごとの排出状況や処理の方法の把握

2-1(1)事業系ごみの家庭系ごみへの混入状況の把握

2-1(2)排出事業者に対して、市町の基準に沿ってごみを適正に処
理するよう指導

2-1(2)許可業者に対して、適正な指導・育成

2-1(3)搬入計画の提出

2-1(3)減量化・分別の指導

2-1(3)排出事業者に対してごみ減量化計画等の届け出の義務づけ

2-1(3)搬入時に立ち会い、不適物に対して分別指導や搬入拒否の
実施

2-1(5)一般廃棄物処理計画において、事業系ごみに関する数値目
標を設定

2-2(1)減量化・分別の啓発・情報提供

2-2(2)減量化・分別の指導

2-2(3)「自主情報公開制度」に関連する取組

2-3(1)「業種別ガイドライン」に関連する取組

2-3(2)事業系の生ごみや紙ごみ等の資源化促進のための情報提
供や技術的支援

3-1(1)フリーマーケット等の開催、会場提供等の支援、開催等に係
る情報提供

3-1(2)不用品のリサイクルに関する情報提供や情報交換の仕組み
づくり

3-1(3)修理教室、リフォーム教室

3-1(4)リサイクルショップに関する情報発信

3-2(1)リターナブル容器の良さなどのＰＲ

3-2(2)新たなリターナブル容器システムの構築に対する支援・協力

3-2(3)集客交流施設等へのリユースカップ導入促進に関する取組

3-2(4)移動食器洗浄車の購入・貸出

3-2(5)ごみを出さないことを主催者が心がけたエコイベントを実施

5-1(1)生ごみの収集運搬・堆肥化業務の委託、堆肥化システムの
運用

5-1(2)事業者に対する堆肥化事業の立ち上げ支援

5-1(3)家庭用生ごみ処理機の購入に対する助成

5-2(1)生ごみバイオガス化に向けた調査の実施（システム設計含
む）、調査への協力

5-2(2)生ごみバイオガス化発電等の実証実験事業の実施、事業へ
の協力

5-2(4)廃食用油ＢＤＦ化システムの導入・運営

Ｈ19調査

Ｈ18調査

 

図 ごみ減量化等の取組状況（市町）【H18,19調査結果比較】 
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ごみ減量化等の取組状況（市町）
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1
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7

29

1

3

2
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6-1(1)デポジットシステムを導入・運営する事業者の支援

6-1(2)事業者と連携しデポジットシステムを導入・運用（コスト負担、
回収した資源化の処理）

6-2(1)福祉関係団体等への情報提供、財政支援等

6-2(2)企業退職者等のニーズの集約、地域での活動の受け皿に
関する情報発信

6-3(1)地域通貨の仕組みを活用した取組について、資源回収への
助成や地域通貨と交換できるサービスの提供

6-3(2)コミュニティ単位でのごみゼロ活動について、活動助成金の
交付等の協力

6-3(3)基金の設置、管理運用

6-4(1)店頭回収システムについて、事業者と協働し実施

6-4(2)NPO・事業者が連携した資源物拠点回収システム事業の集
団回収として位置づけ

6-6(1)埋立ごみ（廃プラスチック等）の有効利用に関する調査研究
への協力、実施

7-1(1)経済的手法の検討

7-1(2)家庭ごみの有料化等のごみ処理施策に関する住民を対象と
したアンケート調査実施

7-1(4)有料化の導入状況

7-3(1)NPO等団体が管理し、住民が利用しやすい時間に運営して
いる回収拠点の設置・運営

7-3(2)集団回収への助成

7-4(1)自治会や小学校区ごとのごみ排出量の計測・分析

7-4(2)市町ごみ処理マップの作成・公開

8-1(1)住民参画によるごみ処理基本計画づくり

8-1(2)ごみ減量会議等の設置・運営

8-2(1)レジ袋ないない活動の展開

8-3(1)NPO等団体の活動を側面的に支援

8-3(4)ごみゼロに取り組む個人や地域団体、NPO等の活動の顕
彰・ＰＲ

8-4(1)ごみゼロプランに関する情報提供

8-4(2)情報提供【ごみ量・資源化量】

8-4(2)情報提供【ごみ処理に係るコスト・環境負荷】

8-4(3)情報提供【その他】

9-1(2)体験プログラム提供事業について、企画・運営や自治会・
NPO等民間団体への支援

 9-1(3)こどもエコクラブの活動への協力

9-1(4)家庭における環境学習・教育の啓発

9-2(2)「ごみゼロ人材ガイドブック」の作成・公開・更新や情報提供

Ｈ19調査

Ｈ18調査
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 ２ 事業者の取組状況 

 (1) 現状 

   平成１９年１１月に実施した事業者アンケート調査（以下「H19 調査」という。）

の結果を平成 18 年 5 月に実施した前回の調査（以下「Ｈ１８調査」という。）と

比較すると、「2-2(1)学習会の実施や QC 活動によるごみ減量対策の推進」が 3

ポイント、「2-2(2)Ｍ-ＥＭＳの認証取得」が 11 ポイント、「6-5(1)事業の仕組

みを生かした資源回収、再生資源の利用」が 2 ポイント上昇するなど、前回と同

様、事業者自らのごみの排出抑制の取組が積極的に実施されています。 

一方、「1-2(1)環境配慮設計」が 22 ポイント、「3-4(2)アップグレードサービ

スの拡大」が 18 ポイント、「1-2(1)再資源化の回収ルート構築やリサイクル技術

の開発」が 17 ポイント、「4-2(1)容器包装の削減・簡素化の工夫」が 14 ポイン

ト減少するなど、拡大生産者責任に基づく事業活動に関する取組は進められている

ものの、Ｈ１８調査と比較すると実施率は下がっています。 

（p24 ごみ減量化等の取組状況（事業者）【H18,19 比較】参照） 

 

県に期待する役割として、ごみ減量化やリサイクルに関する成功事例・失敗事例

の紹介が前回に引き続き一番多く求められています。 

 

 なお、今後力を入れていきたい取組としては、「8-1(3)地域ごみゼロ推進交流会

に参画 (25%)」、「1-2(2)製品等の廃棄物抑制・循環的利用の技術等の調査研究

(23%)」、「2-3(2)再資源化についての事業者間の連携・交流(23%)」「8-1(2)ご

み減量会議等への参画・協働(23%)」など多様な主体との連携・協働の取組があ

げられています。 

【参考】資料７：事業者のごみ減量化等の取組状況（Ｈ１９調査） 

  

 

県に期待する役割

43%

26%

36%

58%

4%

35%

36%

24%

72%

6%

0% 20% 40% 60% 80%

全県的な啓発

調査研究・情報提供

情報交換の場・機会の提供

ごみ減量化やリサイクルに関する成功事例・失敗事例
の紹介

その他

H19調査

H18調査



 

 - 22 - 

 (2)評価と課題 

事業者のごみ減量化等の取組状況については、環境マネジメントシステムの認証

所得や学習会、QC 活動によるごみ減量対策の推進など事業者自らのごみの発生抑

制の取組が前年度同様、積極的に実施されていますが、事業者の重要な役割である

環境配慮設計や容器包装の削減・簡素化のための工夫や改善など拡大生産者責任に

基づく事業活動に関する取組は若干後退しています。 

また、今後力を入れたい取組として、製品等の廃棄物抑制・循環的利用の調査研

究や市町のごみ減量会議、地域ごみゼロ交流会への参画などの多様な主体との連

携・協働が考えられています。 

また、容器包装リサイクル法の改正により平成１９年４月から小売業に対する容

器包装廃棄物の排出抑制を促進するための措置が導入されたことにより、レジ袋の

有料化・マイバッグ等の利用の促進、薄肉化・軽量化された容器包装の使用、商品

の量り売りや簡易包装化の推進等、容器包装の使用の合理化のための取組が求めら

れています。 

このことから、容器包装の簡素化や繰り返し使用できる商品の製造又は販売、修

繕体制の整備など事業者自らの拡大生産者責任に基づく事業活動のさらなる推進

が必要です。 
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   図 ごみ減量化等の取組状況（事業者）【H18,19 比較】 

ごみ減量化等の取組状況（事業者）
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1-2(1)環境配慮設計等

1-2(1)再資源化の回収ルート構築やリサイクル技術の
開発

1-2(2)グリーン購入

2-1(2)事業系ごみの適正処理

2-1(3)ごみ減量化計画の策定

2-2(1)学習会やＱＣ活動によるごみ減量対策の推進

2-2(2)ISO14001の認証取得

2-2(2)Ｍ－ＥＭＳの認証取得

2-2(3)自主情報公開制度の推進

3-1(4)リサイクルショップの運営

3-2(1)リターナブル容器の積極的な販売や開発・普及

3-3(1)リース・レンタルのサービス提供

3-4(1)製品の修理・修繕等のサービスの拡大

3-4(2)アップグレードサービスの拡大

4-2(1)容器包装の削減・簡素化のための工夫や改善

5-1(1)生ごみの収集運搬・堆肥化の実施

5-1(3)生ごみ処理機の開発

5-2(1)(2)生ごみバイオガス発電等の調査・実証試験事
業の実施

5-2(4)廃食用油のＢＤＦ化による活用

6-1(1)(2)飲料容器デポジット制度の導入

6-2(1)福祉団体等への資源物回収等委託、福祉団体
が生産する再生資源の利用

6-3(1)地域通貨と交換できるサービスの提供

6-4(1)店頭回収システムによるリサイクルの促進

6-4(2)ＮＰＯ・事業者・行政の連携による資源物拠点回
収

6-5(1)(2)事業の仕組みを生かした資源回収、再生資
源の利用

6-6(1)(2)廃プラスチック等の有効利用のための調査研
究・技術開発

8-1(1)ごみ処理基本計画策定、実行の取組に参画

8-1(2)ごみ減量会議等への参画・協働

8-2(1)マイバッグ利用を促進するためのインセンティブ
の付与

9-2(1)(2)ごみゼロ人材ガイドブックの活用・情報提供

H19調査

H18調査
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３ ＮＰＯ等団体の取組状況 

(1) 現状 

平成１９年１１月に実施した NPO 等団体アンケート調査（以下「Ｈ１９調査」と 

いう。）の結果を平成 18 年 5 月に実施した前回の調査（以下「Ｈ１８調査」という。）

と比較すると、「5-2(4)廃食油のリサイクルの実施・協力」「7-3(1)資源回収ステー

ションの運営」が７ポイント、「8-1(2)ごみ減量会議等への参画・協働」が６ポイン

ト「8-1(2)ごみ処理基本計画策定、実行の取組に参画」が４ポイント上昇しました。 

一方、「8-3(2)市町のごみ減量化等施策への積極的な参画・協力」が１３ポイント、

「3-２(１)リターナブル容器の良さなどのＰＲ」が 1１ポイント、「8-1(3)地域ごみ

ゼロ推進交流会への参加」が 1０ポイント減少しており、若干の増減はあるものの、

全体としては、Ｈ１８調査とほぼ同様の傾向でした。 

（p27 ごみ減量化等の取組状況（NPO 等団体）【H18,19 比較】参照） 

 

県に期待する役割として、情報交換の場・機会の提供について、Ｈ１８調査より９ 

ポイント上昇し、多くの NPO 等団体から活動の場づくりを求められています。 

県に期待する役割

43%

43%

46%

18%

18%

49%

43%

37%

23%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

全県的な啓発

調査研究・情報提供

情報交換の場・機会の提供

スタッフ育成の研修

その他

H19調査

H18調査

 

 

なお、今後力を入れていきたい取組としては、8-2(1)「レジ袋削減活動の展開」

（2９％）、8-1(3)「地域ごみゼロ推進交流会への参加」（2９％）、6-2(1)「企業退

職者等の地域での活動の受け皿として活動の場の提供」（25％）、8-4(1)「ごみゼロ

社会実現プランに関する情報提供への協力」（25％）等を考えている団体が多く見受

けられました。 

【参考】資料８：NPO 等団体のごみ減量化等の取組状況（Ｈ１９調査） 
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NPO 等団体が連携している相手としては、約半数（52%）が市町、次いで学校

（32%）の順であり、また、今後、連携したい相手としては、自治会・町内会等団

体及び市町が 32%と高く、次いで事業者が 28%となっています。 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

(2)評価と課題 

  県内の NPO 等団体のごみ減量化の取組状況については、生ごみ堆肥化事業や廃食

油のリサイクル、資源回収ステーションの運営等の実践活動が積極的に実施されてい

ます。 

また、市町のごみ減量会議等への参画・協働、レジ袋削減活動の展開など行政との

連携に関する取組も各地で展開されるとともに、レジ袋削減活動の展開やごみゼロ推

進交流会への参加等が、今後力を入れたい取組として考えられています。 

今後は、地域で核となる自治会・町内会や市町とのパートナーシップをより一層推

進する必要があります。 

連携相手

24%

16%

32%

8%

52%

28%

24%

28%

20%

32%

32%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NPO等団体

事業者

学校

自治会・町内会等団体

市町

県

現在連携している

今後連携したい
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ごみ減量化等の取組状況（NPO等団体）

18%

11%

11%
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23%

14%
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6%

14%

9%

9%

11%

23%

31%

29%

11%

11%

9%

6%

9%

14%

14%

17%

23%

31%

26%

26%

34%

20%

6%

20%

0%

6%

17%

0%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

3-1(1)フリーマーケット等の開催・出展

3-1(2)不用品リサイクルに関する情報提供・情報交換の仕
組みづくり

3-1(3)修理教室、ﾘﾌｫｰﾑ教室等の実施

3-1(4)リサイクルショップの運営

3-2(1)リターナブル容器の良さなどのPR

3-2(4)NPO等団体主催のイベント等におけるリターナブル
容器の利用

3-3(1)リース・レンタルのサービスの提供及び事業活動に
おける活用

3-4(1)製品等の修理・修繕に関する住民への啓発

4-2(1)(2)容器包装の削減・簡素化に関する啓発・PR

5-1(1)生ごみ堆肥化事業の実施・協力

5-1(1)生ごみ堆肥化に関する住民への啓発

5-2(4)廃食用油のリサイクル（BDF、石鹸など）の実施・協
力

6-1(1)飲料容器デポジット制度の導入・運用

6-2(1)障害者・高齢者の支援と連携したリサイクル事業の
実施

6-3(1)地域通貨の仕組みを活用したリサイクルシステムの
運営

6-4(2)ＮＰＯ・事業者・行政の連携による資源物回収拠点シ
ステムの構築・運営

7-3(1)資源回収ステーション運営受託

7-3(2)集団回収のPR・実施

8-1(1)ごみ処理基本計画策定、実行の取組に参画

8-1(2)ごみ減量会議等への参画・協働

8-1(3)地域ごみゼロ推進交流会への参加

8-2(1)レジ袋削減活動の展開

8-3(1)行政との協働事業等の企画提案、事業の実施

8-3(2)市町のごみ減量化等施策への積極的な参画・協力

8-4(1)「ごみゼロ社会」実現プランに関する情報提供への協
力

8-4(3)ＨＰなどを活用したごみ関連情報の発信

9-1(1)環境学習・環境教育ツール・プログラム等の開発、行
政の取組への参画

9-1(2)20年後のﾗｲﾌｽﾀｲﾙ体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの企画・運営、行政
の取組への参画・協力

9-1(3)こどもエコクラブを対象とした学習会の企画・開催

9-1(4)家庭における環境学習・教育の啓発

9-2(1)ごみゼロ達人育成への協力、派遣制度の活用

9-2(2)ごみゼロ人材ガイドブックの活用・情報提供

H19調査
H18調査

 

図 ごみ減量化等の取組状況（NPO 等団体）【H18,19 比較】 
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４ 県の取組状況 

基本方向１ 拡大生産者責任の徹底 

 (1) 現状  

① 1-1(3)国、業界への提言 

   平成 18 年 5 月及び 11 月に「平成 19 年度国の予算編成等に関する提言・要

望」として「ごみゼロ社会の実現に向けた施策の推進」について、平成 17 年度

に引き続き、国へ要望を行いました。   

【提言・要望要旨】 

本県では、ごみゼロ社会の実現に向けて取り組んでいるところですが、国においても、
拡大生産者責任の徹底による排出抑制、リサイクルの推進などにより、ごみゼロ社会の
実現を積極的に推進されたい。 

【具体的な提言・要望事項】 
１ 容器包装リサイクル法改正案第10条の2に定める市町村に対する金銭の支払につい

ては、全額市町村に拠出するとともに、分別収集・選別保管に係る費用の市町村負担
を拡大生産者責任の観点から再度見直し、市町村負担を更に軽減するなどの制度のさ
らなる改正（春） 

２ 事業者に対して、再使用・再商品化が可能な製品開発の積極的な促進など、製造段
階からの発生抑制への取組の促進（春）（秋） 

３ 家電リサイクル法におけるリサイクル費用の販売時徴収への制度改正及び不法投棄
された家電製品（特定家庭用機器）の回収費用が自治体負担とならない仕組みづくり
の推進（春）（秋） 

 

平成１７年７月に「中部圏知事会議」において、三重県が提案した中部圏にお

ける「ごみゼロ社会」の実現に向けて連携して取り組むことが合意されたことに

基づき、中部圏９県１市の一般廃棄物行政担当課（室）長により構成する「中部

圏ごみゼロ社会実現推進会議」を平成 18 年 5 月に設置し、平成１８年度はマイ

ボトル・マイカップ運動の展開と公の施設におけるリユース（リターナブル）容

器の利用促進のための調査研究を実施しました。 

 

【マイボトル＆マイカップ運動】とは 

・マイボトル＆マイカップを持参する。 

・ペットボトル、缶飲料などワンウェイ容器の購入を控える。 

・ペットボトル等のリサイクルＢＯＸを必要最小限にする。 

・会議でのペットボトル飲料等の配布を原則なくす。 

・ 庁舎内（本庁、地域機関）での業務中を運動の対象範囲とする。 
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◎「マイボトル＆マイカップ運動」に関するアンケート調査結果（抜粋） 

◆ アンケート調査期間 平成１９年９月７日～９月２８日 
◆ 対象者 5,340 名  回答者 3,201 名  回収率 59.9% 

 
（Ｑ１）「マイボトル＆マイカップ運動」への参画について 

選択肢 件数 割合（％） 
マイボトルやマイカップを利用して飲んでいる。 ２３０７ ７２％ 
マイボトルやマイカップを利用してはいないが、ペットボト
ルや缶等のワンウェイ容器飲料の購入を極力控えるようにし
ている。 

３９８ １２％ 

特にしていない。 ４２２ １３％ 
その他 ７４ ２％ 

全体 ３２０１ １００％ 

 

  ② 1-2(2)行政における拡大生産者責任に基づく取組の促進 

   三重県では、全組織において平成１１年度から物品のグリーン購入について取

り組んできましたが、平成１３年度に「みえ・グリーン購入基本方針」を新たに

策定し、平成 14 年度から公共工事及び役務についても調達目標を定め、取組を

推進しています。 

平成 1８年度は調達目標を 100％として取り組みましたが、県全体での実績

は 9８.３％と平成 17 年度に比べ 1.1 ポイント上昇しました。物品におけるグリ

ーン購入率は、平成 17 年度は 9 品目中２品目が 90％以下であったのに対し、

平成 18 年度はすべて９０％以上であり、グリーン購入が浸透してきています。 

 

 (2) 評価と課題 

   家電リサイクル法の改正に向けて、平成１８年６月より現行の家庭用機器のリ

サイクル制度の評価や見直すべき点について検討が行われ、現在報告書の取りま

とめ案の審議がされ、平成２０年には法律の改正が行われる見込みです。この中

で、不法投棄対策に積極的な市町村に対し、メーカーが資金面を含め協力する体

制を構築する等一定の成果はありましたが、リサイクル費用の徴収時期について

は、前払い方式の導入は見送られました。このことから、引き続き、国に対し家

電リサイクル法におけるリサイクル費用の販売時徴収への制度改正及び不法投棄

された家電製品（特定家庭用機器）の回収費用が自治体負担とならない仕組みづ

くりの推進に関する提言・要望を行うことが必要です。 

また、県も事業者として、グリーン購入の推進やマイボトル・マイカップ運動

の実施等のごみ減量化の取組を実施していますが、今後も、モデルになるような

ごみ減量化に向けた取組を実施し、他の事業者の先導的役割を果たすことが必要

です。 
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 基本方向２ 事業系ごみの総合的な減量化の促進 

(1) 現状 

① 2-2(1)事業所内教育の推進 

プラン推進の取組への事業者の参画を促進するとともに、事業者自らのごみ減

量化等の取組を促進・活性化させるため、県内の事業者を対象とし、地域貢献や

地域との協働の取組やレジ袋等の容器包装ごみの削減の取組の先進事例紹介や事

業系生ごみの資源化を促進するためのセミナーを開催しました。 

 

 
 
「企業・事業者の地域貢献・地域との協働のあり方を考えるセミナー 
             ～ごみ減量化・環境教育の視点からのアプローチ～」 
・講演 「多様な主体との協働による企業のＣＳＲ活動」 

NPO 法人こども環境活動支援協会（LEAF） 小川雅由氏 
・取組事例発表 富士ゼロックス三重㈱、大栄サービス㈱ 

          

 
  

「事業系生ごみ減量化セミナー ～鳥羽市のごみ減量化手法検討調査結果の報告～」 
・報告「鳥羽市のごみ減量化手法検討調査結果について」 
           鳥羽市環境課、㈱地域計画建築研究所 

 

   ② 2-2(2)ISO14001 等環境マネジメントシステムの認証取得促進 

   ごみ減量化を含めた事業者の自主的な環境負荷低減の取組を促進するため、企

業等の ISO14001 等の認証取得を促進しました。M-EMS 取得事業者数が平成

１７年度と比較して約２倍となり中小企業に向けて導入が進みました。 

～Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８

ISO取得事業者数 312 179 114 72 59 55

M-EMS取得事業者数 - - - 1 22 46  

県内事業者のISO14001及びM-EMS取得状況

0
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平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度

（社）

ISO取得事業者数 M-EMS取得事業者数
 

 H19.2.27、津市内で開催：参加者 63 名 

H19.3.27、鳥羽市内で開催：参加者 40 名 

M-EMS(みえ・環境マ
ネジメントシステ
ム・スタンダード) 
 
小規模事業者にも
取組やすい環境マ
ネジメントシステ
ムの制度を構築 
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 (2)評価と課題 

    事業系ごみについては、市町におけるごみ処理手数料の値上げ、食品リサイク

ル法施行により事業系生ごみの民間処理施設が整備されたことや食品関連事業者

の生ごみ資源化の促進、段ボール等資源ごみの引取単価上昇に伴う資源化の促進、

事業者自らの発生抑制の取組等により、ごみ減量化に一定の成果が得られていま

す。 

また、県内各地で地域の課題をテーマに先進事例紹介を中心とした事業者セミナ

ーが開催されていますが、今後は、事業者のごみ減量化等の成功事例や中小企業向

けのごみ減量の取組事例の情報提供を継続して実施する必要があります。 

    

基本方向３ リユース（再使用）の推進 

(1)現状 

  ② 3-2(5)エコイベントの推進 

 「エコイベントマニュアル」に基づいて、環境に配慮したエコイベントを開催

しました。 

 

 ◆リーディング産業展みえ２００６ 

 【主な取組内容】 
・ごみのリサイクル：会場内にごみステーションを設置し、来場者への分別の     

ＰＲなどを実施 
・省エネルギー・省資源：ポスターなどの再生紙の使用やスタッフジャンパー  

の再利用などの徹底 

◆第４８回自然公園大会 

 【主な取組内容】 
・ごみの排出抑制：飲食、飲料ブース出展者へはリユースカップ、リユースデ

ィッシュ等を導入するとともに参加者へのマイ箸、マイカ
ップ、マイフォーク、マイディッシュ持参のＰＲを実施 

・ごみゼロ推進のＰＲ：参加者に対する分別意識の啓発、エコブースにおける
分別指導、ごみゼロナビゲーターによる巡回活動の実
施 

 

 (2)評価と課題 

  平成１８年度において、「エコイベントマニュアル」に基づいて２つのイベントを

開催しましたが、まだ実施数は少なく、県主催のイベントや市町や民間のイベント等

の全県的な普及にはつながっていません。    

        今後は、「エコイベントマニュアル」の県はもとより他の主体への普及・啓発をす

ることにより、民間のイベントも含めた全県的な取組へとつなげる必要があります。    
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 基本方向４ 容器包装ごみの減量・再資源化 

(1)現状 

  ① 4-1(2)国への提言・要望 

 

  ② 4-1(3)容器包装リサイクル法の完全実施 

    容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づき平成１

７年１２月に策定した第４期三重県分別収集促進計画による平成１８年度の各

市町の分別収集状況についてとりまとめを行い、公表しました。 

� 容器包装リサイクル法の分別収集実績（平成１８年度） 

                           （単位：ｔ） 

計画見込み量 分別収集実績 実績/計画見込み量

5,449 4,658 85%

5,178 4,322 83%

2,183 1,987 91%

7,513 1,343 18%

3,500 3,086 88%

11,581 7,159 62%

634 89 14%

7,906 6,578 83%

2,005 1,680 84%

484 324 67%

13,238 10,002 76%

59,036 41,139 70%

紙パック
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③ 4-2(1)製造・流通・販売等の事業活動における工夫や改善の実施 

  平成１８年６月に容器包装リサイクル法が改正されたことを受けて、事業者の

容器包装廃棄物の発生・排出抑制の取組及び消費者の環境配慮した消費行動を促

進するため、県内の流通事業者、消費者・NPO 等団体を対象とし、セミナーを行

いました。 

 
 
「容器包装リサイクルセミナー ～レジ袋削減等の取組～」 
・講演 「レジ袋削減の取組の現状と課題」 
        三重大学人文学部  教授 朴恵淑 氏 
・取組事例発表 イオン㈱、生活協同組合コープみえ 

 

拡大生産者責任の徹底(1-1(3))国、業界への提言に同じ 

 H19.3.15、津市内で開催：参加者 70 名 
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 (2)評価と課題 

容器包装リサイクル法への対応は、資源としての再利用率の向上や最終処分量の

削減に効果が見られますが、紙製容器包装及び白色トレイについては、分別収集実

績が低い状況です。また、容器包装リサイクル法の改正により平成１９年４月から

小売業に対する容器包装廃棄物の排出抑制を促進するための措置が導入されたこ

とにより、レジ袋有料化、マイバッグ等の利用の促進、薄肉化・軽量化された容器

包装の使用、商品の量り売りや簡易包装化の推進等、容器包装の使用の合理化のた

めの取組が求められています。 

今後は、容器包装ごみの分別収集の完全実施に向け、市町の取組を支援するとと

もに、拡大生産者責任の観点から分別収集・選別保管に係る費用の市町村負担の軽

減などの容器包装リサイクル法の制度改正を含めた国への要望を継続的に行う必

要があります。 
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基本方向５ 生ごみの再資源化 

(1)現状 

  ① 5-1(1)家庭の生ごみ堆肥化システムの構築  

  「生ごみ堆肥化システムの実証試験：紀宝町」（補助金：3,685 千円） 

Ｈ１７モデル事業 

   生ごみ堆肥化の取組を町全域に展開するため、町内で生ごみ等を分別収集する

モデル地区を設定し、実験処理施設を整備して生ごみ堆肥化に係る実証試験事業

を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 【事業の成果】 

１．平成 18 年 3 月末現在、84 世帯、8 事業者が実験事業に参画。     

２．Ｈ17 年 9 月 15 日～翌年 3 月末（198 日間）までの生ごみの総処理量は、9,011

ｋｇ。（年換算すると約 16 トンとなり、これは紀宝町のＲＤＦ化量の約１％に相当） 

３．事業開始前説明による住民の理解・協力が減量化・ﾘｻｲｸﾙ意識向上に繋がる。 

４．費用対効果試算として、生ごみ収集日量２ｔで収支採算が合うとの結果を得た。 

 

  モデル事業の効果を把握するために紀宝町にヒアリングを行いました。 

実証試験事業への参加者数は平成１９年１２月現在で１３９世帯、９事業所であり、

順調に増加しています。平成１７年度に９ｔ、平成１８年度に３０ｔの生ごみを収集

し堆肥化を行いました。 

  紀宝町における可燃ごみの排出量は近年、減少傾向で推移しています。 

 

◆８月にモデル地区の住民等に協力を依頼。９月１５日から収集・堆肥化に着手。 
◆生ごみの収集量、温度、水分量などを計測・分析するとともに、虫や臭い、減容具合など
の状態についても詳細な観察を行い、本格展開に向けた課題を抽出・整理するなど、データ
の蓄積を進めるとともに、改善策を検討。 
◆適正な発酵を促すため、副資材（牛糞堆肥）の混入量の調整や設備の改良など、工夫や試
行錯誤を重ねている。 

 

生ごみ堆肥化システム 
    

家庭での生ごみ分別 集積所にて投入 木箱での一次処理 二次処理後の完成堆肥 
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実証実験事業への参加者数推移
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可燃ごみの排出量の推移（紀宝町）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８

ｔ

 

 

H19 県民意識調査より 

食べ残しによる食品廃棄について、「あまりない」「ほとんどない」と回答した方が、

紀宝町では、調査対象市町の中で最も高い。 

食べきれず料理を捨ててしまうことがある

8.5

10.0

33.5

38.3

24.6

25.2

31.0

24.6 1.9

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

紀宝町

全体

よくある たまにある あまりない ほとんどない 無回答
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「リサイクルパーク整備事業：鳥羽市」（補助対象事業費：10,956 千円） 

Ｈ１８モデル事業 

  家庭の生ごみの発生・排出抑制とリサイクルを推進するために、計画段階から市

民の意見を取り入れ、NPO が主体となった「リサイクルパーク」を整備しました。

また、資源物の回収拠点や環境教室等を設置することにより、ごみの減量化とリサイ

クルを通じた市民の交流の場とします。 

 

 【事業の成果】 

  １．市民が主役となるための施設整備を目指し、衣装ケースによる堆肥化に試験的に

取り組んだグループの代表や市民公募の委員で、「鳥羽生ごみリサイクル推進会

議」を組織し、NPO が運営主体となる施設『リサイクルパーク』を整備した。 

   ２．生ごみ堆肥化講座で堆肥化の説明に加えて、ごみの減量化の必要性や地球温暖化

の防止等環境問題全般について説明した。１６４名が受講し、堆肥ケース「ひな

たぼっこ」による家庭の生ごみ堆肥化を通して、環境保全の関心が高まっている。 

   ３．資源物の回収拠点や環境教室等を行うことにより、環境全般の情報提供や楽しい

市民の交流の場となっている。 

    

 

 

 

 

 

 

                                     

    生ごみ堆肥化ケース「ひなたぼっこ」         オープニングイベント 

 

     

リサイクルパーク利用者数
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リサイクルパーク資源回収量（ｋｇ）
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H19 県民意識調査より 

ごみを減らす取組の中で最も大切だと思うこととして、まだ使える製品や容器など

をくり返し使うこと（リユース）もしくはごみではなく資源として分別し、再び原材

料として有効利用すること（リサイクル）と回答した方が鳥羽市では、調査対象市町

の中で最も高く、リユース・リサイクルに対する意識が高い。 

また、Ｈ１６調査と比較すると、リユースが 3.7 ポイント増、リサイクルが 0.2 ポ

イント増となっている。 

ごみを減らす取組の中でどれが大切だと思いますか

48.1

58.4

18.7

13.3

22.0

19.1

11.2

9.2
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鳥羽市
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リデュース リユース リサイクル 無回答
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② 5-1(2)事業者と地域産業との生ごみ堆肥化ネットワークの構築 

「事業系ごみの減量化手法検討調査：鳥羽市」（補助金：2,147 千円） 

Ｈ１８モデル事業 

鳥羽市はホテル・旅館が多く、事業系ごみが半分以上占めることから、事業者の

取組も重要となっています。事業者のごみ減量化の取組をより実効性を高めるため

に商工会議所と連携して事業系ごみの減量化手法検討調査を行いました。 

 

 調査内容 

◆事業系ごみの量・質等の把握と資源としての利用可能性の検討及び他の廃棄物の再資源化
の状況調査 

◆再資源化の方向及び需要量の検討 
◆再資源化システムの検討 
◆システム選定のための検討 
 

【事業の成果】 

１．事業所の実態が明らかになり、今後の対策の貴重な資料となった。 

  事業系ごみ排出実態アンケート調査結果より 

  ・旅館・ホテル、飲食店、食品小売業、食品卸売業の食品関連産業から排出され

たごみは鳥羽市全体の４６％を占める 

  ・旅館・ホテルからの厨芥類（生ごみ）の推定排出量は 2,700t であり、事業系

可燃ごみ排出量の 4 割を占める 

  ・食品廃棄物に対する分別収集等の取り組みに対する協力意向は高いが、現在負

担しているごみ処理費用以上の負担には否定的である 

食品関連産業での調理場、洗い場の発生源別ごみ質実態調査結果より 

・生ごみ中の異物の混入率は少なく、業種によって特徴があった。 

青果卸売：ほぼ 100%近くが野菜、果物 
スーパー：売れ残り品（賞味期限切れ）の厨芥類が中心 

     飲食店：殻類の割合が高い（エビの殻約 47%、貝約 15% 計約 62%） 
     旅館・ホテル：洗い場で発生する残飯が混合した厨芥類が多い 

２．リサイクル堆肥、リサイクル飼料の需要量 

  堆肥 4,400t、飼料 2,400t、養殖用飼料 1,300t   計 8,000t 

３．７つのパターンごとに、システムの構築と総事業費や維持管理に要する費用の面 

を中心に評価分析 

  ①大きなホテル・旅館で生ごみを粉砕・乾燥後、収集・集約処理（飼料化・堆肥
化）・・・416 円/10kg 

  ②①の養殖魚飼料化を残し、全ホテル・旅館対象の地域ブランドの堆肥づくり
へ・・・318 円/10kg 

４，調査方法や取りまとめ方法等について、事業者がごみ減量化について検討する循 

環型社会システム作業部会の意見を反映し、鳥羽商工会議所総会で調査結果を報 

告 
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地域における生ごみリサイクルの取組の活性化を促進するとともに、生ごみのリサイ

クルを通じた地域社会のネットワークづくりについて考えていただく機会とするため、

生ごみリサイクルに関する取組事例の講演、講師と参加者の意見交換を行う交流会を開

催しました。 

   
  

「生ごみを利用した堆肥化のポイント」 神奈川県農業技術センター 藤原俊六郎氏 
「生ごみ堆肥化が地域を変えた」 レインボープラン推進協議会 管野芳秀氏 

  意見交換会 

    

藤原氏の講演             管野氏の講演 

    

意見交換会の様子         生ごみ堆肥でできた野菜展示 

 (2)評価と課題 

紀宝町では、「生ごみ堆肥化システム実証実験」のモデル事業の実施を通して、

可燃ごみ排出量の減少や食べ物を粗末にしないよう心がける割合が高いなど効果

が徐々に浸透していることが伺えます。鳥羽市では、「リサイクルパーク整備事業」

のモデル事業を通して、利用者の増加やリユース・リサイクルに対する意識が高

まるなどリサイクルパークの取組が進展しています。 

家庭系生ごみの再資源化については、県内各地でＮＰＯ等団体を中心に堆肥化

事業が少しづつ拡大していますが、堆肥化施設の処理能力の制限や労働力の確保

等から県全域に広がっていないのが現状です。 

今後は、市町のごみ処理システムのとの併用によるコスト分析等を実施するこ

とにより、家庭系生ごみの資源化の方向性についても検討する必要があります。 

また、平成１９年６月の食品リサイクル法の改正により、食品関連事業者に対

する指導監督が強化されたことから、事業系生ごみの再資源化などの新たな取組

について、市町との連携・協働のもと積極的に推進していく必要があります。 

生ごみリサイクル交流会(H18.12.22、津市内で開催)：
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基本方向６ 産業・福祉・地域づくりと一体となったごみ減量化の推進 

(1)現状 

 ① 6-2(1)障害者や高齢者の支援と連携したリサイクル事業の展開 

 新たな仕組み（「エコチェンジカードシステム」）による拠点回収事業の成果の検証

を特定非営利活動法人みどりの家に業務委託を行い、利用者数、資源ごみの回収量の

把握や事業運営に係る課題・問題点の整理を行いました。 
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【エコチェンジカードシステム利用手順】 
1. エコチェンジカードをカード挿入口へ

いれ、新聞・雑誌類を投入口へ入れる。 
2. 新聞・雑誌１ｋｇにつき２ポイントつき

ます 
3. 50 ポイント毎に、「グリーンサービス引

換券＋トイレットロール」等がもらえま
す。ポイントの還元は、みどりの家のリ
サイクルプラザにて行います。 
☆グリーンサービス引換券は、日永カヨ
ーショッピングセンターの中のお店
で、割引やプレゼントと引き換えるこ
とができます 

タッチパネル画面 

投入口 

リサイクルプラザの利用者数の前年同月比較 

新聞・雑誌の回収量の前年同月比較 

【報告書（要約）】 

 リサイクルプラザの利用者数は、昨年度対

比で 20％増加し、新聞・雑誌の回収量は、

昨年度対比で 14％増加しました。 

 また、利用者のアンケート調査を実施した

ところ、利用者は全体の 78％が女性、全体

の 51％が主婦でした。エコチェンジカード

システムについては、92％の方が「大変良い」

「良い」と回答し、約 30％の方が、このシ

ステムにより持ち込み量が増えたと回答しま

した。 

 新しい取組の実施は、利用者への機械操作

説明や回収した新聞・雑誌の運搬等で大変で

したが、大勢の方のボランティア等の協力を

いただき実施することができました。 

 本事業のような拠点が増えていけば、市民

の交流の場となり地域の活性化につながるこ

とが期待できると思います。 

福祉と企業がつなぐ新たなごみ減量化（３Ｒ）システムの構築事業 
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(2)評価と課題 

新たな仕組み（「エコチェンジカードシステム」）による拠点回収事業については、

利用者の増加や回収量の増加につながるとともに、福祉と企業がつなぐ新たなごみ減

量化システムの構築につながりました。 

  今後は、これらの取組をより一層推進するため、福祉関係者と事業者等との連携の

コーディネートや福祉関係団体等への情報提供などを実施する必要があります。    

 

基本方向７ 公正で効率的なごみ処理システムの構築 

(1)現状 

  ① 7-1(2)ごみ処理の有料化等経済的手法の活用  

  「家庭系ごみ有料化制度の導入検討：伊賀市」（補助金：2,813 千円） 

                                                          Ｈ１７モデル事業 

   家庭系ごみの有料化によりごみの減量化と分別の徹底を図るため、住民や事業

者、行政で組織される伊賀市ごみ減量・ﾘｻｲｸﾙ等推進委員会を設置し、有料化制度

に関する協議・検討を行うと共に先進事例調査やアンケートによる住民意識調査

等を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【事業の成果】 

 １．伊賀市長に対し、推進委員会から有料化制度に関する提言を行った。 

   ・指定ごみ袋の種類・・・４５リットル、３０リットル、２０リットルの３種類 

  ・指定ごみ袋の金額・・・４５リットルの袋で１枚あたり２０円 

 ２．18 年９月市議会上程、議決後地区説明を実施、19 年 1 月から有料化実施 

 ３．外国人向け４カ国語版を含む分別ハンドブックを作成し、配布を行った。   

            （市内 36,000 全日本人世帯へ配布。 但し準備作業の関係で、英、スペイン、

ポルトガル、中国の各外国語版の配布は 18 年度となる。） 

     

 

 

� 伊賀市ごみ減量・リサイクル等推進委員会での検討 
   ※委員会は、議会代表、地域代表、事業者代表及び

公募市民の６０名の委員で構成。ごみ減量部会と再
資源化部会に分かれ、前者は有料化制度の、後者は
分別ハンドブックの内容についてそれぞれ検討、原
案を作成し、全体会議にて審議・決定する。 

� アンケートによる市民意識調査の実施 
� 有料化導入に係る先進自治体調査（半田市、海津町）

の実施 
� ごみ分別ハンドブックの作成 
� 有料化に関する住民説明会の実施（チラシ印刷）  



 

 - 41 - 

  【伊賀市】 

 

 

家庭系ごみの可燃ごみの月別排出量を前年同月比較したところ、平成１９年１月か

ら 12 月の一年間で 6.3%の減量効果がありました。 

     表 伊賀市の可燃ごみの月別排出量 

年月 排出量(t)
有料化前年の
同月排出量(t)

増減量(t) 増減率(%)

平成19年1月 1,394 1,530 ▲ 137 ▲ 8.9

平成19年2月 1,229 1,284 ▲ 55 ▲ 4.3

平成19年3月 1,437 1,512 ▲ 75 ▲ 4.9

平成19年4月 1,293 1,404 ▲ 111 ▲ 7.9

平成19年5月 1,677 1,698 ▲ 21 ▲ 1.2

平成19年6月 1,426 1,612 ▲ 186 ▲ 11.5

平成19年7月 1,630 1,647 ▲ 17 ▲ 1.0

平成19年8月 1,602 1,689 ▲ 88 ▲ 5.2

平成19年9月 1,376 1,489 ▲ 113 ▲ 7.6

平成19年10月 1,478 1,618 ▲ 140 ▲ 8.7

平成19年11月 1,397 1,462 ▲ 65 ▲ 4.4

平成19年12月 1,458 1,623 ▲ 165 ▲ 10.2

合計 17,397 18,569 ▲ 1,172 ▲ 6.3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

【鳥羽市】 

 

 

 

  家庭系ごみの可燃ごみ及び不燃ごみの月別排出量を前年同月比較したところ、平成

１８年１０月から平成１９年 9 月の一年間で可燃ごみ 13.4%、不燃ごみ 17.3%の

減量効果がありました。 

可燃ごみの月別排出量（伊賀市）
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

（ｔ）

平成 17年度 平成18年度 平成19年度

H19.1～
有料化実施

【導入時期】平成 19 年 1 月 
【対象】  可燃ごみ 
【袋単価】  20L:10 円  30L:15 円  45L :20 円 

【導入時期】平成 18年 10月 
【対象】  可燃ごみ、不燃ごみ 
【袋単価】 10L:10円 20L: 20円 30L:30円 45L :45円 90L :90円 
 

家庭系ごみの有料化導入に伴う効果 
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表 鳥羽市の可燃ごみの月別排出量 

排出量(t)
有料化前年の
同月排出量(t)

増減量(t) 増減率(%)

平成18年10月 299 374 ▲ 75 ▲ 20.0

平成18年11月 297 361 ▲ 65 ▲ 18.0

平成18年12月 320 380 ▲ 61 ▲ 15.9

平成19年1月 337 369 ▲ 32 ▲ 8.6

平成19年2月 284 315 ▲ 31 ▲ 9.8

平成19年3月 325 373 ▲ 48 ▲ 12.8

平成19年4月 340 349 ▲ 9 ▲ 2.7

平成19年5月 359 414 ▲ 55 ▲ 13.2

平成19年6月 327 394 ▲ 67 ▲ 17.1

平成19年7月 364 393 ▲ 29 ▲ 7.5

平成19年8月 382 427 ▲ 45 ▲ 10.6

平成19年9月 301 393 ▲ 92 ▲ 23.4

合計 3,935 4,543 ▲ 608 ▲ 13.4
 

表 鳥羽市の不燃ごみの月別排出量 

排出量(t)
有料化前年の
同月排出量(t)

増減量(t) 増減率(%)

平成18年10月 33 39 ▲ 6 ▲ 16.1

平成18年11月 40 48 ▲ 8 ▲ 16.9

平成18年12月 40 52 ▲ 12 ▲ 23.3

平成19年1月 43 43 ▲ 1 ▲ 1.2

平成19年2月 37 39 ▲ 2 ▲ 5.4

平成19年3月 31 44 ▲ 13 ▲ 29.4

平成19年4月 40 47 ▲ 7 ▲ 14.7

平成19年5月 44 47 ▲ 3 ▲ 6.6

平成19年6月 39 47 ▲ 8 ▲ 17.9

平成19年7月 39 46 ▲ 7 ▲ 15.3

平成19年8月 41 52 ▲ 11 ▲ 21.2

平成19年9月 44 63 ▲ 20 ▲ 30.9

合計 469 567 ▲ 98 ▲ 17.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可燃ごみの月別排出量（鳥羽市）
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 H19 県民意識調査より 

「ごみ量に応じて負担するごみ有料化についてどう思いますか」の問いに対して 

「賛成」「どちらかというと賛成」を合わせた割合は、伊賀市、鳥羽市とともに平

均より高く、鳥羽市においては、調査対象市町中で最も高く、ごみの有料化に対し

て理解が得られています。また、鳥羽市は、H16 県民意識調査と比較すると 6.2 ポ

イント増となっています。 

   また、ごみ有料化での受入可能なごみ袋の値段については、鳥羽市では、1 袋

45 円の料金設定であることから 1 袋 50 円程度と回答した方が多く、一方、伊賀市

では、1 袋 20 円の料金設定であることから 1 袋 10 円と回答した方が比較的多い状

況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不燃ごみの月別排出量（鳥羽市）
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H18.10～有料化実施

ごみの有料化についてどう思いますか
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賛成 どちらかというと賛成 どちらかというと反対 反対 無回答

受入可能なごみ袋の値段
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37.9
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１０円 ５０円程度 １００円程度 ２００円程度 それ以上 無回答
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  ② 7-2(1)廃棄物会計・ＬＣＡの活用促進 

   平成 18 年度は、平成１７年度に引き続き、廃棄物会計に関する調査研究を環

境省と連携する形で実施し、同省の廃棄物会計基準等検討委員会に参画するとと

もに、当該基準案を全国に先駆けて県内市町（４市 1 町）でモデル的に導入し、

基準策定に係る課題の整理やごみ処理システムの最適化に向けた廃棄物会計の活

用方法等について検討する調査並びにＬＣＡ手法の導入検討等について調査を実

施しました。 

   調査から廃棄物会計を活用することにより、 

    ・廃棄物処理システムの変更に伴う処理費用のシミュレーションが可能 

であること 

    ・廃棄物処理システムの変更に伴うコスト削減効果を得るためには、実 

現しなければならない目標や条件などが明確となること 

   これらのことから、廃棄物会計基準が廃棄物処理システムの検討ツールのひとつ

として有効であることが示唆されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【参考】廃棄物会計によるコスト情報などを活用した一般廃棄物処理システム 

比較分析表を用いた解析イメージ 
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廃棄物からの資源回収率

廃棄物からのエネルギー回収量
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1.353

0.918
1.119

1.263

0.0

0.5

1.0

1.5

人口一人一日当たりごみ総排出量

（kg/人･日）

0.295

0.077

0.215
0.267

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

(ｔ/ｔ)
廃棄物からの資源回収率

6,005

-
1,066

458.480

2,000

4,000

6,000

8,000
(MJ/t)

廃棄物からのエネルギー回収量

0.248

0.015

0.122
0.150

0.00

0.10

0.20

0.30

（t/t）
廃棄物のうち最終処分される割合

19,000

9,990

13,658 13,449

0

5,000

10,000

15,000

20,000

(円/人･年) 人口一人当たり年間処理経費

61

2.57

33
29.43

-

20

40

60

80

(円
エネルギー回収に要する費用

40,279

22,830

31,045

22,830

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

(円/ｔ)
最終処分減量に要する費用

Ａ県Ａ市

平成17年度一般廃棄物処理事業実態調

査結果を用いた解析結果の事例
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 ③ 7-3(1)資源回収ステーションの設置・運営  

Ｈ１７，１８ごみ減量化モデル事業 

 家庭で不用となった資源物を出す際の利便性を高めるため、市町村が住民自らの

都合に合わせて直接資源物を持ち込むことができる資源回収ステーションを設置し、

自治会・ＮＰＯ等との協働で運営する事業を支援しました。 

 

 「資源ごみストックヤード整備：東員町」 

（補助対象事業費：1,400 千円(H17),574 千円(H18)） 

 

資源ごみとして現在各戸収集している新聞、

雑誌、段ボールについて、収集拠点となるスト

ックヤードを団地内にモデル的に整備し、自治

会がその管理運営業務を担うことにより、行政

の収集運搬費用の削減とともに、住民のごみ減

量等に対する意識向上を図りました。 

 

 

【整備実績】平成 17 年度 ４箇所 

      平成 18 年度 １箇所 

【回収実績（平成 18 年度）】                                     （単位：t） 

新聞 雑誌 段ﾎﾞｰﾙ 牛乳ﾊﾟｯｸ 布 合計 

128.2 53.0 26.7 0.6 13.0 221.5 

      

資源ごみ収集量及び集団回収量の推移
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385 395
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「資源物回収ステーション整備：伊勢市」（補助対象事業費：3,819 千円） 

 地区に複数設置している資源物収集拠点を

集約すべく順次、小学校区単位で資源回収ステ

ーションを１箇所整備し、行政の資源物収集の

効率化及び住民の利便性向上を図るとともに、

自治会に管理運営業務を委託するなど地域住

民との連携・協働して取り組むことにより、住

民の分別意識の向上やコミュニティの活性化

につながりました。 

 

【整備実績】平成１７年度 ４箇所 

      平成１８年度 ５箇所 

【回収実績】                          単位：ｔ 

新聞 ダンボール 雑誌 ビン 布類 牛乳パック その他プラ ペットボトル 乾電池 蛍光管 合計

平成17年度 10.0 5.7 15.3 2.1 0.6 0.4 1.1 0.5 0.1 0.1 35.9

平成18年度 40.1 26.0 73.7 28.7 2.3 1.5 20.9 8.6 1.3 1.0 204.0
 

 

資源ごみ収集量及び集団回収量の推移

7,438 7,594 7,370

2,690 2,705 2,768

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H16 H17 H18

(t)

市収集量 集団回収量
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 47 - 

 

H19 県民意識調査より 

   地域で行われる廃品回収（集団回収）に出している品目について、ストックヤー

ドでの回収対象のうち、東員町では新聞、雑誌、布類、牛乳ﾊﾟｯｸが全体平均と比

較して高く、伊勢市では新聞、雑誌、アルミ缶、ペットボトル、牛乳ﾊﾟｯｸが全体

平均と比較して高い状況です。 

   「ごみは手間やコストをかけてでも、できるだけ資源として有効利用すべきと思

うか」の問いに対して、「とてもそう思う」「少しそう思う」と回答した方を合わ

せると伊勢市は 95.7%（平均 92.1％）と調査対象市町の中で最も高く、また、H16

調査と比較しても 1.5 ポイント増加しています。 

    

廃品回収（集団回収）に出している品目
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食品トレイ

該当無し

無回答
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とてもそう思う 少しそう思う あまりそうは思わない まったくそうは思わない 無回答
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 (2)評価と課題 

  家庭系ごみの有料化制度については、伊賀市において「家庭系ごみ有料化制度の

導入検討」がモデル事業として実施され、平成 19 年 1 月から指定袋による有料化が

スタートし、平成１８年１０月に有料化を実施した鳥羽市とともに有料化による減量

効果が確認され、また、県民意識調査結果からも有料化の施策が市民に一定の理解を

得ている様子が伺えます。 

廃棄物会計基準等については、平成１７年度に引き続き、環境省との連携のもと廃

棄物会計基準案を県内市町でモデル的に導入し、基準策定に係る検討、ごみ処理シス

テム最適化に向けた廃棄物会計の活用方法等について調査を実施したところ、廃棄物

会計基準が廃棄物処理システムの検討ツールのひとつとして有効であることが示唆

されました。また、環境省において、平成 19 年 6 月に「一般廃棄物会計基準」、「一

般廃棄物処理有料化の手引き」及び「市町村における循環型社会づくりに向けた一般

廃棄物処理システムの指針」が策定されました。 

行政と事業者、住民、ＮＰＯなど地域社会のそれぞれの主体が協働で取り組む廃棄

物の循環的利用の促進を図るため、平成１７年度から２年間、ごみ減量化モデル事業

として、伊勢市及び東員町において自治会に管理運営委託する資源回収ステーション

の整備を実施したところ、集団回収量が増加するとともに住民の分別意識の向上やコ

ミュニティの活性化につながりました。 

今後は、引き続き、有料化制度の導入による減量効果を検証するとともに、「一般

廃棄物会計基準」、「一般廃棄物処理有料化の手引き」及び「市町村における循環型社

会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針」の普及に努める必要があります。

また、これらのツールの普及により、市町のごみ処理システムの現状や課題等につい

て総合的に診断するごみ処理カルテの作成を行う必要があります。 
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基本方向８ ごみ行政への県民参画と協働の推進 

 (1)現状 

① 8-1(1)住民参画による市町村ごみ処理基本計画の策定 

   「市民参画によるごみ処理基本計画づくり：桑名市」（補助金：2,457 千円） 

Ｈ１７モデル事業 

   市町村合併に伴い、新たな市町村ごみ処理基本計画を住民・ＮＰＯ等市民参画

により策定しました。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の成果】 

１．市民提案の作成   

 桑名市民１４万人に提案します 「ごみを出さない・きちんと処理する５つの方法」 

 ～私たちにできること～ ＜市民が提案するごみ減量方法＞ 

  

①レジ袋削減－「“シンプルライフ” レジ袋ってそんなに必要？」 

 ②生ごみ堆肥化－ 「生ごみは可燃ごみから分けましょう ごみはフレッシュな 

うちに地球にかえそう」   

  ③プラスチック細分化－「きれいなプラスチックを分けましょう」 

  ④環境教育・啓発推進－「あっ あなた、ごみになるもの買っていませんか」 

  ⑤事業系ごみ削減－「あなたのお店・会社の魅力アップ ～事業系ごみの削減～」 

 

 ２．市民提案を踏まえて、「桑名市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」を策定 

 ３．平成 18 年 3 月 27 日：桑名市廃棄物減量・再資源化等推進審議会で承認 

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画とは、市がごみに関する施策を計画的に推進するための
長期的・総合的視点に立った基本方針で、今回の計画期間は平成１８年度から平成２７年度
までの１０年間です。市のごみ収集・処理計画は、市民の皆様のごみ排出計画でもあり、今
回は公募と市民の有志による「ごみ処理基本計画策定市民会議」を立ち上げ、市と協働して
計画の策定に取り組んでいます。（桑名市ホームページより） 
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環境環境環境環境ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ

※※※※コーディネートコーディネートコーディネートコーディネート

市

長

事務局

廃
棄
物
対
策
課

市民会議市民会議市民会議市民会議
公募市民公募市民公募市民公募市民

審議会委員審議会委員審議会委員審議会委員（（（（有志有志有志有志））））

行政職員行政職員行政職員行政職員

※※※※一般市民一般市民一般市民一般市民のののの参加参加参加参加

可能可能可能可能

ごみ組成調査・先進地視察

アンケート調査・市民フォーラム・ホームページ掲載

廃棄物減量・再資源化等審議会 ゲスト・アドバイザー

意見・要望

情報提供

成果品

業務委託

報告

情報提供

意見・要望

助言 助言経過報告
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「町民参画によるごみ処理基本計画づくり：東員町」（補助金：840 千円） 

                          Ｈ１８モデル事業 

新たなごみ処理基本計画を住民・NPO 等町民参画により策定しました。 

 

ごみ処理基本計画は、町がごみに関する施策を計画的に推進するための長期的視野に    
立った基本方針で、町は住民や事業者の意見等を計画に反映させ、ごみ減量に努める必要 
から、今回、公募による「東員町ごみゼロプラン策定町民会議」を立ち上げ、町民の皆さ 
んに計画策定に参画いただき、町民の方の意見を取り入れ実現可能で自主的に行動できる 
計画策定に取り組みました。また、冊子による計画書ではなくパンフレット形式にすること 
でよりわかりやすい計画としています。 

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                

        東員町ごみゼロプラン策定町民会議       東員町ごみゼロプラン 

    【事業の成果】 

        １．計画の策定を町民と行政が協働して取り組んだことにより、ごみ処理は行政だ

けで取り組めるものではなく、排出者である町民一人ひとりの取組が非常に大

切であることが 認識された。   

   ２．ごみの発生抑制、ごみの減量化、リサイクルの推進など住民の意識改革、ライ

フスタイル等の変革が必要なことが認識された。 

   ３．町民の意見を多く取り入れた実現可能な計画を策定することができた。また、

町民自らの行動計画として認識され、主体的に取り組むことによって、ごみ減

量への意識向上が図られた。 

  ４．町民会議に参加され１年間の取組を通じて、ごみの現状や課題について理解さ

れたことにより、ごみ減量化やリサイクル化の推進に取り組む必要性と意識の

向上が図られた。     

  ５．東員町ごみゼロプラン策定町民会議の提案を踏まえて、より親しみやすいパン

フレット形式の「東員町ごみゼロプラン」を作成。 
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     「東員町ごみゼロプラン」を各戸に配布し、東員町ごみゼロプラン発表会が平成 

１９年５月２０日に開催され、プランの周知を行いました。平成１９年６月に公募 

による住民の自主的参加による「東員町ごみゼロプラン推進委員会」を立ち上げ、 

役員会及びごみ減量部会、資源ごみ部会、普及促進部会の３部会を設置し、容器包 

装リサイクル法に基づくプラスチック回収への移行、生ごみの分別、資源ごみの分 

別、普及について推進計画を検討し、平成２０年３月に中間のまとめをし、その結 

果を来年度４月以降に反映することとしています。 

 

H19 県民意識調査より 

  「ごみ処理基本計画づくりには、できるだけ多くの住民が参加することが必要だ

と思いますか」の問いに対して、「とてもそう思う」「少しそう思う」と答えた方の

割合は桑名市が 85.3％、東員町が 86.9％とほぼ全体平均と同様です。 

「ごみは手間やコストをかけてでも、できるだけ資源として有効利用すべきだと

思うか」の問いに対して、桑名市で「とてもそう思う」と答えた方の割合が 62.7%

（平均 55.9%）と調査対象市町の中で最も高くなっています。東員町でも、「とても

そう思う」「そう思う」と回答した方の割合が 93.5%（平均 92.1%）と比較的高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画作りには、できるだけ多くの住民が
参加することが必要だと思いますか

41.3

41.9

46.6

44.0

45.0

39.8

10.3

8.5

8.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

桑名市

東員町

全体

とてもそう思う 少しそう思う あまりそうは思わない まったくそうは思わない 無回答

ごみは手間やコストをかけてでも、

できるだけ資源として有効利用すべき

62.7

58.1

55.9

30.2

35.4

36.2

5.2

5.8

5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

桑名市

東員町

全体

とてもそう思う 少しそう思う あまりそうは思わない まったくそうは思わない 無回答



 

 - 52 - 

②  8-1(3)地域でごみ減量化に取り組む住民、ＮＰＯ等相互交流の場づくり  

    ごみゼロの取組に関心のある住民やＮＰＯ等の方々を対象に、プラン推進の取組

への県民の参画と、住民やＮＰＯ、地域団体等の連携・協働を進めることにより、地

域の多様な主体による自発的、主体的なごみ減量活動の活性化やそれらの広域展開、

レベルアップを図るため、環境事務所単位で「地域ごみゼロ推進交流会」を実施しま

した。 

環境事務所 概要 開催日 

桑名・四日市 ごみ行政への住民参画促進に向けた講演・ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 3 月 6 日 

津 ごみのリサイクルに関する講演・意見交換 3 月 13 日 

松阪 生ごみ堆肥化に関する学習会・意見交換 

ごみゼロに取り組む先進地事例発表・意見交換 

来年度以降の交流会の開催方法の検討 

6 月 18 日 

10 月 28 日 

3 月 11 日 

伊勢 市民・事業者・行政の協働に関する講演・ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 1 月 28 日 

伊賀 NPO が企画運営するリサイクル拠点施設の視察研修・意見交換 3 月 13 日 

尾鷲 ごみ減量化に関する学習会・意見交換 3 月 6 日 

紀南 生ごみ堆肥化に関する学習会・意見交換 3 月 17 日 

  

③ 8-3(1)NPO 等の創意工夫を生かす協働事業の推進 

   産業・福祉・地域づくりと一体となったごみ減量化の推進（6-2(1)）障害者や

高齢者等のごみゼロ活動への参画促進に同じ 
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④ 8-3(3)ごみゼロ NPO マップの作成 

   県内各地において、NPO 等団体が実施しているごみゼロに資する取組の継続・

発展のため、NPO 等団体の取組内容等を紹介した「ごみゼロ NPO マップ」を作

成し、ごみゼロのホームページ に掲載しました。 

  

     一覧をみたい市町をクリックしてください。 ※※※※現在現在現在現在２７２７２７２７団体掲載団体掲載団体掲載団体掲載 

団体名
代表者名
住所
団体の目的
メンバー構成
活動分野
活動を始めた時期
活動内容
活動範囲
電話番号
E-mail  

 

     ごみゼロＨＰをぜひご覧ください 

http://www.eco.pref.mie.jp/gyousei/keikaku/gomizero/ 

 

 

 

 

 

 

 

市町をクリックすると活動する

団体一覧が出て、みたい団体名

をクリックすると、その団体の

目的、活動内容等の詳細がご覧

になれます。 
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④ 8-4(1)「ごみゼロ社会実現プラン」の啓発 

   ごみゼロ社会の実現に向け県民一人ひとりの意識の醸成を図るとともに、その

自発的、主体的な行動を促すため、「ごみゼロ社会実現プラン」の周知・啓発を

行いました。 

【シンポジウム等でのプランの紹介】 

・「東員町ごみゼロプラン策定委員会」（参加者 24 名） 
・「Ｍ－ＥＭＳセミナー」（参加者 19名） 
・「三重県市町村清掃協議会総会」（参加者約 50名） 
・「千里が丘七夕会（出前トーク）」(参加者 17名) 
・「指導者育成資源循環講座」（参加者 18名） 
・「伊勢志摩“きらり環境”メッセ」（参加者約 70名） 
・「ごみ・環境を考える桑員の会」 
・「伊賀市商工会（出前トーク）」 

 

 

 ⑤  8-4(3)ホームページ等各種メディア等を活用したごみに関する情報発信 

の充実 

  ごみに関するより具体的でわかりやすい情報提供を行うことにより、県民参画を

促進するため、ごみゼロ社会実現プラン推進のポータルサイト（ごみゼロへの入口）

として「ごみゼロホームページ」にて、ごみに関する情報発信を充実しました。 

ごみごみごみごみゼロゼロゼロゼロＨＰ ＨＰ ＨＰ ＨＰ アクセスアクセスアクセスアクセス数数数数

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

H16.7 9 11 H17.1 3 5 7 9 11 H18.1 3 5 7 9 11 H19.1 3

年月

アクセス数

ごみゼロＨＰ アクセス数

ＨＰリニューアル

H17.7.28

ＨＰ開設

H16.7.27

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 55 - 

(2)評価と課題 

  住民参画によるごみ処理基本計画づくりが、桑名市、東員町の北勢地域の２市町

において平成 17,18 年度のモデル事業として実施され、市民会議からの提案が基本

計画への採用や住民にわかりやすいパンフレット形式の計画作成など一定の成果が

得られました。また、ごみ処理基本計画の中に具体的な提案をわかりやすく示すこと

により、資源の有効利用に対しての意識の醸成につながっています。 

プランの啓発・情報発信については、平成１７年度に引き続き「地域ごみゼロ推 

進交流会」の開催やセミナー等でのプランの紹介、ホームページでの情報発信を行っ

たことにより、ほぼ半数の認知率が得られているものの、短期目標達成にはまだ十分

とは言い難い状況であることから、より一層のプランの周知・啓発を行う必要があり

ます。 

  今後は、計画段階から住民の意見を取り入れたごみ処理基本計画の策定とともに、

ごみ排出量の推移や組成分析による分別状況調査等により、効果の把握を継続的に実

施することが必要です。 

            

基本方向９ ごみゼロ社会を担うひとづくり・ネットワークづくり 

 (1)現状 

  ① 9-1(4) 家庭における環境学習・教育の推進 

    ごみゼロ社会を担う人づくりに関しては、家庭における学習や教育がとても

大切なことから、家庭でもごみゼロ社会の実現について話し合えるような分か

りやすいごみゼロプランのＰＲ版を平成 18 年度に改訂し配布しました。 

「ごみゼロ社会実現プラン」普及版の作成及び配布 

(平成 17年 7 月:5,000 部作成、平成 18年 8 月改訂:3,000 部作成） 

  ② 9-1(5)県環境学習情報センターの機能の充実と活用 

    三重県環境学習情報センターの機能を活用し、「廃棄物関係指導者育成講座」

を開催しました。 

 (2)評価と課題 

 「ごみゼロ社会実現プラン」普及版の作成や「指導者養成講座」の実施は、ごみ

ゼロ社会を担う人づくり・ネットワークづくりにある程度の貢献が伺えますが、子

供にもわかりやすい内容のＰＲ版や廃棄物関係の指導者の地域での活動の場づく

りが求められています。 

 今後は、次世代を担う子供を対象に創意工夫を凝らしたプランの普及啓発を実施

したり、さらなるネットワークの拡大のため、「地域ごみゼロ推進交流会」等で情

報交換の場づくりや機会の提供を図り、ごみ行政への県民参画と協働の推進を図る

ことが必要です。 
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Ⅳ プラン推進のマネジメント 

  プランをより効果的かつ確実に進めるためには、住民、事業者、自治会・

ＮＰＯ等民間団体、市町村、県など各主体の取組を全体的に点検・評価する

ことにより、問題点や課題を把握し、それらを改善し、取組に反映していく

必要があります。 

  このため、平成 18 年 1 月、各主体を構成員とするプラン推進のための組

織として「ごみゼロプラン推進委員会」を設置し、定期的にプラン推進の取

組を検証・評価し公表するなど、ＰＤＣＡサイクルに基づくマネジメント体

制を整備し、本プランの実効性を担保していきます。 

 

 

【ごみゼロプラン推進委員会】 

 委員会は、プラン推進の取組について、第三者機関として一定の評価を行うとともに、

多面的な調査検討等を行い大所高所から助言・提言などを行う。 

 

【委員会の位置付け】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プランニングプランニングプランニングプランニング    

啓発啓発啓発啓発、、、、モデルモデルモデルモデル事業事業事業事業    

等等等等のののの実施実施実施実施    

改善改善改善改善・・・・見直見直見直見直しししし    

点検点検点検点検・・・・評価評価評価評価    

評価評価評価評価、、、、助言助言助言助言・・・・提言等提言等提言等提言等    

ごみごみごみごみゼロプランゼロプランゼロプランゼロプラン    

推進委員会推進委員会推進委員会推進委員会 

市町村市町村市町村市町村    

三重県三重県三重県三重県    

連携連携連携連携・・・・協働協働協働協働    

連携連携連携連携・・・・協働協働協働協働    連携連携連携連携・・・・協働協働協働協働    

住 民住 民住 民住 民 、、、、 地 域地 域地 域地 域

団体団体団体団体、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ    

事業者事業者事業者事業者    
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【ごみゼロプラン推進委員会名簿】 

◎：委員長 ○：副委員長 
 

 氏  名 所属団体・役職等 備  考 

○高屋 充子 きれいな伊勢志摩づくり連絡協議会会長  

立田 彰子 伊賀環境問題研究会  

 

県民 

羽根 いち子 元桑名市廃棄物減量・再資源化等 

推進審議会委員 

 

西村 統武 マックスバリュ中部株式会社 

執行役員総務部長 

 

服部 茂樹 北勢商事株式会社代表取締役 

三重県古紙卸協同組合理事長 

 

 

事業者 

村田 清 井村屋製菓株式会社 

執行役員内部統制室長 

 

植村 静子 三重県消費者団体連合協議会会長  

長尾 計昌 ３４５３０会会長  

新居 遠一 三重県子ども会連合会常務理事  

野中 良成 H19.5.25～ 

 

 

広域団体 

ＮＰＯ 

川口 豊 

三重県ＰＴＡ連合会会長 

H19.5.25 改選 

岩崎 恭典 四日市大学総合政策学部教授  

金谷 健  滋賀県立大学環境科学部准教授  

 

学識者 

◎広瀬 幸雄 名古屋大学大学院教授  

 （三重県市町村清掃協議会会長）  

近藤 茂広 桑名市環境部廃棄物対策課長 H18.6.1 改選 

 （三重県市町村清掃協議会副会長）  

 

 

市町村 

福田 伸次 伊賀市生活環境部清掃事業課長 H18.6.1 改選 

 
（敬称略：順不同） 

 

 



Ⅴ　各主体の「ごみゼロ社会実現プラン」の取組状況（平成１８年度）
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【基本方向１】拡大生産者責任の徹底

(1)フリーマーケット等の開催

(2)不用品リサイクル情報の提供及び利用促進の仕組みづくり

(3)不用品再使用のための修理、リフォーム等の推進

(4)リサイクルショップ等の活用を進めるための仕組みづくり

4-1容器包装リサイクル法への対応

【基本方向２】事業系ごみの総合的な減量化の推進

取り組んでいる ： 少し取り組んでいる ： 取組が不十分 ： 該 当 な し ：

【基本方向３】リユース（再使用）の推進

【基本方向４】容器包装ごみの減量・再資源化

【基本方向５】生ごみの再資源化

(2)容器・包装の削減・簡素化を促す消費活動の実践

(3)生ごみバイオガス化発電等の導入

4-2容器包装の削減・簡素化の推進

5-1生ごみの堆肥化・飼料化

5-2生ごみのエネルギー利用

基本取組

2-3事業系ごみの再利用の促進

3-1不用品の再使用の推進

3-2リターナブル（リユース）容器の普及促進

基本取組

基本取組

基本取組

基本取組

2-1事業系ごみ処理システムの再構築

3-3リースやレンタルの推進

3-4モノの長期使用の推進

1-1拡大生産者責任と費用負担のあり方の検
討

1-2拡大生産者責任に基づく取組の推進

2-2事業系ごみの発生・排出抑制

(2)事業系ごみ適正処理システムの検討・整備

基本取組の具体的な内容

基本取組の具体的な内容

(5)エコイベントの推進

(1)民間事業者におけるリース・レンタル等のサービスの拡大

(1)製品等の修理・修繕等のサービスの拡大

(2)アップグレード（製品の性能・機能の向上）サービスの拡大

(2)新たなリターナブル容器システムの構築

(3)リユースカップ・システム等の推進

(4)移動食器洗浄車などリユース食器システムの整備・活用

基本取組の具体的な内容

(1)家庭の生ごみ堆肥化システムの構築

(2)事業者と地域産業との生ごみ堆肥化ネットワークの構築

(3)家庭での生ごみ処理機の活用

(1)生ごみバイオガス化に向けた調査の実施

(2)生ごみバイオガス化発電等の実証試験の実施

市町

取組状況

事業者  ＮＰＯ等団体 市町

事業者

取組状況

基本取組の具体的な内容

(1)拡大生産者責任と費用負担のあり方についての調査研究の実施

 ＮＰＯ等団体 市町 県

(2)拡大生産者責任の徹底の関する具体的な方策についての調査検討の実施

(3)国、業界への提言

(2)国への提言・要望

(3)容器包装リサイクル法の完全実施

(3)事業系ごみ排出者の届出指導等

(4)適正なごみ処理料金体系の構築

(1)拡大生産者責任に基づく事業活動の推進

(2)行政における拡大生産者責任に基づく取組の促進

基本取組の具体的な内容

(1)事業系ごみの処理実態等の把握

(1)製造・流通・販売等の事業活動における工夫や改善の実施

(5)一般廃棄物処理計画における減量化方針等の確立

(1)事業所内教育の推進

(2)ISO14001等環境マネジメントシステムの認証取得促進

(3)自主情報公開制度の推進

(1)容器包装リサイクルに係る効果検証調査等の実施

(1)業種別ガイドラインの作成

(2)事業系ごみの再資源化推進

(1)既存のリターナブル容器製品のＰＲ等利用促進

(4)廃食用油のＢＤＦ化による活用

(1)生ごみを原料とした生分解性プラスチック等の研究開発5-3生ごみの生分解性プラスチック等への活用

取組状況

県

県

事業者  ＮＰＯ等団体 市町 県

事業者  ＮＰＯ等団体

取組状況

事業者  ＮＰＯ等団体 市町 県

取組状況



H17 H18 H17 H18 H17 H18 H17 H18

－ －

－ － － －

－ － － －

－ －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ －

H17 H18 H17 H18 H17 H18 H17 H18

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ －

－ －

－ －

H17 H18 H17 H18 H17 H18 H17 H18

－ － － －

－ － － －

－ －

－ － － － － －

－ －

H17 H18 H17 H18 H17 H18 H17 H18

＜取組状況の基準＞

事業者：県内で環境問題に取り組んでいる企業環境ネットワークみえの会員を対象としたにアンケート結果。（回答：１0６事業所）

ＮＰＯ等団体：ＮＰＯ認証団体のうち、環境に関連する団体及び地域ごみゼロ交流会等の協力団体を対象としたアンケート結果。（回答：２８団体）

市町：県内全２９市町の取組の割合

　５０％以上：取り組んでいる、２０～５０％：少し取り組んでいる、２０％未満：取組が不十分
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(1)より専門的な技術や知識を伝授する「ごみゼロ達人」の育成
9-2ごみゼロ推進のリーダーの育成と活動支援

(2)「ごみゼロ人材ガイドブック」の作成

7-4地域のごみ排出特性を踏まえたごみ行政
の推進

7-3地域密着型資源物回収システムの構築

基本取組

基本取組

7-1ごみ処理の有料化等経済的手法の活用

7-2廃棄物会計・ＬＣＡの活用促進

【基本方向７】公正で効率的なごみ処理システムの構築
取組状況

事業者基本取組の具体的な内容

(1)ごみ減量化対策における経済的手法の検討

(2)家庭系ごみの有料化導入にあたっての諸手続の実施

(3)家庭系ごみ有料化制度の検証

(4)家庭系ごみ有料化制度の導入

(1)廃棄物会計導入マニュアルの作成

8-3ごみゼロに資するNPO、ボランティア等の活
動推進

基本取組

8-1住民参画の行動計画づくり

6-4民間活力を生かす拠点回収システムの構
築

6-5サービス産業の仕組みを生かしたリサイク
ル

6-6埋立ごみの資源としての有効利用の推進

8-2レジ袋削減・マイバッグ運動の展開

基本取組の具体的な内容

(1)店頭回収システムによるリサイクルの促進

(2)ＮＰＯ・事業者・行政の連携による資源物拠点回収システムの構築

(1)商店街、中心市街地等における飲料容器デポジット制度の導入

(2)観光地等における飲料容器デポジット制度の導入

(1)障害者や高齢者の支援と連携したリサイクル事業の展開

(2)元気な高齢者等の活力をごみゼロに生かす仕組みづくり

(1)地域通貨の仕組みを活用したリサイクルの推進

(1)地域内の物流網等を生かした資源物回収サービスの展開

(2)流通販売事業と製造業、農業等の連携による再資源化事業の展開

(1)廃プラスチック等の有効利用に関する調査研究

(2)事業者における廃プラスチック等の利用促進

6-1ローカルデポジット制度の導入

6-2障害者や高齢者等のごみゼロ活動への参
画促進

6-3ごみゼロに資する地域活動の活性化促進

【基本方向６】産業・福祉・地域づくりと一体となったごみ減量化の推進

(2)コミュニティ単位でのごみゼロ活動の促進

(3)基金による地域住民活動の支援

 ＮＰＯ等団体 市町 県

(2)廃棄物会計導入に向けた普及活動の実施

(3)ＬＣＡ手法の適用可能性調査の実施

(4)市町村ごみ処理カルテの作成とその活用促進

(1)資源回収ステーションの設置・運営

(2)地域ニーズに対応した集団回収の促進

(1)ごみ排出特性の把握・活用

(2)市町村ごみマップの活用

(1)住民参画による市町村ごみ処理基本計画の策定

(2)住民・事業者・行政の協働組織を核とした活動の展開

(3)地域でごみ減量化に取り組む住民、ＮＰＯ等の相互交流の場づくり

基本取組の具体的な内容

【基本方向８】ごみ行政への県民参画と協働の推進
取組状況

事業者  ＮＰＯ等団体 市町 県

(1)レジ袋ないない活動の展開

(1)ＮＰＯ等の創意工夫を生かす協働事業の推進

(2)ごみ行政におけるＮＰＯ等との連携・協働の推進

(3)ごみゼロＮＰＯマップの作成

8-4情報伝達手段の充実及び啓発・PRの強化

(5)県環境学習情報センターの機能の充実と活用

(2)コスト情報等の積極的な提供

(3)ホームページ等各種メディア等を活用したごみに関する情報発信の充実

(1)環境学習・環境教育のツール・プログラム等の開発

(4)自分たちの活動が地域社会で役立っていることを実感させる仕組みづくり

(1)「ごみゼロ社会実現プラン」の啓発

(3)「こどもエコクラブ」の活動と「ごみゼロ」推進との連携強化

(4)家庭における環境学習・教育の推進

(2)２０年後のライフスタイル体験プログラムの実施

基本取組の具体的な内容

【基本方向９】ごみゼロ社会を担うひとづくり・ネットワークづくり
取組状況

事業者  ＮＰＯ等団体 市町 県基本取組

9-1環境学習・環境教育の充実

取組状況

 ＮＰＯ等団体 市町 県

事業者
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Ⅵ おわりに 

県民、事業者、ＮＰＯ等団体や行政など多様な主体の参画のもと、ごみ減量化等に関

する取組が進められ、事業系ごみの削減、資源としての再利用率の向上、最終処分量の

削減など、一定の成果が得られているものの、家庭ごみ排出量については、依然として

横ばい状況が続いています。県民意識調査においても、意識と行動の間に依然として大

きな隔たりがあり、県民のごみ減量化に関する行動につながっていない部分が見受けら

れます。 

プラン推進モデル事業については、平成１７年度に実施した住民参画でのごみ処理基

本計画づくり、家庭ごみ有料化制度の導入検討、生ごみ堆肥化システムの実証試験が、

平成１８年度に東員町における住民参画でのごみ処理基本計画づくり、鳥羽市における

有料化の導入及びリサイクルパーク整備事業として他市町へ展開しました。また、モデ

ル事業を実施したことによりごみ減量化や住民の意識の醸成が図られるなど一定の成

果が得られています。しかしながら、これらの取組の県全域へ展開には至っておらず、

今後も引き続き、的確な効果検証を行い、その成果を市町等と情報共有することにより

県全域へ展開する必要があります。 

また、モデル事業については、市町等のニーズを把握し、補助対象事業や事業主体な

どについても検討し、より効果的な仕組みとする必要があります。 

プランの周知・啓発については、ごみゼロ社会の実現のために次世代を担う子供を対

象とし、環境学習や環境教育のプログラムを活用するなど創意工夫を凝らし実施するこ

とが必要です。 

今後は、「ごみゼロ社会実現プログラム」のセカンドステージとして、まず当面の

2010 年度の短期目標の着実な達成を目指して、家庭系ごみの有料化や生ごみの再資

源化やレジ袋の有料化など、プランに掲げる取組のなかでも戦略的に注力する取組を選

択し、県がモデル事業として支援を行い、実践的な取組の成功事例を積み重ねるととも

に、これら成果を市町と情報共有することで県全域に展開を図ることが重要です。    
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2-1(1)事業系ごみの減量化施策の検討

2-1(1)事業系ごみの業種ごとの排出状況や処理の方法の把
握

2-1(1)事業系ごみの家庭系ごみへの混入状況の把握

2-1(2)少量事業系ごみ排出者の適正処理を促すシステムの
検討・整備

2-1(2)排出事業者に対して、市町の基準に沿ってごみを適正
に処理するよう指導

2-1(2)許可業者に対して、適正な指導・育成

2-1(3)廃棄物管理責任者の選任指導

2-1(3)搬入計画の提出

2-1(3)減量化・分別の指導

2-1(3)排出事業者に対してごみ減量化計画等の届け出の義
務づけ

2-1(3)排出事業者への立入調査の実施

2-1(3)搬入時に立ち会い、不適物に対して分別指導や搬入
拒否の実施

2-1(4)事業系ごみの手数料の値上げ及び料金体系変更

2-1(4)事業系ごみに対する指定ごみ袋制など、効率的な料金
徴収の仕組みの検討・導入

2-1(5)一般廃棄物処理計画において、事業系ごみに関する
数値目標を設定

2-2(1)減量化・分別の啓発・情報提供

2-2(2)減量化・分別の指導

2-2(3)「自主情報公開制度」に関連する取組

2-3(1)「業種別ガイドライン」に関連する取組

2-3(2)事業系の生ごみや紙ごみ等の資源化促進のための情
報提供や技術的支援

2-3(2)事業系の生ごみや紙ごみ等の資源化促進のため、事
業者間の連携・交流の促進

3-1(1)フリーマーケット等の開催、会場提供等の支援、開催
等に係る情報提供

3-1(2)不用品のリサイクルに関する情報提供や情報交換の
仕組みづくり

3-1(3)修理教室、リフォーム教室

3-1(3)不用品の修理・販売

3-1(4)リサイクルショップ認定制度等利用促進のための仕組
みづくり

3-1(4)リサイクルショップに関する情報発信

3-2(1)リターナブル容器の良さなどのＰＲ

3-2(2)新たなリターナブル容器システムの構築に対する支
援・協力

3-2(3)集客交流施設等へのリユースカップ導入促進に関する
取組

3-2(3)公共施設におけるリユースカップ・システムの導入・リ
ターナブル容器製品の優先販売

3-2(4)移動食器洗浄車の購入・貸出

3-2(5)ごみを出さないことを主催者が心がけたエコイベントを
実施

現在実施している取組

今後検討していく取組

 

資料１ 市町のごみ減量化等の取組状況（平成１９年度調査） 
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3-3(1)リース・レンタルのサービスの積極的な利用

3-4(1)モノの長期使用の推進のため、住民に対する啓発

3-4(2)モノの長期使用の推進のため、住民に対する啓発

4-1(2)容器包装リサイクル法の改正について、各種団体等を
通じ、国への働きかけ

4-2(1)(2)容器包装の削減に向けた活動を促進するための啓
発・ＰＲ

5-1(1)生ごみの収集運搬・堆肥化業務の委託、堆肥化システ
ムの運用

5-1(2)事業者に対する堆肥化事業の立ち上げ支援

5-1(3)家庭用生ごみ処理機のＰＲ

5-1(3)家庭用生ごみ処理機の購入に対する助成

5-2(1)生ごみバイオガス化に向けた調査の実施（システム設
計含む）、調査への協力

5-2(2)生ごみバイオガス化発電等の実証実験事業の実施、
事業への協力

5-2(3)生ごみバイオガス化発電等システムの導入・運営

5-2(4)廃食用油ＢＤＦ化システムの導入・運営

6-1(1)デポジットシステムを導入・運営する事業者の支援

6-1(2)事業者と連携しデポジットシステムを導入・運用（コスト
負担、回収した資源化の処理）

6-2(1)福祉関係団体等への情報提供、財政支援等

6-2(2)企業退職者等のニーズの集約、地域での活動の受け
皿に関する情報発信

6-3(1)地域通貨の仕組みを活用した取組について、資源回
収への助成や地域通貨と交換できるサービスの提供

6-3(2)コミュニティ単位でのごみゼロ活動について、活動助成
金の交付等の協力

6-3(3)基金の設置、管理運用

6-4(1)店頭回収システムについて、事業者と協働し実施

6-4(2)NPO・事業者が連携した資源物拠点回収システム事
業の集団回収として位置づけ

6-6(1)埋立ごみ（廃プラスチック等）の有効利用に関する調査
研究への協力、実施

6-6(2)埋立ごみ（廃プラスチック等）の有効利用に関するシス
テム整備への支援・協力

7-1(1)経済的手法の検討

7-1(2)家庭ごみの有料化等のごみ処理施策に関する住民を
対象としたアンケート調査実施

7-1(4)有料化の導入状況

7-2(2)ヒアリングへの協力、研修会への参加

7-2(3)フィールドの提供など適用可能性調査等への協力

7-2(4)コスト情報の把握・整理

7-2(4)LCA手法による自主評価

7-2(4)カルテの作成・公表

7-2(4)ベンチマーキングの実施

7-2(4)ベストプラクティス情報の活用

現在実施している取組

今後検討していく取組
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ごみ減量化等の取組状況（市町）
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7-1(1)経済的手法の検討

7-1(2)家庭ごみの有料化等のごみ処理施策に関する住民を
対象としたアンケート調査実施

7-1(4)有料化の導入状況

7-2(2)ヒアリングへの協力、研修会への参加

7-2(3)フィールドの提供など適用可能性調査等への協力

7-2(4)コスト情報の把握・整理

7-2(4)LCA手法による自主評価

7-2(4)カルテの作成・公表

7-2(4)ベンチマーキングの実施

7-2(4)ベストプラクティス情報の活用

7-3(1)NPO等団体が管理し、住民が利用しやすい時間に運
営している回収拠点の設置・運営

7-3(2)集団回収への助成

7-3(2)集団回収を促進するためコミュニケーションの場づくり、
地域課題・解決策の提示

7-4(1)自治会や小学校区ごとのごみ排出量の計測・分析

7-4(1)自治会や小学校区ごとのごみ排出量データに基づく施
策の検討や実施

7-4(2)市町ごみ処理マップの作成・公開

8-1(1)住民参画によるごみ処理基本計画づくり

8-1(2)ごみ減量会議等の設置・運営

8-1(3)地域ごみゼロ推進交流会に参加

8-2(1)レジ袋ないない活動の展開

8-3(1)NPO等団体の活動を側面的に支援

8-3(2)リサイクル施設等への運営

8-3(2)各種事業の企画・実施

8-3(2)住民への啓発・情報提供等施策における協働

8-3(3)ごみゼロの取組をしているNPOの把握

8-3(4)ごみゼロに取り組む個人や地域団体、NPO等の活動
の顕彰・ＰＲ

8-4(1)ごみゼロプランに関する情報提供

8-4(2)情報提供【ごみ量・資源化量】

8-4(2)情報提供【ごみ処理に係るコスト・環境負荷】

8-4(3)情報提供【その他】

9-1(1)年齢層や場所に応じて様々な環境学習・教育の機会
において活用できるツールやプログラム等の活用

9-1(2)体験プログラム提供事業について、企画・運営や自治
会・NPO等民間団体への支援

 9-1(3)こどもエコクラブの活動への協力

9-1(4)家庭における環境学習・教育の啓発

9-1(4)環境学習等を推進するNPO等への協力・支援

9-1(5)県環境学習情報センターについて、地域への情報提
供や環境学習機会の提供

9-2(2)「ごみゼロ人材ガイドブック」の作成・公開・更新や情報
提供

現在実施している取組

今後検討していく取組
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資料２ 県内市町の事業系ごみの処理料金体系 

市町名 事業系可燃ごみ処分単価 換算値
換算値

（変更前）
料金変更
実施時期

津市 20kgまで300円、10kgごとに150円加算 15.0 11.0 平成１６年４月

四日市市
100kg以下1,600円、100kgを超えるときは10kg（10kg未満の端数が生じる場合は、これ
を切り上げる）当たり160円とする

16.0 10.5 平成１７年１０月

伊勢市 10kgにつき105円加算 10.5 10.5 平成１７年５月

松阪市 10kg当たり100円、10kgごとに100円加算 10.0 ←

桑名市 100kg未満　2,000円、100kg以上　10kgにつき200円加算 20.0 15.0 平成２０年４月

鈴鹿市 20kgごとに320円 16.0 10.5 平成１８年４月

50kgごとに300円 6.0 3.0 平成１９年１０月

50kgごとに600円 12.0 6.0 平成２０年１０月

尾鷲市
車両の最大積載量500kgまでは1,000円、1,000kgまでは2,000円、1,500kgまでは3,000
円、2,000kgまでは4,000円、2,000kgを超える場合1,000kgごとに2,000円を加算

2.0 ←

亀山市 10kg当たり100円 10.0 ←

鳥羽市 8,000円/t 8.0 5.0 平成１８年１０月

熊野市 10kg当たり60円 6.0 ←

いなべ市 100kg未満　2,000円、100kg以上　10kgにつき200円加算 20.0 15.0 平成２０年４月

志摩市 100kgまで500円、以降10kgごとに50円（端数切り上げ） 5.0

【旧浜島町】4.0
【旧大王町】3.0
【旧志摩町】5.0
【旧阿児町】3.0
【旧磯部町】3.0

平成１６年１０月

伊賀市 50kg単位500円 10.0 2.1 平成１５年４月

木曽岬町 100kg未満　2,000円、100kg以上　10kgにつき200円加算 20.0 15.0 平成２０年４月

東員町 100kg未満　2,000円、100kg以上　10kgにつき200円加算 20.0 15.0 平成２０年４月

菰野町 100kg未満　1,000円、100kg以上　10kgにつき100円加算 10.0 ←

朝日町
100kg以下1,600円、100kgを超えるときは10kg（10kg未満の端数が生じる場合は、これ
を切り上げる）当たり160円とする

16.0 16.0 平成１６年４月

川越町
100kg以下1,600円、100kgを超えるときは10kg（10kg未満の端数が生じる場合は、これ
を切り上げる）当たり160円とする

16.0 16.0 平成１６年４月

多気町 10ｋｇで100円、10kgごとに100円 10.0 ←

明和町 10kgあたり１０５円 10.5 10.5 平成１７年５月

大台町 10kg当たり100円 10.0 ←

玉城町 10kgあたり１０５円 10.5 10.5 平成１７年５月

南伊勢町 10kgにつき30円 3.0
【旧南勢町】5.0
【旧南島町】3.0

平成１７年１０月

度会町 10kgあたり１０５円 10.5 10.5 平成１７年５月

大紀町 10kg当たり100円 10.0 ←

紀北町 40kgまで100円、40kgを超えるものについては40kg単位ごとに100円増 2.5 3.0 平成１８年４月

御浜町 受け入れてない - 　

紀宝町 受け入れてない - 　

※換算値：各市町の処理料金を比較するために、次のルールの下、1kgあたりの単価（換算値）を設定

　　・○kg以下△円、○kgを超える場合は◇円→換算値：△円/○kg
　　・○kg未満は無料、○kgは△円、○kgを超える場合は◇円→換算値：△円/○kg

名張市
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資料３ フリーマーケットの開催状況 

市町名 名称 来場者数（人） 市町の実施内容

津市 つ・環境フェア 約9,000 開催、支援、情報提供等

4,468

4,530

4,760

伊勢市環境リサイクルフェア 25,000 開催

もったいないイベント 約1,300 支援

ワークセンターフェスティバル２００６ 約6,000 支援・情報提供

飯南ふれあいまつり 約3,000 支援、情報提供

リサイクルフェア 約2,000 支援、情報提供

桑名市 こどもリユースマーケット 270 開催

リサイクルフェア 約700 開催

フリーマーケット(11回開催） 不明 後援

伊賀市 環境フェスティバル 2,000 開催

木曽岬町 産業文化祭 1,000 開催

東員町 フリーマーケット 約500 支援

川越町 川越町ふれあい祭 約300 開催、支援、情報提供等

多気町 リサイクルフェア 約2,000 支援、情報提供

明和町 もったいないイベント 約1,300 支援

大台町 リサイクルフェア 約2,000 支援、情報提供

玉城町 もったいないイベント 約1,300 支援

度会町 もったいないイベント 約1,300 支援

大紀町 リサイクルフェア 約2,000 支援、情報提供

後援四日市市 フリーマーケットin四日市ドームvol.18

松阪市

鈴鹿市

伊勢市

 

 

 

 

 

 



 

 - 6 - 

資料４ 容器包装リサイクル法による収集取組状況（平成１８年度） 

 

白色ﾄﾚｲ

桑名市桑名市桑名市桑名市 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ●●●● ○○○○ ●●●● ● ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

いなべいなべいなべいなべ市市市市 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ●●●● ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

木曽岬町木曽岬町木曽岬町木曽岬町 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ●●●● ○○○○ 　 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

東員町東員町東員町東員町 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ●●●● ○○○○ ●●●● ● ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

四日市市四日市市四日市市四日市市 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 　　　　 ● ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

菰野町菰野町菰野町菰野町 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ●●●● ○○○○ ○○○○ 　　　　 ○○○○

朝日町朝日町朝日町朝日町 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ●●●● ○○○○ ●●●● ●●●● ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

川越町川越町川越町川越町 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ●●●● ○○○○ ●●●● ●●●● ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

鈴鹿市鈴鹿市鈴鹿市鈴鹿市 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ●●●● ○○○○ 　　　　 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

亀山市亀山市亀山市亀山市 ○○○○ ○○○○ 　　　　 ○○○○ ●●●● ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

津市津市津市津市 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ● ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

松阪市松阪市松阪市松阪市 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

多気町多気町多気町多気町 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

明和町明和町明和町明和町 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ●●●● ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

大台町大台町大台町大台町 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ●●●● ○○○○ ●●●● ● ○○○○ ○○○○ ●●●● ●●●●

伊勢市伊勢市伊勢市伊勢市 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 　 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

鳥羽市鳥羽市鳥羽市鳥羽市 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ● ○○○○ ○○○○ ●●●● ●●●●

志摩市志摩市志摩市志摩市 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ●●●● ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

玉城町玉城町玉城町玉城町 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ●●●● ○○○○ ○○○○ ● ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

度会町度会町度会町度会町 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ●●●● ○○○○ ○○○○ ● ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

大紀町大紀町大紀町大紀町 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ●●●● ○○○○ ●●●● ● ○○○○ ○○○○ ●●●● ●●●●

南伊勢町南伊勢町南伊勢町南伊勢町 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ●●●● ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

伊賀市伊賀市伊賀市伊賀市 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ●●●● ○○○○ ●●●● ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

名張市名張市名張市名張市 ●●●● ●●●● ○○○○ ●●●● ○○○○ ●●●● ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ●●●●

尾鷲市尾鷲市尾鷲市尾鷲市 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ●●●● ○○○○ ●●●● ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

紀北町紀北町紀北町紀北町 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ●●●● ○○○○ ●●●● ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

熊野市熊野市熊野市熊野市 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ●●●● ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

御浜町御浜町御浜町御浜町 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ●●●● ○○○○ ●●●● ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

紀宝町紀宝町紀宝町紀宝町 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ●●●● ○○○○ ●●●● ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

ｱﾙﾐ缶 紙ﾊﾟｯｸ 段ボール
紙製

容器包装
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
容器包装

ｽﾁｰﾙ缶市町名 無色ｶﾞﾗｽ 茶色ｶﾞﾗｽ その他ｶﾞﾗｽ

 
 

 

 

 

 

 

（○実施 ●計画のみ） 
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資料５ 生ごみ処理機購入助成制度の状況（平成 19 年度） 

市町名 対象とする機器の種類 助成額

コンポスト容器 購入金額の1/2（上限5,000円）
生ごみ発酵用密閉容器 購入金額の1/2（上限5,000円）
生ごみ処理機 購入金額の1/2（上限30,000円）
電気式生ごみ処理機 5,000円
生ごみ堆肥化容器 5,000円
コンポスト 購入金額の1/2（上限4,000円）
生ごみ処理機 購入金額の1/2（上限20,000円）
生ごみ堆肥化容器 購入金額の1/2（上限4,000円）
生ごみ処理機 購入金額の1/2（上限20,000円）

四日市市 生ゴミ処理機 購入金額の1/2（上限20,000円）

菰野町
コンポスター、処理機（市販している家
庭用機器全て）、コンポスト

購入金額の1/2（上限20,000円）

朝日町 生ごみ処理機 購入金額の1/2（上限50,000円）
川越町 生ごみ処理機 購入金額の1/2（上限50,000円）

生ごみ処理容器 購入金額の1/2（上限20,000円）
生ごみ処理機 購入金額の1/2（上限20,000円）
ぼかし・コンポスト 購入金額の1/2（上限25,000円）
手動式・電気式攪拌式処理容器
コンポスト 購入金額の1/2（上限3,000円）
生ごみ処理機 購入金額の1/2（上限25,000円）

松阪市 家庭用生ごみ処理機 購入金額の1/3（上限30,000円）
多気町 生ごみ処理機械 購入金額の1/2（上限30,000円）

生ごみ処理機 購入金額の1/2（上限30,000円）
コンポスト容器 購入金額の1/2（上限5,000円）

大台町 電気式家庭用生ごみ処理機 購入金額の1/2（上限30,000円）
生ごみ処理機 購入金額の1/2（上限30,000円）
生ごみ処理容器 購入金額の1/2（上限なし）

伊勢市 生ごみ処理機・コンポスト 購入金額の1/2（上限30,000円）
電動生ごみ処理機 購入金額の1/2（上限20,000円）
生ごみ処理容器 購入金額の1/2（上限4,000円）

志摩市 電動式生ごみ処理機 購入金額の1/2（上限30,000円）
玉城町 家庭用生ごみ処理機 購入金額の1/2（上限20,000円）

生ごみ処理機 購入金額の1/2（上限30,000円）
コンポスト容器 購入金額の1/2（上限5,000円）
生ごみ処理機 購入金額の1/2（上限20,000円）
コンポスト容器 購入金額の1/2（上限3,000円）
電動処理機 購入金額の1/3（上限20,000円）
コンポスト容器 購入金額の1/3（上限3,000円）
電動生ごみ処理機 購入金額の1/2（上限20,000円）
コンポスト・ぼかし容器 購入金額の1/2（上限3,000円）
三角コーナー・ストレーナー 購入金額の1/2（上限1,000円）
コンポスト 購入金額の1/2（上限6,500円）
電動生ごみ処理機 購入金額の1/2（上限30,000円）
電気式生ごみ処理容器 購入金額の1/2（上限20,000円）
コンポスト等 購入金額の1/2（上限3,000円）
電気式生ごみ処理機 購入金額の1/2（上限30,000円）
コンポスト 購入金額の1/2（上限4,000円）

紀宝町

伊賀市

尾鷲市

紀北町

熊野市

大紀町

鳥羽市

度会町

南伊勢町

桑名市

いなべ市

木曽岬町

東員町

鈴鹿市

亀山市

津市

明和町
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資料６ 集団回収助成制度の状況（平成 19 年度） 

市町名 助成対象品目 助成額

いなべ市 缶、古紙類、布類、ビン ３円／㎏

木曽岬町 紙類、金属類、ビン類、布類 ４円／㎏

東員町 紙類、布類 ６円／㎏

四日市市 紙類、布類 ５円／㎏

朝日町 新聞類 、雑誌類、段ボール、牛乳パック、布類、アルミ缶 ５円／㎏

川越町 新聞類 、雑誌類、段ボール、牛乳パック、布類、アルミ缶 ５円／㎏

新聞紙、段ボール類、金属類、アルミ類、ビン類、1.8Lビン、ビール瓶大、布類、牛乳パック ５円／㎏

雑誌類 ７円／㎏

亀山市 新聞、雑誌、段ボール、布類、スチール缶、アルミ缶、ビン類、ペットボトル ５円／㎏

津市 古紙類、金属類(缶）、布類、びん類 ６円／㎏

紙類、古着、アルミ缶 ６円／㎏

びん類（リターナブル） ４円／本

多気町 段ボール、新聞・チラシ、アルミ缶、ビン ５円／㎏

明和町 紙類、布類、アルミ缶 ５円／㎏

紙類（新聞、雑誌、段ボール）、布類、缶類 ５円／㎏

ビン類 ５円／本

紙類 ５円／㎏

缶類 ３円／㎏

ビン類 ２円／本

紙類（新聞、雑誌、段ボール、紙パック）、布類、金属缶類（スチール缶、アルミニウム缶） ６円／㎏

びん（リターナブルびん） ３円／本

鳥羽市 紙類、金属類、ビン類 ３円／㎏

紙類･布類･缶類（アルミ缶） ５円／㎏

ビン類 １円／本

その他資源物 ５円／㎏

玉城町 紙類、布類、アルミ缶 ３円／㎏

伊賀市 古紙類（新聞・雑誌・段ボール）、古布類 ３円／㎏

尾鷲市 新聞紙、雑誌類、段ボール、その他紙類 ５円／㎏

志摩市

松阪市

伊勢市

大台町

大紀町

鈴鹿市
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資料７ 事業者のごみ減量化の取組状況（平成 19 年度調査） 

事業者のごみ減量化の取組状況

28%

20%

17%

9%

66%

69%

46%

71%

57%

82%

13%

21%

17%

76%

18%

2%

5%

0%

3%

1%

0%

0%

17%

2%

17%

9%

2%

69%

35%

25%

18%

22%

15%

23%

12%

6%

15%

11%

9%

4%

8%

18%

19%

3%

23%

16%

20%

15%

9%

10%

10%

11%

15%

13%

13%

10%

12%

0%

4%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1-2(1)環境配慮設計等

1-2(1)再資源化の回収ルート構築やリサイクル技術の開発

1-2(1)自主的な取組による回収システムの構築

1-2(2)製品等の廃棄物抑制・循環的利用の技術等の調査
研究

1-2(2)グリーン購入

2-1(2)事業系ごみの適正処理

2-1(3)ごみ減量化計画の策定

2-1(4)廃棄物の減量・資源化対策の実施

2-2(1)学習会の実施やＱＣ活動によるごみ減量対策の推進

2-2(2)ISO14001の認証取得

2-2(2)Ｍ－ＥＭＳの認証取得

2-2(3)自主情報公開制度の推進

2-3(2)生ごみの再資源化

2-3(2)紙ごみの再資源化

2-3(2)再資源化についての事業者間の連携・交流

3-1(1)フリーマーケット等への支援

3-1(2)不用品のリサイクルに関する取組への協力

3-1(4)リサイクルショップの運営

3-2(1)リターナブル容器製品の積極的な販売や開発・普及

3-2(2)リターナブル容器システムの構築、取り組みへの支
援・協力

3-2(3)(4)主催イベント等におけるリターナブル容器の利用

3-2(4)移動食器洗浄車の購入・貸し出し

3-2(5)環境に配慮したエコイベントへの参加・協力

3-3(1)リース・レンタルのサービス提供

3-3(1)事業活動におけるレンタルやリースの活用

3-4(1)製品の修理・修繕等のサービスの拡大

3-4(2)アップグレードサービスの拡大

4-1(1)市町の分別基準に従い適正に排出

4-1(2)容器包装リサイクル法の改正に対する理解と協力

4-2(1)容器包装の削減・簡素化のための工夫や改善

現在行っている取組

今後力を入れたい取組
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事業者のごみ減量化の取組状況

6%

7%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

3%

0%

8%

7%

15%

5%

6%

5%

2%

8%

3%

4%

3%

1%

15%

14%

12%

12%

14%

11%

10%

12%

12%

12%

11%

13%

16%

16%

14%

23%

25%

19%

17%

16%

18%

16%

19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5-1(1)生ごみの収集運搬・堆肥化の実施

5-1(1)(2)堆肥等の利用

5-1(3)生ごみ処理機の開発

5-2(1)(2)生ごみバイオガス発電等の調査・実証試験事業
の実施

5-2(4)廃食用油のＢＤＦ化による活用

5-3(1)生ごみを原料とした生分解性プラスチック等の研究開
発

6-1(1)(2)飲料容器デポジット制度の導入

6-2(1)福祉団体等への資源物回収等委託、福祉団体が生
産する再生資源の利用

6-3(1)地域通貨と交換できるサービスの提供

6-4(1)店頭回収システムによるリサイクルの促進

6-4(2)ＮＰＯ・事業者・行政の連携による資源物拠点回収

6-5(1)(2)事業の仕組みを生かした資源回収、再生資源の
利用

6-6(1)(2)廃プラスチック等の有効利用のための調査研究・
技術開発

7-3(1)再生可能資源物の積極的な利用

8-1(1)ごみ処理基本計画策定、実行の取組に参画

8-1(2)ごみ減量会議等への参画・協働

8-1(3)地域ごみゼロ推進交流会に参画

8-2(1)マイバッグ利用を促進するためのインセンティブの付
与

8-3(1)NPO等の活動への協力

9-1(1)環境学習・環境教育のツール・プログラム開発への
情報提供

9-1(3)こどもエコクラブの活動への協力

9-1(5)県環境学習情報センターへの情報提供、環境学習機
会への協力

9-2(1)(2)ごみゼロ人材ガイドブックの活用・情報提供

現在行っている取組

今後力を入れたい取組
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資料８ NPO 等団体のごみ減量化の取組状況（平成 19 年度調査） 

ごみ減量化等の取組状況（NPO等団体）

18%

11%

11%

4%

4%

4%

11%

7%

0%

0%

7%

4%

4%

0%

25%

14%

25%

18%

29%

18%

14%

21%

11%

14%

11%

11%

14%

18%

14%

14%

21%

14%

21%

11%

11%

21%

21%

18%

21%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

3-1(1)フリーマーケット等の開催・出展

3-1(2)不用品リサイクルに関する情報提供・情報交換の仕組
みづくり

3-1(3)修理教室、ﾘﾌｫｰﾑ教室等の実施

3-1(4)リサイクルショップの運営

3-2(1)リターナブル容器の良さなどのPR

3-2(2)新たなリターナブル容器システムの構築、取組への支
援・協力

3-2(3)リユースカップ・システムの情報発信

3-2(4)自治会、NPO等民間団体主催のイベント等におけるリ
ターナブル容器の利用

3-2(4)移動食器洗浄車の購入・貸し出し

3-2(4)リユース食器レンタル事業の企画・運営

3-2(5)環境に配慮したエコイベントシステムの導入・実施

3-3(1)リース・レンタルのサービスの提供、事業活動における
レンタルやリースの活用

3-4(1)製品等の修理・修繕に関する住民への啓発

3-4(2)アップグレード（製品の性能・機能の向上）サービスに
関する住民への啓発

4-1(1)市町の分別基準に従い適正に排出

4-2(1)(2)容器包装の削減・簡素化に関する啓発・PR

5-1(1)生ごみ堆肥化事業の実施・協力

5-1(1)(2)(3)生ごみ堆肥化に関する地域活動に伴うネットワー
クづくり

5-1(1)生ごみ堆肥化に関する住民への啓発

5-2(4)廃食用油のリサイクル（BDF、石鹸など）の実施・協力

現在行っている取組

今後力を入れたい取組
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ごみ減量化等の取組状況（NPO等団体）

7%

4%

7%

7%

4%

43%

25%

14%

0%

21%

7%

14%

21%

29%

21%

29%

18%

21%

14%

4%

18%

0%

0%

11%

4%

0%

0%

11%

18%

25%

14%

14%

14%

18%

21%

11%

18%

18%

14%

11%

21%

29%

36%

21%

18%

25%

21%

21%

21%

21%

18%

18%

14%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

6-1(1)飲料容器デポジット制度の導入・運用

6-2(1)障害者・高齢者の支援と連携したリサイクル事業の実施

6-2(2)企業退職者等の地域での活動の受け皿として活動の場
の提供

6-3(1)地域通貨の仕組みを活用したリサイクルシステムの運
営

6-3(1)地域通貨の発行

6-3(2)(3)ごみ減量化やリサイクル等地域活動の実施

6-3(2)(3)ごみ減量化やリサイクル等に関する行政の施策への
協力

6-4(2)ＮＰＯ・事業者・行政の連携による資源物回収拠点シス
テムの構築・運営

6-6(2)廃プラスチック等の有効利用のための調査研究・技術
開発

7-3(1)資源回収ステーション運営受託

7-3(1)資源回収ステーションを活用した学習機会の提供

7-3(2)集団回収のPR・実施

8-1(1)ごみ処理基本計画策定、実行の取組に参画

8-1(2)ごみ減量会議等への参画・協働

8-1(3)地域ごみゼロ推進交流会への参加

8-2(1)レジ袋削減活動の展開

8-3(1)行政との協働事業等の企画提案、事業の実施

8-3(2)市町のごみ減量化等施策への積極的な参画・協力

8-4(1)「ごみゼロ社会」実現プランに関する情報提供への協力

8-4(3)ＨＰなどを活用したごみ関連情報の発信

9-1(1)環境学習・環境教育ツール・プログラム等の開発、行政
の取組への参画

9-1(2)20年後のﾗｲﾌｽﾀｲﾙ体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの企画・運営、行政の
取組への参画・協力

9-1(3)こどもエコクラブを対象とした学習会の企画・開催

9-1(4)家庭における環境学習・教育の啓発

9-1(4)家庭における環境学習・教育のツールの作成・普及活
動

9-2(1)ごみゼロ達人育成への協力、派遣制度の活用

9-2(2)ごみゼロ人材ガイドブックの活用・情報提供

現在行っている取組

今後力を入れたい取組

 



ごみゼロ推進室
【ごみゼロ社会実現プラン数値目標】

①発生・排出抑制に関する目標
2002 2003 2004 2005 2006 2010 2015 2025

家庭系ごみ ％ 0.0% -0.5% 1.9 -0.7% -1.0% -6.0% -13.0% -30.0%
家庭系ごみ有料化 市町数 4/29 6/29 9/29 17/29 29/29
古紙回収等 量(t) 29,629 30,049 28,639 24,868 25,196 35,000 41,200 56,000
フリーマーケット等 市町数 15/29 16/29 18/29 22/29 29/29
リターナブル容器等の利用 量(t) 28,707 27,739 26,511 24,898 24,646 25,800 22,500 14,400
マイバック運動等 千人 13,583 13,311 16338 18,000 23,600 37,000

事業系ごみ ％ 0.0 -2.4% -9.5% -13.4% -16.7% -5.0% -13.0% -30.0%
適正なごみ処理料金体系 市町数 1/66 3/47 4/27 6/27 9/27 16/27 27/27
ＩＳＯ１４００１の取得等 事業所 312 605 678 759 860 1,275 2,500 6,000

H14 H15 H16 H17 H18 H22 H27 H37

【多様な主体のごみ減量化に向けた取組】
住民：マイバック運動等
ＮＰＯ：古紙回収等、フリーマーケット等、リターナブル容器等の利用
事業者：ＩＳＯ１４００１の取得等、リユースカップの導入
市町村：家庭ごみ有料化、適正なごみ処理料金体系
県：廃棄物会計基準、ＬＣＡの活用促進

②資源の有効利用に関する目標
2002 2003 2004 2005 2006 2010 2015 2025

14.0 15.0 15.9 15.8 16.2 21.0 30.0 50.0
家庭での生ごみ堆肥化 市町数 6/29 11/29 11/29 18/29 29/29
家庭系ごみの有料化 市町数 4/29 6/29 9/29 17/29 29/29
容リ法の完全実施 市町数 3/29 2/29 21/29 29/29 29/29
事業系ごみの再資源化 市町数 9/29 11/29 13/29 19/29 29/29
資源回収ステーション 市町数 1/29 2/29 7/29 15/29 29/29

【多様な主体のごみ減量化に向けた取組】
住民：家庭での生ごみ堆肥化
ＮＰＯ：事業系ごみの再資源化
事業者：事業系ごみの再資源化
市町村：家庭での生ごみ堆肥化、家庭ごみ有料化、容リ法の完全実施

③ごみの適正処分に関する目標
2002 2003 2004 2005 2006 2010 2015 2025

151,386 124,105 122,077 96,697 82,284 81,000 76,000 0

廃プラスチックの有効利用 容ﾘﾌﾟﾗ 7,025 7,159 20,981

焼却灰の有効利用 灰溶融 44,341 45,310 47,000

【多様な主体のごみ減量化に向けた取組】
市町村：廃プラスチックの有効利用、焼却灰の有効利用

ごみの最終処分量

ごみ排出量削減率

資源としての再利用率

削減率３０％の内訳（家庭系）

13

5

3

2.7

1.5

4.8 家庭系ごみ有料化

古紙回収等

フリーマーケット等

リターナブル容器等の利用

マイバック運動等

その他

％

削減率３０％の内訳（事業系）

14

10.1

0.2

5.8
適正なごみ処理料金体系

ISO14001の取得等

リユースカップの導入

その他

％

再利用率３６％の内訳

13.7

5.8

5.7

4.1

0.9

5.8
家庭での生ごみ堆肥化

家庭系ごみの有料化

容り法の完全実施

事業系ごみの再資源化

資源回収ステーション

その他

％

　　　　　　　　　　　　最終処分量（削減率）
○　廃プラスチックの有効利用
○　ガス化溶融炉による焼却灰の有効利用
※　２０年先に０トンにするためには、新たな技術開発の
  進展が期待される。

７１．３％

【平成１７年度プラン推進モデル事業】
伊賀市「家庭系ごみ有料化制度の導入検討」

有料化導入(予定)市町
伊賀市（H19.1)、鳥羽市(H18.10)、名張市(H20.4)

【平成１７年度プラン推進モデル事業】
桑名市「市民参画によるごみ処理基本計画づくり」

【平成１８年度プラン推進モデル事業】
東員町「住民参画によるごみ処理基本計画づくり」

【平成１７年度プラン推進モデル事業】
紀宝町「生ごみ堆肥化システムの実証試験」

【平成１８年度プラン推進モデル事業】
鳥羽市「リサイクルパーク整備事業」
○生ごみ堆肥化二次発酵施設
○資源物分別保管施設
○石鹸工房、環境学習
○試験農園

ごみゼロ社会実現に向けた次期戦略（Ｈ１９～Ｈ２２）

【平成１９年度プラン推進モデル事業】
伊勢市「レジ袋削減（有料化の導入）検討事業」

【平成１９年度プラン推進モデル事業】
伊勢市「埋立ごみ（ガラス・陶磁器くず）の分別収集
　　　　　システム検討事業」



事業系事業系事業系事業系ごみごみごみごみ排出量排出量排出量排出量

H14
事業系ごみ

排出量
（ｔ）

Ａ

対H14
ごみ増減量

Ｂ－Ａ

対H14
増減率
（％）

対H14
ごみ増減量

Ｃ－Ａ

対H14
増減率
（％）

対H14
ごみ増減量

Ｄ－Ａ

対H14
増減率
（％）

県全体
に占める

事業系ごみ割合
（％）

対H14
ごみ増減量

Ｅ－Ａ

対H14
増減率
（％）

津    市 61,725 61,548 ▲ 177 ▲ 0.3 55,728 ▲ 5,997 ▲ 9.7 46,744 ▲ 14,981 ▲ 24.3 35,198 16.8 ▲ 26,527 ▲ 43.0 ○ （11.0円／kg→15.0円／kg）H16.4　

四日市市 44,445 43,310 ▲ 1,135 ▲ 2.6 41,728 ▲ 2,717 ▲ 6.1 40,256 ▲ 4,189 ▲ 9.4 37,945 18.1 ▲ 6,500 ▲ 14.6 ○ （10.5円/kg→16.0円/kg）H17.10

伊 勢 市 16,763 16,944 181 1.1 16,314 ▲ 449 ▲ 2.7 17,750 987 5.9 19,003 9.1 2,240 13.4

松 阪 市 20,158 19,443 ▲ 715 ▲ 3.5 19,599 ▲ 559 ▲ 2.8 18,709 ▲ 1,449 ▲ 7.2 18,188 8.7 ▲ 1,970 ▲ 9.8

桑 名 市 15,344 14,410 ▲ 934 ▲ 6.1 16,050 706 4.6 17,144 1,800 11.7 18,645 8.9 3,301 21.5 　

鈴 鹿 市 19,135 20,027 892 4.7 20,620 1,485 7.8 22,284 3,149 16.5 21,203 10.1 2,068 10.8 ○ （10.5円/kg→16.0円/kg）H18.4

名 張 市 16,366 17,587 1,221 7.5 13,187 ▲ 3,179 ▲ 19.4 12,288 ▲ 4,078 ▲ 24.9 16,194 7.7 ▲ 172 ▲ 1.1

尾 鷲 市 1,366 1,760 394 28.8 2,099 733 53.7 1,460 94 6.9 1,447 0.7 81 5.9

亀 山 市 4,516 5,137 621 13.8 4,798 282 6.2 4,905 389 8.6 5,266 2.5 750 16.6

鳥 羽 市 8,527 8,436 ▲ 91 ▲ 1.1 7,418 ▲ 1,109 ▲ 13.0 7,035 ▲ 1,492 ▲ 17.5 7,063 3.4 ▲ 1,464 ▲ 17.2 ○ （5.0円/kg→8.0円/kg）H18.10

熊 野 市 849 930 81 9.5 793 ▲ 56 ▲ 6.6 974 125 14.7 1,056 0.5 207 24.4

いなべ市 2,351 2,363 12 0.5 2,579 228 9.7 2,724 373 15.9 2,876 1.4 525 22.3

志 摩 市 10,490 10,165 ▲ 325 ▲ 3.1 8,378 ▲ 2,112 ▲ 20.1 7,422 ▲ 3,068 ▲ 29.2 6,768 3.2 ▲ 3,722 ▲ 35.5

伊 賀 市 17,529 11,141 ▲ 6,388 ▲ 36.4 6,613 ▲ 10,916 ▲ 62.3 6,296 ▲ 11,233 ▲ 64.1 5,871 2.8 ▲ 11,658 ▲ 66.5 ○ （2.1円/kg→10.0円/kg）H15.4

市計 239,564 233,201 ▲ 6,363 ▲ 2.7 215,904 ▲ 23,660 ▲ 9.9 205,991 ▲ 33,573 ▲ 14.0 196,723 93.9 ▲ 42,841 ▲ 17.9

木曽岬町 165 128 ▲ 37 ▲ 22.4 197 32 19.4 248 83 50.3 313 0.1 148 89.7

東 員 町 315 184 ▲ 131 ▲ 41.6 213 ▲ 102 ▲ 32.4 151 ▲ 164 ▲ 52.1 147 0.1 ▲ 168 ▲ 53.3

菰 野 町 2,382 1,978 ▲ 404 ▲ 17.0 2,040 ▲ 342 ▲ 14.4 2,487 105 4.4 2,607 1.2 225 9.4

朝 日 町 8 180 172 2,150.0 194 186 2,325.0 180 172 2,150.0 189 0.1 181 2,262.5

川 越 町 55 314 259 470.9 341 286 520.0 313 258 469.1 319 0.2 264 480.0

多 気 町 100 189 89 89.0 236 136 136.0 271 171 171.0 295 0.1 195 195.0

明 和 町 2,645 3,018 373 14.1 3,085 440 16.6 2,715 70 2.6 2,722 1.3 77 2.9

大 台 町 160 187 27 16.9 208 48 30.0 220 60 37.5 348 0.2 188 117.5

玉 城 町 1,085 1,001 ▲ 84 ▲ 7.7 816 ▲ 269 ▲ 24.8 1,001 ▲ 84 ▲ 7.7 1,546 0.7 461 42.5

度 会 町 113 479 366 323.9 592 479 423.9 487 374 331.0 436 0.2 323 285.8

大 紀 町 134 142 8 6.0 177 43 32.1 179 45 33.6 211 0.1 77 57.5

南伊勢町 559 594 35 6.3 601 42 7.5 648 89 15.9 780 0.4 221 39.5

紀 北 町 4,393 4,148 ▲ 245 ▲ 5.6 3,244 ▲ 1,149 ▲ 26.2 3,060 ▲ 1,333 ▲ 30.3 2,885 1.4 ▲ 1,508 ▲ 34.3   

御 浜 町 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0.0 0 -

紀 宝 町 55 61 6 10.9 61 6 10.9 54 ▲ 1 ▲ 1.8 54 0.0 ▲ 1 ▲ 1.8

町計 12,169 12,603 434 3.6 12,005 ▲ 164 ▲ 1.3 12,014 ▲ 155 ▲ 1.3 12,852 6.1 683 5.6

県　　計 251,733 245,804 ▲ 5,929 ▲ 2.4 227,909 ▲ 23,824 ▲ 9.5 218,005 ▲ 33,728 ▲ 13.4 209,575 100.0 ▲ 42,158 ▲ 16.7

H18
事業系ごみ

排出量（ｔ）
Ｅ 備考市町名

H15
事業系ごみ

排出量（ｔ）
Ｂ

H16
事業系ごみ

排出量（ｔ）
Ｃ

H17
事業系ごみ

排出量（ｔ）
Ｄ 処理手数料

の値上げ
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事業系一般廃棄物事業系一般廃棄物事業系一般廃棄物事業系一般廃棄物のののの処理業者処理業者処理業者処理業者へのへのへのへのヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング結果結果結果結果についてについてについてについて    

                                         

  三重県環境森林部ごみゼロ推進室 

Ⅰ 処理事業者等へのヒアリング 

 １ 目的 

   三重県内の総ごみ排出量は概ね７５万トン前後で推移しているところ、事業系ごみは

過去１０年間、２５万トン前後で推移しておりましたが、平成１３年度以降減少傾向に

あります。この減少要因は事業系ごみの処理料金の値上げ、事業者への分別の啓発など

が寄与しているものと考えられますが、収集運搬を含めた処理実態が明らかでない部分

があるため、事業系ごみの処理実態の把握を行うために処理業者等へのヒアリングを行

いました。 

 

 ２ 内容 

   県内の一般廃棄物を処理している事業者に処理状況などについて処理現場等にてヒア

リングを実施しました。（期間：平成１９年１１月～１２月） 

  （１）ヒアリング対象事業者の概要 

  （処分） 

 地区 廃棄物の種類 施設 処理能力 処理実績 稼働年月 

Ａ社 北 勢 事業系一般廃棄物 堆肥化施設 15ｔ/日 約 3ｔ/日 H19 年 5 月 

Ｂ社 中 勢 同  上 堆肥化施設 40ｔ/日 約 2.5ｔ/日 H19 年 7 月 

Ｃ社 中 勢 同  上 堆肥化施設 6.4ｔ/日 約 3.0ｔ/日 H7 年 7 月 

Ｄ社 伊 賀 同  上 堆肥化施設 80ｔ/日 40～50ｔ/日 H18 年 9 月 

  （収集運搬）  

 地区 廃棄物の種類 収集実績 

Ｅ社 南勢 事業系一般廃棄物 約 3ｔ/日 

 

（２）事業者からのヒアリング内容 

   ・市町における事業系ごみ処理手数料の値上げや食品リサイクル法の制定・改正など

も事業系一般廃棄物の減少要因の一つと考えられる。 

 

     （事業系ごみ処理料金とごみ削減率）     

 

 

 

 

 

 

    

参考資料 

処理料金の値上げ率と事業系ごみの削減率

0

10

20

30

40

0 100 200 300 400
値上げ率(%)

削

減
率

(

%

)

実施前 実施後 値上げ率（％） 実施前 実施後 削減率（％）

伊賀市 2.1 10.0 376 1,461 928 36.5 平成１５年  ４月

旧大王町 3.0 5.0 67 99 85 13.9 平成１６年１０月

鳥羽市 5.0 8.0 60 592 567 4.2 平成１８年１０月

四日市市 10.5 16.0 52 3,004 2,823 6.0 平成１７年１０月

鈴鹿市 10.5 16.0 52 1,857 1,767 4.9 平成１８年  ４月

津市 11.0 15.0 36 4,438 3,958 10.8 平成１６年  ４月

旧浜島町 4.0 5.0 25 47 45 3.4 平成１６年１０月

月平均搬入量（ｔ/月）
料金変更年月

処理単価（円/kg）
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・食品リサイクル法の制定をきっかけにして、食品関連事業所などから発生する食品

残さ等の再資源化に取り組んでいる。 

   ・小規模事業者の中には処理単価が上がると事業系ごみとして処理せずに家庭系ごみ

として処理している部分も見受けられる。 

   ・資源ごみ（段ボール）の引取単価が４～５年前より上がっているため、引取単価が

低かった時には焼却されていたものが、資源として取引される様になったためでは

ないか。 

・排出事業者の中には、ＩＳＯ１４０００の認証取得やＣＳＲ（企業の社会的責任）

などの取組の一つとして廃棄物の発生抑制・再資源化に取り組んでいる事業者も見

られる。 

・排出事業者との契約形態では、週何回でいくらという回数制が多く、トンあたり  

いくらという従量制の形態は少ない。 

 

 

 （県内ヒアリング事業者の所在地図） 
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 【参考】 

 食品リサイクル法（食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律）の概要 

 １ 趣旨 

食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生している食品

廃棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を削減させるとともに、飼

料や肥料等の原材料として再利用するため、食品関連事業者（製造、流通、外食等）による

食品循環資源の再生利用等を促進する。 

 ２ 法律の概要 

  （１）基本方針の策定等 

     食品循環資源の再生利用等を総合的かつ計画的に推進するため、再生利用等を実施す

べき量に関する目標を業種別に定めている。 

  （２）食品関連事業者による再生利用等の実施 

食品関連事業者は再生利用等の実施に関する目標などが定められ再生利用等に取り組

むこと、多量発生事業者（年間１００ｔ以上）には発生量や再生利用等の取組状況等

の定期報告などが定められている。 

  （３）再生利用を促進するための措置 

食品循環資源の肥飼料化等を行う事業者等についての登録・認定制度を設け、再生利

用を促進。この場合に廃棄物処理法の特例等を講じている。 

３ 施行日 

  施行：平成１３年５月１日 、改正：平成１９年１２月１日 

 

 

  



H14 788,053 対H14比
H17 750,622 -4.7%
H18 740,434 -6.0%

構成比 構成比 構成比
0.1% 1,122 67.9% 535,198 31.9% 251,733 29,629
0.1% 900 -19.8% 70.8% 531,717 -0.7% 29.0% 218,005 -13.4% 24,868 -16.1%
0.1% 931 -17.0% 71.6% 529,928 -1.0% 28.3% 209,575 -16.7% 25,196 -15.0%

786,931 8.2% 64,321
749,722 -4.7% 9.5% 70,923 10.3%
739,503 -6.0% 9.6% 70,712 9.9%

埋立処分 焼却処理

構成比 構成比 構成比
10.4% 81,811 65.5% 515,273 5.5% 43,181 10.5% 82,345
8.2% 61,713 -24.6% 59.1% 443,262 -14.0% 12.4% 92,869 115.1% 10.8% 80,955 -1.7%
6.5% 48,025 -41.3% 60.2% 445,335 -13.6% 12.8% 94,553 119.0% 10.9% 80,878 -1.8%

66.4% 522,329
60.8% 455,920 -12.7%
61.6% 455,291 -12.8%

中間処理後資源化
焼却灰 ＲＤＦ 金属類 焼却灰＋RDF計

21,015 21,880 0 42,895
44,341 50,726 472 95,067 121.6%
45,310 51,495 369 96,805 125.7%

(灰ｔ） （RDFt)
処分率 14.0% 110,781
19.2% 151,386 15.8% 118,549 7.0%
12.9% 96,697 -36.1% 16.2% 120,233 8.5%
11.1% 82,284 -45.6%

資源化率

22.4% 183,305
【ごみゼロ社会実現プラン数値目標】 30.8% 238,484 30.1%

31.7% 242,234 32.1%
①　発生・排出抑制に関する目標

家庭系ごみ　３０％
　　　　　　　2002年度における県内総ごみ排出量 事業系ごみ　３０％
　　　　　　　'-目標年度における県内総ごみ排出量 （対2002年度実績）

ごみ排出量削減率＝ 【参考】2002実績　2025目標

　　　　　　　　　　2002年度県内総ごみ排出量 家庭系　535千ｔ→375千ｔ

事業系　252千ｔ→176千ｔ

②　資源の有効利用に関する目標

県内総ごみ排出量のうち、

再利用された量 ５０％
資源としての再利用率＝ 【参考】2002実績　2025目標

県内総ごみ排出量          14％   →　　50％

③　ごみの適正処分に関する目標

県内総ごみ排出量のうち、 ０ｔ
ごみの最終処分量　＝ 最終処分された量（災害等 【参考】2002実績　2025目標

特殊要因によるものを除く）     151,386t   →　　0t

中間処理

県内総ごみ排出量

①事業系ごみ

１８年度実績　速報値
ごみゼロ社会実現プランの数値目標との比較

確定値
速報値

県内総ごみ量
確定値

指標名

直接埋立量

自家処理

ごみ処理処分量

③最終処分量

②資源としての
再利用量

指標名 目標値

再利用率

単位：ｔ／年

指標名 目標値

目標値

- 16 -

集団回収量

直接焼却量

①生活系ごみ

焼却処理量

その他中間処理量

直接資源化量（市町処理量）

ＲＤＦ化量

資源化総量

ごみ処理方法の推移

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000
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900,000

2002（H14） 2006（H18） 20１X（H2X） 2025（H37）

ご
み
量

（
ｔ

）

再利用（再使用と再生利用の合計、熱回収は除く）
焼却（熱回収含む）
最終処分（埋立）

市町等により計画収集され
る以外の生活系ごみで、自
家肥料や飼料として処理し
ているもの等

市民団体等による収集におい
て、市町が用具の貸出、補助金
等の交付などにより関与している
もの

処理残渣の焼却

資源化量

処理残渣の埋立

焼却灰 RDF

資源化不適物

粗大ごみ処理施設、資源化等を
行う施設、高速堆肥化施設など

14.0%

66.8%

19.2%

50.0%

排出量は３０％
削減されていま
す。

資源として最大限再利
用されています。

単純な焼却処理ではな
く、可能な限り熱回収
が行われ、エネルギー
として有効利用されて
います。

最終処分（埋立）量
はゼロになっていま
す。

発
生
・
排
出
抑
制

再
資
源
化
・
処
理
・
処
分

16.2%

11.1%

72.7%
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三重県環境森林部ごみゼロ推進室 
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             TEL：０５９－２２４－３１２６ 
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      http://www.eco.pref.mie.jp/ 
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～ごみゼロ社会に向けた取組を一緒にお手伝いしてくれるよ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

僕はゼロ吉ゼロ！ 

            

            

        

「ごみゼロ社会実現プラン」について 

20 年後のごみゼロ社会実現に向けて、多様な主体が協働していくための取組指針として、

県民の皆さん等の参画のもと、2005 年（H17 年）３月に策定しました。 

  

ごみゼロキャラクター「ゼロ吉」をご存知ですか？ 

【【【【ごみってごみってごみってごみって????】】】】    「ごみゼロ社会実現プラン」の対象とする「ごみ」は、一般廃棄物 

        としての家庭系及び事業系ごみです。 

僕は、三重の豊かな森から生まれた森の妖精。 

人間で言うと小学４年生くらいかな。 

僕が大人になった時も自然豊かな三重県で 

あって欲しいから、資源を大切にする暮らし

をしているよ。 

今は、ちょっと太めな体だけど、大人になっ

た頃には、ダイエットしてスリムになるぞ～。 

ゼロパパ ゼロママ 

ゼロ美 ゼロ吉 ゼロ助

ゼロ吉ファミリー 

パパ、ママ、妹、弟も 

一緒に頑張るぞ～ 

「ごみゼロ社会」とは？：“「ごみを出さない生活様式」や「ごみが出にくい事業活動」

が定着し、ごみの発生・排出が極力抑制され、排出された不用物は最大限資源として

有効利用される社会”のこととしています。 

事業系ごみは、まず排出事 

業者に処理責任があります。 

１ 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ごみゼロ社会実現プランの推進について、進捗状況を的確に把握しマネジメントしてい

くための基準として、短期・中期を含めた数値目標を設定するとともに、県民や事業者、

学識者等で組織される「ごみゼロプラン推進委員会」によって取組の検証・評価を行い、

PDCA サイクルに基づくプラン全体の進行管理・マネジメントを行います。    

 

住民や事業者、行政、民間団体等がそれぞれの役割を認識したうえで、自主的にごみの減量化・再資源化に 

向けた取組を進めます。また、各主体の連携・協働を促進します。 
推
進
体
制
の
イ
メ
ー
ジ

 

プランニングプランニングプランニングプランニング    

啓発啓発啓発啓発、、、、モデルモデルモデルモデル事業事業事業事業

等等等等のののの実施実施実施実施    

改善改善改善改善・・・・見直見直見直見直しししし    

点検点検点検点検・・・・評価評価評価評価    

評価評価評価評価、、、、助言助言助言助言・・・・提言提言提言提言

ごみごみごみごみゼロプラゼロプラゼロプラゼロプラ

ンンンン推進委員会推進委員会推進委員会推進委員会 

市町市町市町市町    

三重県三重県三重県三重県    

連携連携連携連携・・・・協働協働協働協働    

連携連携連携連携・・・・協働協働協働協働    
連携連携連携連携・・・・協協協協働働働働    

住民住民住民住民、、、、ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ等等等等    

事業者事業者事業者事業者    

プ
ラ
ン
推
進
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

 

県民、事業者、NPO 等団体、学識経験者、行政で構成される「ごみゼロプラン推進委員会」を設置し、プラン推進の

取組を検証・評価し公表するなど、PDCA サイクルに基づくマネジメントを行います。 

短
期

・
中
期
の
目
標
設
定

 

短期(2010年度) 中期(2015年度) 目標(2015年度)

80% 90% 100%

60% 90% 100%

60% 90% 100%

90% 100% 100%

⑤環境に配慮した消費行動をとる県民の率(39.4%)

⑥食べ物を粗末にしないよう心がけている県民の率(38.5%)

⑦ごみゼロ社会実現プランの認知率（-）

（２）多様な主体の参画・協働
数値目標

指標名（H16現状値）

④ものを大切に長く使おうとする県民の率(58.2%)

短期(2010年度) 中期(2015年度) 目標(2015年度)

家庭系ごみ６% 家庭系ごみ13% 家庭系ごみ30%

事業系ごみ５% 事業系ごみ13% 事業系ごみ30%

（１）ごみの減量化

21% 30% 50%

81,000トン
対2002年度

約46%減

76,000トン
対2002年度

約50%減
0トン

②資源の有効利用に
   関する目標

資源としての再利用率

③ごみの適正処分に
   関する目標

ごみの最終処分量

数値目標
区分 指標名

①発生・排出抑制に
　 関する目標

ごみ排出量削減率
（対2002年度実績）
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     ※Ｈ19 年の国の集計方法の変更に伴い、家庭系ごみには集団回収量を含めてグラフ化しています。 

     ※プランの数値目標である「ごみ排出量削減率」の算出の際、家庭系ごみ排出量に集団回収量は含めません。 

 

 

 

 

ⅠⅠⅠⅠ    三重県三重県三重県三重県のごみののごみののごみののごみの現状現状現状現状 

＜＜＜＜ごみごみごみごみのののの排出量排出量排出量排出量＞＞＞＞    

ごみの排出量について、2006 年（平成 18 年）度の速報値及びここ数年の推移をみ

ると、事業系ごみは減少傾向にある一方で、家庭からでる家庭（生活）系ごみは横ばいと

いう状況が続いています。 

また 1 人 1 日当たりごみ排出量をみると、平成 18 年度速報値は、17 年度に比べて

1.4％ほど、５年前の 13 年度からは 6%ほど減少しており、同様に減少傾向が続く全国

平均との差は近年縮まっています。       ※Ｈ18 年度全国値は、いずれも集計中です。 

＜＜＜＜ごみのごみのごみのごみの資源化率資源化率資源化率資源化率＞＞＞＞    

平成 18 年度速報値でのごみの資源化率は、前年度に続き 30％を超えて伸び全国トッ 

プクラスとなっており、資源利用は順調に進展しています。 

※プランの数値目標である「資源としての再利用率」には、再使用や再生利用をより重視する観点か

ら、このグラフの「資源化率」には含んでいる、①「ごみ固形燃料（ＲＤＦ）発電施設に供給する

ためにＲＤＦ化した量」、②「焼却施設で生じた焼却灰を溶融化施設でスラグ化した量」③「集団

回収量」は含めていません。 

 ３ 

 ３ 
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（「ごみゼロ社会」をめざす県民アンケート調査 Ｈ16.10、Ｈ19.9 実施結果より）        

 

○使い捨て社会に対する疑問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○プラン数値目標（多様な主体の参画・協働）についての県民意識 

  Ｈ１９ Ｈ１６    増減 

ものを大切に長く使おうとする県民の率 58.3% 58.2% ＋0.1% 

環境に配慮した消費行動をとる県民の率 40.2% 39.4% ＋0.8% 

食べ物を粗末にしないよう心がけている県民の率 40.6% 38.5% ＋2.1% 

ごみゼロプランの認知率 45.5%   － 45.5% 
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＜＜＜＜県民県民県民県民のののの意識意識意識意識とととと行動行動行動行動＞＞＞＞    

県民のごみに関する意識をみると、使い捨て社会に対して大多数の人が疑問を感じなが 

らも、実際に環境に配慮した行動をとる人の割合はまだまだ低く、意識と行動とが必ずし 

も結びついていない実態があります。平成 19 年９月の県民アンケートでは若干の改善傾 

向は見られますが、ほとんど変わらない状況です。 

＜＜＜＜最終処分量最終処分量最終処分量最終処分量＞＞＞＞    

平成 18 年度速報値までの経過をみると、最終埋立処分されるごみの量は、この 10

年間で約１／３にまで、ここ５年間で見ても約半分にまで減少してきています。 

 ４ 

特に疑問なし, 4.0%

｢このままでいいの

か｣と感じる, 90.3%

よくわからない,

4.3%

無回答, 1.4%
特に疑問なし,

3.6%

｢このままでいい

のか｣と感じる,

89.6%

無回答, 2.2%

よくわからない,

4.7%

Ｈ16アンケート Ｈ19 アンケート 



 

 

 

2006 年（平成 18 年）度は、ごみゼロ社会の実現に向けての最初のステップとした３年

間のファーストステージの最終年度であり、「ごみゼロ社会実現プラン」(以下ごみゼロプランま

たはプランという。)に基づいて取組を進めた２年目の年でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

○○○○「「「「ごみごみごみごみゼロゼロゼロゼロ社会実現社会実現社会実現社会実現プランプランプランプラン」」」」のののの推進推進推進推進２２２２年目年目年目年目をををを振振振振りりりり返返返返ってってってって    

    

  200６年度は、前年度に引き続き、プランに掲げた取組を効果的かつ着実に進めていく

ため、プランの普及・啓発に努めるとともに、ごみの減量化に向けて他の市町や地域の参

考となる、市町が地域住民や NPO 等と協働して進める取組をモデル事業として費用を補

助し、県の立場からの助言や情報連携などの支援を行いました。 

 

また、県内各地域で地域ごみゼロ推進交流会を開催し、ごみの減量化に関わる地域住民、

行政、関係団体等の様々な人たちの情報交流・連携のネットワークづくりや、事業者セミ

ナー開催による事業者の意識啓発、交流を進めました。 

 

こうした取組をはじめ、この他にも、プランで掲げた９つの取組の基本方向に基づいた

取組を進めました。 

 

そして、プラン推進のマネジメントを図るため「ごみゼロプラン推進委員会」を開催し

（３回）、進捗状況の確認や取組の評価・検証に関する議論・検討を行い、プラン全体の

進行管理に努めました。 

 

 

2004  2005  2006   2007           2010                       2025 

 

 

         ごみごみごみごみゼロゼロゼロゼロ社会実現社会実現社会実現社会実現プランプランプランプラン    

                                            本格的本格的本格的本格的にににに実施実施実施実施    

    

中期目標 

長期目標 

モ
デ
ル
事
業
実
施
、

新
た
な
枠
組
で
の

合
意
形
成

 

短期目標 

ご
み
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ロ
社
会
実
現 

プ
ラ
ン 

策
定 

 

ⅡⅡⅡⅡ    ２００２００２００２００６６６６年度年度年度年度のののの取組取組取組取組をををを振振振振りりりり返返返返ってってってって         

＊＊＊＊年間年間年間年間のののの取組概要取組概要取組概要取組概要＊＊＊＊    

５ 



    

 

 

プランの数値目標のうち、ごみの減量化に関する３指標の 2006 年（平成 18 年）度速報値で

の進捗状況をみると下表の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※目標値は 2002 年度実績値を基準に設定。最終処分量：短期及び中期の目標値は H18.12 改定。 

※上表の家庭系ごみ排出量には、集団回収量は含めていません（ごみゼロプラン数値目標の設定基準）。 

       

家庭系ごみ排出量は、過去 10 年間、5３0 千ﾄﾝ前後で推移しており、引き続きほぼ横 

ばいの状況にあります。 

    一方、事業系ごみ排出量は、前年度と同様に引き続き減少傾向にあります。その要因  

としては、事業系ごみの処理手数料の値上げをはじめ、食品リサイクル法施行により事

業系生ごみの民間処理施設が整備されたことや食品関連事業者の生ごみ資源化の促進、

段ボール等資源ごみの引取単価上昇に伴う資源化の促進、事業者自らの発生抑制の取組

等が、市町への搬入量の削減に寄与していることが考えられます。 

 

資源としての再利用率は、引き続き上昇傾向にあります。この上昇は、平成９年から 

の容器包装リサイクル法の施行、平成 12 年の同法の完全施行により容器包装廃棄物の

資源化が進んだこと等によるものと推察されます。 

 なお、資源化率については、平成 14 年以降、急激に上昇しており、全国の状況から

みても、上位に位置付けられています。平成 14 年 12 月から稼動しているガス化溶融

施設による市・町焼却施設からの焼却灰のスラグ化やＲＤＦ発電施設による熱エネルギ

ー利用などが大きく寄与しているものと考えられます。 

 

最終処分量は、過去 10 年間、大きく減少しており、2006 年度は 10 年前と比べる 

と約 1/3 になっています。この減少には、平成 14 年 12 月から稼動しているガス化溶

融施設による市・町焼却施設からの焼却灰のスラグ化や容器包装リサイクル法の実施に

伴うプラスチック等埋立ごみの減少が大きく寄与しているものと考えられます。また、

近年の事業系ごみの搬入量の減少や従来、直接埋立していたごみを破砕等により資源物

を抜き出す等の最終処分場の延命化を図る取組も寄与しているものと考えられます。 

 ６ 

2002年度比

535,198 529,928 -1.0% -6.0% -13.0% -30.0%

251,733 209,575 -16.7% -5.0% -13.0% -30.0%

14.0% 16.2% 21.0% 30.0% 50.0%

110,781 120,233

151,386 82,284 -45.6% 81,000 76,000 0最終処分量

事業系ごみ

資源としての再利用率

ごみ排出量
(2002年度比）

2002年度
(確定値）

家庭系ごみ

指標名
2006年度
（速報値）

短期目標
(2010)

中期目標
（2015）

数値目標
(2025)

＊＊＊＊数値目標数値目標数値目標数値目標のののの状況状況状況状況＊＊＊＊    



 

 

 

 

 

 

 ごみの分別収集業務やその費用を負担している市町の状況を踏まえて、容器包装リサイク

ル法や家電リサイクル法について、拡大生産者責任の考え方の徹底による市町負担の軽減や、

製造者の環境配慮設計や商品開発等による発生抑制がさらに行われるよう、18 年５、11 月

に国に対して提言・要望を行いました。 

 

 

 

 企業・事業者のごみ減量化を通した地域貢献をテーマに 19 年 2 月に地域貢献のあり方を

考えるセミナーを、19 年 3 月にはレジ袋削減をテーマに容器包装リサイクルセミナーを、

ホテル・旅館から出る生ごみの減量をテーマに事業系ごみ減量化セミナーをそれぞれ開催し、

地域の中での住民等と協働した環境教育、事業所排出ごみの減量化といった取組事例の紹介

や、事業者自らのごみ減量化の促進、拡大生産者責任等について研修や意見交換を行うとと

もに、事業者間の情報交流を進めました。また、伊勢市や鳥羽市のごみ減量化の取組におい

て、地元商工会議所等と行政との連携のため、情報提供や支援を進めました。 

 

 

  

県内におけるリユース容器利用の普及をめざして、18 年 10 月に志摩市で開催された第 48

回自然公園大会において、地域住民・市町の協力を得て、飲食時の食器類をデポジットシステ

ムにより貸し出す取組を行い啓発しました。また、中部９県１市※合同での取組として、各県

市庁舎において県市職員自らが水筒やコップを持参し飲用する「マイボトル・マイカップ運動」

に連携して取り組みました。   ※富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知、滋賀、三重の各県と名古屋市 

 

 

 

 市町の容器包装リサイクル法第４期分別収集計画、県の第４期分別収集促進計画による取

組とあわせ、市町負担の軽減に向けた同法の見直し・改正の国への提言や、県内市町の取組

状況調査を行いました。また、事業者セミナーや行政連絡会議、出前トーク等での情報共有

を通じて、再資源化に向けた分別の徹底など、事業者や行政、住民の意識啓発に努めました。  

 

  

 

「生ごみ堆肥化講座」を 18 年 12 月～19 年２月にかけて４市町において延べ７回、市町職

員を対象として１回、18 年 12 月には生ごみリサイクル交流会をそれぞれ開催し、家庭等での

取組の啓発を行うとともに、鳥羽市と伊勢市において、旅館・ホテル・事業所等から出される生

ⅢⅢⅢⅢ    ２００２００２００２００６６６６年度年度年度年度のののの取組取組取組取組のののの全体像全体像全体像全体像 

「ごみゼロ社会実現プラン」で示した取組の「９つの基本方向」ごとに 

まとめた、200６年（平成 18 年）度の取組内容は次のとおりです。 

 ７ 

１１１１    拡大生産者責任拡大生産者責任拡大生産者責任拡大生産者責任のののの徹底徹底徹底徹底    

２２２２    事業系事業系事業系事業系ごみのごみのごみのごみの総合的総合的総合的総合的なななな減量化減量化減量化減量化のののの推進推進推進推進    

３３３３    リユースリユースリユースリユースのののの推進推進推進推進    

４４４４    容器包装容器包装容器包装容器包装ごみのごみのごみのごみの減量減量減量減量・・・・再資源化再資源化再資源化再資源化    

５５５５    生生生生ごみのごみのごみのごみの再資源化再資源化再資源化再資源化    



ごみの堆肥化・飼料化や地域循環ネットワークの構築に向けた検討を、各地元商工会議所等と協

働して進めました。また、地域住民の参画する家庭生ごみの堆肥化をはじめとする、ごみ減量化

の取組を進める鳥羽市のリサイクルパーク整備・運営事業を、プラン推進モデル事業として支援

しました。 

 

 

 

資源ごみの持込量に応じて買い物ポイントサービスを還元する仕組みを生かした資源ごみ回収

事業を、障がい者の自立支援を目的とする NPO に業務委託し、事業者（ショッピングセンター）

との連携・協働による店舗での来客からの資源ごみの回収における回収量、コスト等の成果や課

題について、今後の展開に向けて検証を行うとともに、他の福祉団体の取組における参考となる

よう、結果を公表しました。 

 

  

 

市町のごみ処理にかかるコスト分析や一層の効率化に向けて、また、役割分担や経費等の

負担を住民に求める際の有効な説明ツールとするため、環境省の進める廃棄物会計基準の策

定に四日市市、伊勢市、菰野町、津市、鳥羽市の参画を得て前年度に引き続いて取り組み、

今後の参画市町拡大に向けて会計基準モデル策定への支援を進めるとともに、LCA(ﾗｲﾌｻｲｸﾙ

ｱｾｽﾒﾝﾄ)※手法によるごみ処理システムの評価検証の可能性を検討しました。また、東員町の

「資源ごみストックヤード」、伊勢市の「資源物回収ステーション」といった、地元自治会

が管理運営を担う回収拠点式の資源物(ごみ)回収の取組を、行政と地域が一体で進めるごみ

減量化モデル事業として支援しました。 

 

 

 

ごみ行政への住民参画を目指して東員町が行った、町民参画による町ごみ処理基本計画づ

くりの取組や、計画段階から住民が参画し管理運営を NPO が担う鳥羽市のリサイクルパー

ク整備・運営の取組を、プラン推進モデル事業として支援しました。また、ごみ減量化の取

組に関わる地域住民や NPO 等の連携・協働、交流のネットワークづくりのために、様々な

主体が参加する地域ごみゼロ交流会を18 年６月～19 年３月にかけて県内６地域で８回開

催し、取組内容の情報共有や交流を進めました。また、ごみゼロホームページの拡充にも努

め、その他様々なイベント等の機会を捉えてプランの普及・啓発を行いました。 

 

 

 

プランの普及版を増刷・配布するとともに、指導者育成講座を開催しました。 

 

 

 ８ 

※ＬＣＡ（ﾗｲﾌｻｲｸﾙｱｾｽﾒﾝﾄ）・・・原材料採取から製造、流通、使用、廃棄に至るまでの製品の一生涯（ﾗｲ

ﾌｻｲｸﾙ）で、環境に与える影響を分析し、総合評価する手法。市町ごみ処理システムの評価においては、

ごみの発生から最終処分までの一連の処理工程を対象としている。 

６６６６    産業産業産業産業・・・・福祉福祉福祉福祉・・・・地域地域地域地域づくりとづくりとづくりとづくりと一体一体一体一体となったごみとなったごみとなったごみとなったごみ減量化減量化減量化減量化のののの推進推進推進推進    

７７７７    公正公正公正公正でででで効率的効率的効率的効率的なごみなごみなごみなごみ処理処理処理処理システムシステムシステムシステムのののの構築構築構築構築    

８８８８    ごみごみごみごみ行政行政行政行政へのへのへのへの県民参画県民参画県民参画県民参画とととと協働協働協働協働のののの推進推進推進推進 

９９９９    ごみごみごみごみゼロゼロゼロゼロ社会社会社会社会をををを担担担担うううう人人人人づくりづくりづくりづくり・・・・ネットワークネットワークネットワークネットワークづくりづくりづくりづくり    



        

○○○○ごみごみごみごみゼロゼロゼロゼロ社会実現社会実現社会実現社会実現プランプランプランプラン推進推進推進推進モデルモデルモデルモデル事業事業事業事業    

 「ごみゼロ社会実現プラン」で示した具体的なごみ減量化施策をより効果的なものとし県

全体での展開につなげるために、市町が地域住民、事業者、団体等と協働して行った、他の

市町・地域の参考となる実験的・先駆的なモデル事業３件に対して、費用を補助するととも

に、助言を行うなど支援しました。今後、取組効果の検証等のフォローアップを市町等と協

働して進めていきます。 

 

 

 

○○○○モデルモデルモデルモデル事業事業事業事業としてのとしてのとしてのとしてのねらいねらいねらいねらい    

  市町のごみ処理基本計画のモデル的な策定方法を創出するため、住民参画プロセスを取

り入れた計画づくりを支援し、普及をめざします。 

○○○○事業事業事業事業のののの目的目的目的目的とととと概要概要概要概要    

ごみ行政への実質的な住民参画を実現するため、町民・NPO 等からなる計画策定会議

により、先進地視察、町民アンケート、ワークショップやフォーラム開催など、多様な参

画の機会を確保しながら町ごみ処理基本計画を策定します。 

○○○○事業事業事業事業のののの成果成果成果成果    

・町民意見を多く採り入れた実現可能な計画づくりが行われ、分かり易くより親しみやす

いパンフレット形式の「東員町ごみゼロプラン」が策定されたことにより、町ごみ処理

基本計画が、町民自らの主体的取組に向けての行動計画として認識されました。 

・計画づくりに町民と行政が協働して取り組んだことにより、排出者である町民一人ひと

りのライフスタイル変革の必要性や３Ｒの意識が啓発されました。 

○○○○今後今後今後今後にににに向向向向けたけたけたけた課題課題課題課題やややや取組取組取組取組とととと、、、、県県県県としてのとしてのとしてのとしてのフォローフォローフォローフォローアップアップアップアップのののの視点視点視点視点    

・町民自らが策定した計画が実のあるものとなり、一人でも多くの実践活動につながるよ

う、町民と行政が協働して計画を推進する必要があります。 

・「東員町ごみゼロプラン」を各戸配布し、公募町民等からなる町ごみゼロプラン推進委

員会を立ち上げ、委員を中心として、ごみ減量化の取組を進めます。 

・ごみ組成調査やアンケート等を行い、計画実施前との比較でごみ分別の変化や減量効果

が把握できるよう、県として町と連携してフォローアップします。

東員町東員町東員町東員町    町民参画町民参画町民参画町民参画によるごみによるごみによるごみによるごみ処理基本計画処理基本計画処理基本計画処理基本計画づくりづくりづくりづくり    

↑津島市視察 

(最終処分場での 

組成分析体験の模様) 

ワークショップ→ 

町民会議町民会議町民会議町民会議のののの活動活動活動活動    

 

←東員町ごみゼロプラン 

↓ 

 ９ 

ⅣⅣⅣⅣ    ２００２００２００２００６６６６年度年度年度年度のののの取組実績取組実績取組実績取組実績 



 

 

          東員町生活福祉部 生活環境課係長  

                   中村 幹人さん 

 

○事業発案の経緯や取組のきっかけを教えてください。 

当町では、平成 4 年から町民委員で構成される「クリーン作戦委員会」が様々な環境活

動を実践され、町行政に対してごみ分別や出し方についての提言を頂き、改善を行ってま

いりました。しかし、ごみ減量・分別は定着しつつあるものの、まだまだ徹底できていな

いのが現状です。そこでごみ排出者である町民自身の意見を取り入れることが不可欠であ

ると考え、計画策定時から町民に参画いただいて、町民による町民のための実現可能な、

町民が自主的に行動できる計画づくりを目指すことにしました。 

○実際に取り組まれた中で、一番ご苦労されたことはなんでしょうか。 

「可燃ごみ」一つに関しても委員間での認識は様々で、委員の認識度を同一レベルにし、

情報を共有するための研修等に時間を多く費やしました。そのため、限られた時間の中で

十分な議論ができませんでした。 

また、再資源化などの目標を達成するための手段については、先進事例を目指そうとす

る積極的な意見や、費用対効果などの観点からの慎重論などさまざまで、意見調整が進ま

ず、今後の課題となりました。 

○事業の一番の成果は何だと思われますか。 

町民委員自らがアンケート調査、組成分析調査などを実施し、分析することにより、町

内のごみの現状を体感することができ、町民の皆さんにもこの結果をお知らせし問題提起

することができました。 

また、この調査結果をもとに、今後目指すべき方向をより具体的に整理し、プランに示

すことができました。 

○今後に向けての課題や展望を聞かせてください。 

「東員町ごみゼロプラン」を各戸に配布し、平成１９年５月にはごみゼロプラン発表会

を開催し、プランの周知を行いました。 

このごみゼロプランをさらに推進しようと、「ごみゼロプラン推進委員会」が結成され

ました。この委員会も公募の町民委員から構成されるもので、課題となっている手段等に

ついて検討してまいります。 

 また、現在、「クリーン作戦委員会」と「ごみゼロプラン推進委員会」の協働が実現し

つつあり、今後も両委員会の協力を得ながら、町民の意見をお聞きし、また町民へ普及・

啓発してまいります。 

 

「「「「生生生生のののの声声声声」」」」～モデル事業に取り組んでみて～ 

 10 

公募委員 24 名で発足したこの町民会議での東員町の一般廃棄

物処理基本計画の基となるプラン策定にあたり、少数の委員の意

見だけでなく住民はごみに関してどのように考えているか、まず

アンケート調査を行い、その意見をもとにまとめました。 

行政の考え、委員の考えそれぞれあり、しばし議論の激突もあ

りました。また、終盤には夜 11 時まで委員全員が頑張ったこと

もありました。19 年度からは推進委員会も発足し、このプランが

実のあるものにと頑張っています。 

 

ＴＯＰＩＯＣＳ    町民会議メンバーの声    

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人    

生生生生ごみごみごみごみリサイクリサイクリサイクリサイク思考思考思考思考のののの会会会会    

川島浩川島浩川島浩川島浩さんさんさんさん    



    

    

  

○○○○モデルモデルモデルモデル事業事業事業事業としてのとしてのとしてのとしてのねらいねらいねらいねらい    

  計画段階から住民が参画し、NPO が運営主体となるリサ

イクル拠点施設の整備・運営事業を支援し、普及を目指しま

す。 

○○○○事業事業事業事業のののの目的目的目的目的とととと概要概要概要概要    

家庭ごみの発生・排出抑制やリサイクルの推進をめざして、整備計画の検討段階から住民

の意見を採り入れ、NPO が管理・運営主体となるリサイクルパークを整備します。家庭生

ごみの堆肥化施設や試験農園、資源物回収ブース、リユースショップや環境教室を設置する

ことにより、ごみの減量化とリサイクルを通じた市民の交流拠点となるよう運営します。 

○○○○事業事業事業事業のののの成果成果成果成果    

・公募市民等からなる「鳥羽生ごみリサイクル推進会議」と市が協働

して施設整備を検討し、19 年３月、「鳥羽リサイクルパーク」が竣

工しました。 

・推進会議メンバーを中心とする NPO「とばリサイクルネットワーク」 

 に管理運営が委託され、市民の手によりリサイクルパークが運営され   

ています。 

・家庭生ごみの堆肥化に向けて、専用ケース「ひなたぼっこ」を使っ 

 た家庭における一次処理について市の堆肥化講座を約 170 名が受 

 講し、環境保全意識が高まりました。 

・一次処理物をリサイクルパーク内の堆肥化施設で収集・二次処理し、 

完成堆肥が、併設した試験農園での野菜等の栽培や堆肥化への参画 

家庭で活用されるという、循環のモデルが作られています。 

・資源物回収や環境教室、リユースショップの運営等を行うことで、 

収集拠点機能に加え、ごみの減量化を通じた市民の交流の場として 

認知されています。  

○○○○今後今後今後今後にににに向向向向けたけたけたけた課題課題課題課題やややや取組取組取組取組とととと、、、、県県県県としてのとしてのとしてのとしてのフォローフォローフォローフォローアップアップアップアップのののの視点視点視点視点    

・リサイクルパークの運営をより一層充実・発展させていくために、 

施設運営を担う人材の育成が重要であるとともに、来場者や生ごみ 

堆肥化への参画者を増やし、ごみ減量化に取り組む市民の輪を広げ 

ていくことが求められます。 

・コンポスト学校への NPO メンバー派遣や研修を実施し、専用ケー 

スでの生ごみ堆肥化について、将来的には 1000 世帯規模の参加 

をめざし取り組みます。 

・利用者数や資源回収量の把握、市民アンケート等によるパーク運営 

やごみ減量の効果検証・市民啓発など、県として市と連携してフォ 

ローアップします。 
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鳥羽リサイクルパーク 施設全景 
（H19.3.10 オープニングイベント） 

 環境教室の模様 

鳥羽市 リサイクルパーク整備事業 

堆肥化施設(二次処理場)と 

専用ケース「ひなたぼっこ」 

 

資源物回収ブース(上)と 

持込物の計量の様子 



 

 

鳥羽市環境課資源リサイクル係長  

                 中村  孝 さん 

 

 

○事業発案の経緯や取組のきっかけを教えてください。 

県ごみゼロ推進室主催の衣装ケースによる「生ごみ堆肥化研修」に 2 年前に出席したこ

とがきっかけです。鳥羽市民のみなさんが何人か参加され、私も参加していました。 

 

○実際に取り組まれた中で、一番ご苦労されたことはなんでしょうか。 

計画段階から市民のみなさんと共に考え、実行に移す作業を 2 年余りかけて完成するこ

とが出来ました。先進地の視察なども行いながら新しいものを生み出すということで、毎

月 1 回以上の会議で、楽しく激しい議論を繰り返しました。施設の整備というよりは、人

間関係の構築が最も難しかったといえます。また、こうした取り組みを通してＮＰＯ法人

が設立されたことに感謝しています。  

 

○事業の一番の成果は何だと思われますか。 

まさに、市民参画のお手本が出来たことです。現在でも毎日が試行錯誤の連続で、新た

な行動を常に考え前進しています。リサイクルパークから鳥羽市が活性化され、元気が出

て来ると思います。他の分野にもこうした活動が影響を与えることを期待しています。                          

 

○今後に向けての課題や展望を聞かせてください。 

リサイクルパークの活動を広く情報提供し、さらにネットワークを拡大することです。

現在、リサイクルパーク情報誌「ひなたぼっこ通信」を作成中です。また、利用者が増え

たことで現在の場所が狭くなったとの声も出ており、スペースを広げることを検討してい

ます。また、布ぞうり造りなどの環境講座が人気です。これからも充実をめざします。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

準備段階から市や県の担当者の方と一緒に考え完

成することが出来ました。大変忙しかったのですが、

楽しく活動してきました。こうした中で、有志の方

26 名で、18 年 10 月ＮＰＯ法人を立ち上げました。 

19 年 3 月初旬からリサイクルパークの管理運営に

あたっていますが、大変な役を引き受けたと思ってい

ます。ごみリサイクルの分別作業を通じて、みんなで

共に一生懸命取り組んでいます。少しでもごみの削減

に役立つよう今後も頑張ります。 

「「「「生生生生のののの声声声声」」」」～モデル事業に取り組んでみて～ 

ＴＯＰＩＣＳ NPO メンバーの声 
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ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人    

とばとばとばとばリサイクルネットワークリサイクルネットワークリサイクルネットワークリサイクルネットワーク    

理事長理事長理事長理事長                山西山西山西山西        元元元元さんさんさんさん    



 

 

 

○○○○モデルモデルモデルモデル事業事業事業事業としてのとしてのとしてのとしてのねらいねらいねらいねらい    

  市と事業者が連携して事業系ごみの減量を検討する取組をモデルとして支援し、普及をめざ

します。 

○○○○事業事業事業事業のののの目的目的目的目的とととと概要概要概要概要    

鳥羽市の排出特性である、旅館やホテルをはじめ、飲食店、スーパー等の事業所から排出さ

れる多量の事業系ごみについて、減量化の実効性を高めるために、商工会議所と連携して排出

実態等を調査するとともに、堆肥化や養殖用の飼料化等の再資源化のあり方やシステムづくり

について検討を行います。 

○○○○事業事業事業事業のののの成果成果成果成果    

・事業所からの事業系ごみの排出実態が明らかとなりました。 
（旅館やホテル、飲食店、卸・小売等食品関連産業の事業系ごみが、市のごみ総量の 46％を、旅館・ホ

テルの生ごみが事業系可燃ごみの４割を占める等） 

・生ごみ再資源化物の需要量(堆肥:4400 ㌧、養殖用飼料:1300 ㌧等)が分かりました。 

・設定した７パターンごとに、生ごみ再資源化システムの構築やコスト面の分析を行い、

例えば大きな旅館・ホテルで堆肥・飼料化の集約処理をした場合、全旅館・ホテルを組

み入れた堆肥化処理の場合など、コスト試算が出されました。 

・これら一連の、商工会議所内「循環型社会システム作業部会」での検討結果・意見を取

りまとめ、19 年３月、鳥羽商工会議所総会で報告が行われました。 

○○○○今後今後今後今後にににに向向向向けたけたけたけた課題課題課題課題やややや取組取組取組取組とととと、、、、県県県県としてのとしてのとしてのとしてのフォローフォローフォローフォローアップアップアップアップのののの視点視点視点視点    

・食品廃棄物の養殖用飼料への活用に関する、飼料安全法の規制をクリアするための方策

を、検討・実施していくことが必要です。 

・大規模旅館における集約処理型の堆肥化だけではなく、各旅館・ホテルにおける堆肥化

に向けて、取組への参画の促進や施設整備が必要です。   

・今後は、モデル事業所におけるごみ減量化の計画の検討・実施など、引き続き作業部会

において、具体的取組への展開を検討します。 

・事業者と連携した再資源化システムの検討について、データや事業効果の検証結果の市

民への還元も含め、県として市と連携してフォローアップします。 

 

 

  

                  

 

         

事業所ごみ排出実態調査の模様 

       ↓ 
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作業部会でのセミナーの様子 

      ↓ 

   ↑ 

ごみ減量化手法 

検討調査報告書 

鳥羽市 事業系ごみの減量化手法の検討調査 



                          

  

 

鳥羽市環境課資源鳥羽市環境課資源鳥羽市環境課資源鳥羽市環境課資源リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル係長係長係長係長        

                                                                    中村中村中村中村        孝孝孝孝    さんさんさんさん    

 

 

○事業発案の経緯や取組のきっかけを教えてください。 

商工会議所のみなさんが積極的に取り組む作業部会から要請があり、市環境課としての

考え方を説明したことがきっかけです｡市としても、事業系ごみの減量化の方策を積極的

に展開したいと考えており、思いが一致しました。こうしたことから、作業部会の事務局

を環境課が途中から受け持ち、検討・調査を実施することになりました。 

 

○実際に取り組まれた中で、一番ご苦労されたことはなんでしょうか。 

アンケートの実施など、こうした取組の事例が少ないことから、内容の検討や配布先・

方法の検討に時間を要しました。また、事業所ごみの排出実態を調べるために、ホテル等

の事業所に深夜や早朝にごみ回収に行きました。 

 

○事業の一番の成果は何だと思われますか。 

  行政と事業所の代表が、ごみの実態を明らかにするとともに、問題点や改善手法につい

て議論が出来、非常に貴重な経験と資料が完成しました。今後の展開に大きく貢献すると

思います。                              

 

○今後に向けての課題や展望を聞かせてください。 

具体的に減量化の事業を実施すること、こうした事業を多くの事業所に普及し、ごみを

減量化することです。資源循環型社会を目指し、環境にやさしいまちとしてのイメージづ

くりを通して、観光と環境を結び、市を活性化したいと夢を追い求めています。 

 

 

      

                    

「「「「生生生生のののの声声声声」」」」～モデル事業に取り組んでみて～ 

ＴＯＰＩＣＳ 検討会メンバーの声 

我々の事業所から出る事業系ごみが、市全体の約半

分を占める鳥羽市。観光地とはいえ事業所の責任は多

大なものです。鳥羽には今年リサイクルパークが出

来、熱心な市民の方も多く、事業所はこの方々ともう

まく連携を図り、具体的に取り組みを行い事業系ごみ

の減量化をしなければなりません。 

鳥羽の旅館・ホテルの生ごみは魚介類が多く含まれ

ていて、堆肥化・養殖用飼料化に適していることや安

全性については確認済みで、「環境のまち鳥羽」と言

われるようにしたいものです。  

循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会システムシステムシステムシステム作業部会作業部会作業部会作業部会    

委員委員委員委員        宍倉宍倉宍倉宍倉    秀明秀明秀明秀明    さんさんさんさん    

（（（（戸田家戸田家戸田家戸田家    業務副支配人業務副支配人業務副支配人業務副支配人））））    

  1４ 



  

 

ごみゼロ社会の実現をめざして、行政と事業者、住民、NPO など地域社会における主体が

協働で取り組む廃棄物の循環的利用を促進するため、資源回収の拠点施設整備にかかる費用を

補助しました（当補助事業は 18 年度で終了）。 

 

 

 

◇事業内容 

新聞、雑誌、段ボール等の収集拠点となるストッ 

クヤードを団地内に設置しました。 

17 年度に４箇所を整備済でしたが、18 年度は 

１箇所を整備しました。 

管理運営は自治会が担っています。 

 

 

 

 

◇事業内容 

  小学校区単位で１箇所、雑誌やビン、ペットボトル 

等を持込める資源回収ステーションを整備しました。 

17 年度に４箇所、累計 10 箇所を整備済でしたが、 

  18 年度は５箇所を整備しました。 

  管理運営は自治会が担っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東員町東員町東員町東員町    資源資源資源資源ごみごみごみごみストックヤードストックヤードストックヤードストックヤード整備整備整備整備    

伊勢市伊勢市伊勢市伊勢市    資源物回収資源物回収資源物回収資源物回収ステーションステーションステーションステーション整備整備整備整備    
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○○○○ごみごみごみごみ減量化減量化減量化減量化モデルモデルモデルモデル事業事業事業事業    

車の乗入れが可能な伊勢中央ステーション 住宅街にある物置型のステーション 



 

 

  

□□□□「「「「ごみごみごみごみゼロゼロゼロゼロ社会実現社会実現社会実現社会実現プランプランプランプラン    普及版普及版普及版普及版」」」」・・・・・・・・・・・・3333000000000000 部部部部増刷増刷増刷増刷    

プラン内容を分かりやすく伝えご理解いただくためのＰＲ版として、出前トーク・地

域交流会・セミナー・フォーラムなど各イベント等において、県民の方々、NPO 等団

体関係者、事業者等の方々に配布しました。 

※プラン冊子（普及版）ご入用の方は、県ごみゼロ推進室までお問い合わせください（連絡先は巻末記載）。 

 

            

 

                            

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

□□□□行政連絡会議行政連絡会議行政連絡会議行政連絡会議    

県内７地域（桑名、四日市、津、松阪、伊勢、伊賀、尾鷲・熊野）ごとに、18 年７

月と 19 年２～３月にかけての２回、市町（一部事務組合及び広域連合を含む）、県の担

当者が参加して、プラン推進の取組についての情報共有や意見交換を行いました。 

□□□□生生生生ごみごみごみごみ堆肥化講座堆肥化講座堆肥化講座堆肥化講座    

県内のべ 17 会場において、県民や市町職員を対象とした、衣装ケースを使用した 

堆肥化(一次・二次処理)の体験講座や、完成堆肥利用についての講演を開催し、のべ

360 名の方々に受講いただきました。 

 

○○○○そのそのそのその他他他他、、、、県県県県としてとしてとしてとして主主主主にににに取取取取りりりり組組組組んだことんだことんだことんだこと    

ごみゼロ社会実現プラン 本冊 ごみゼロプラン 普及版 
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衣装ケースを家庭での一次処 

理用の堆肥化ボックスに加工 

一次処理された生ごみの切り 

返し作業（二次処理工程） 

完成堆肥の利用に関する講演 

（会場：鳥羽市） 

プランプランプランプラン冊子冊子冊子冊子のののの配布配布配布配布・・・・説明説明説明説明によるごみによるごみによるごみによるごみゼロゼロゼロゼロ取組取組取組取組のののの普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発    

県民県民県民県民、、、、市町市町市町市町、、、、事業者事業者事業者事業者、、、、NPONPONPONPO 等等等等とのとのとのとの協働協働協働協働のののの取組取組取組取組    



 

 

□□□□地域地域地域地域ごみごみごみごみゼロゼロゼロゼロ推進交流会推進交流会推進交流会推進交流会のののの開催開催開催開催        

    地域でのごみ減量化取組の活性化を促進するため、県内６地域で開催し、住民の方々 

や NPO 等団体のみなさんで、地域での取組の発表・先進事例の紹介・意見交換等の情 

報交流や、見学会、有識者の講演会などを行いました。 

 

 

   

      

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域 概  要 開催日 参加数 

桑名・四日市 津島市のごみ施策への住民参画の取組紹介(市担当者講演会) H19.3.26 30 名 

松阪 飯南町生ごみ堆肥化事業・団体の活動紹介、施設見学会 

徳島県上勝町ゼロ・ウェイストのまちづくりの取組講演会 

住民と行政の協働でのごみ減量化、交流会のあり方検討会 

H18.6.18 

H18.10.28 

H19.3.11 

90 名 

53 名 

37 名 

伊賀 鳥羽リサイクルパーク見学、NPO 活動等の意見交換・交流会 H19.3.13 34 名 

伊勢 服部美佐子氏講演会・ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ(市民・行政協働のごみ減量) H19.1.28 130 名 

尾鷲 海山リサイクルセンター、尾鷲市クリーンセンター見学・交流会 H19.3.6 31 名 

熊野 生ごみ堆肥化取組事例の発表・意見交換会、エコクッキング H19.3.17 37 名 
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熊野交流会 エコクッキング 

松阪交流会 堆肥化施設見学の様子 

伊賀交流会 鳥羽リサイクル 

パークでの意見交換会の様子 

県民県民県民県民、、、、市町市町市町市町、、、、事業者事業者事業者事業者、、、、NPONPONPONPO 等等等等とのとのとのとの協働協働協働協働のののの取組取組取組取組    

伊賀の山人(やまびと)が鳥羽の海人(うみび

と)をお訪ねしました。 

鳥羽のリサイクルパークは、清潔感があり、

こじんまりとして、市民が往来し易いように作

られていました。その中でも、談話室があるの

がとてもうらやましかったです。 

温かいおもてなしをしていただきながら、双

方の参加者一人一人が環境への取り組みを話

し合い、衣装ケースを使用した生ごみ堆肥化を

見せていただきました。 

ごみの中でも、生ごみは好まれないようです

が、処理方法が多様で一番面白いのではと思っ

ています。 

ごみのリサイクルは各地で色々な方法でな

されています。 

多くの市民の方に理解し実行してもらえる

方法を探し出すのが急務かなと思いました。 

 

伊賀交流会伊賀交流会伊賀交流会伊賀交流会ごごごご参加参加参加参加    

    奥奥奥奥    喜美子喜美子喜美子喜美子さんさんさんさん    

（（（（名張市名張市名張市名張市ごごごご在住在住在住在住））））    

 

ＴＯＰＩＣＳ ～～～～交流会参加者交流会参加者交流会参加者交流会参加者のののの生生生生



 

 

□□□□事業者事業者事業者事業者セミナーセミナーセミナーセミナーのののの開催開催開催開催    

   プラン推進に向けた事業者の参画を促進するとともに、事業者自らのごみ減量化の取 

組を促進・活性化させるため、県内の事業者等を対象に開催し、プランの PR とあわせ

て、ごみ減量・環境教育を通じた地域貢献の先進事例や事業系ごみ減量取組の報告、容

器包装削減の取組発表等を行いました。 

○企業・事業者の地域貢献・地域との協働のあり方を考えるセミナー   
開催日：平成 19 年 2 月 27 日  参加者：60 名 

  ＜テーマ＞ごみ減量化・環境教育の視点からのアプローチ 

   事業者や NPO、市町等の主体的な取組の実践に向けたき

っかけづくりとなるよう、ごみの減量化にもつながる「環

境教育」を切り口とした地域との協働・地域貢献取組の事

例紹介として、県内外３名の講師の方々にお話いただきま

した。 

○容器包装リサイクルセミナー  

開催日：平成 19 年３月 15 日  参加者：70 名 

  ＜テーマ＞レジ袋削減等の取組 

   レジ袋の削減に向けた三重大学の取組紹介からごみ減量化

の重要性について、また、事業者の具体的取組事例として、

イオン株式会社や生活協同組合コープみえのレジ袋有料化

取組や商品包装材の回収・リサイクルの取組について発表

いただきました。 

○事業系生ごみ減量化セミナー  

開催日：平成 1９年３月 27 日  参加者：30 名 

  ＜テーマ＞鳥羽市の事業系ごみ減量化手法検討調査の結果報告 

   H18 年度ごみゼロ社会実現プラン推進モデル事業として

実施した、事業系ごみの減量化手法の検討調査の結果につ

いて、鳥羽商工会議所総会の場で、旅館・ホテル関連事業

者を対象に報告が行われました。 

                       

   

地域と企業がしっかりと手を結んで活動しており、すばらしい／ NPO と企業との協働で

メリットが色々あることが分かった／ 事業者側の取組の視点が明確であり、考え方・進

め方が参考になった／ 子どもへの環境教育はとても大切であり、今後検討していきたい

／ 地域の活動に参加できる人材の養成が課題である／ レジ袋有料化のプロセスの一端

が分かり、糸口がつかめた／ 企業に比べ行政の動きが不足しているように感じる／ ご

み減量・排出抑制に向けて消費者の意識変革の大切さを痛感した／ 検討報告を受けて、

事業所排出ごみの削減に向けて、具体的な取組を市とともに検討していく必要がある／ 

等々 

セミナーセミナーセミナーセミナー参加参加参加参加のののの方方方方へのへのへのへのアンケートアンケートアンケートアンケートでいただいたおでいただいたおでいただいたおでいただいたお声声声声をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介しますしますしますします    

県民県民県民県民、、、、市町市町市町市町、、、、事業者事業者事業者事業者、、、、NPONPONPONPO 等等等等とのとのとのとの協働協働協働協働のののの取組取組取組取組    

 １８ 



 

 

□□□□生生生生ごみごみごみごみリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル交流会交流会交流会交流会のののの開催開催開催開催  

開催日:平成 18 年 12 月 2 日 参加者:80 名 

～生ごみリサイクルを通じて循環型社会の構築を考える～ 

地域における生ごみリサイクルの取組の活性化を促進するとともに、生ごみのリサイ

クルを通じた地域社会のネットワークづくりについて考えていただく機会とするため、

生ごみリサイクルに関する取組事例の講演、意見交換を行う交流会を開催しました。 

◇講演 

テーマ：「生ごみを利用した堆肥化のポイント」 

   講 師：神奈川県農業技術センター  

副所長兼企画調整部長 藤原俊六郎 氏 

◇講演 

  テーマ：「生ごみ堆肥化が地域を変えた」 

  講 師：レインボープラン推進協議会（山形県長井市） 

  会長 菅野芳秀 氏 

◇意見交換会 

ふたつの分科会に分かれ、それぞれ講師との間で、生ごみの堆肥化について活発

な質疑応答や意見交換が行われ、好評をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演会講演会講演会講演会のののの模様模様模様模様    

意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会    

活発なやり取りが交わされました 
生ごみ堆肥で栽培した県内産

野菜の展示・提供がありました 
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県民県民県民県民、、、、市町市町市町市町、、、、事業者事業者事業者事業者、、、、NPONPONPONPO 等等等等とのとのとのとの協働協働協働協働のののの取組取組取組取組    

土に対する考え方が変わりました／生ごみ堆肥化の注意点や取組の苦労話を聞けてとても

参考になった／生ごみに対する様々な視点で考え方が聞けて良かった／専門的な知識も聞

けて無農薬野菜づくりの参考になります／生ごみ処理からの町づくり・地域づくりは楽しく

素晴らしい／毎日出るごみを少しずつでも減らしていきたい／単なる生ごみリサイクルで

はなく、地域の輪づくりになっていて素晴らしい／自分たちの町も循環型の住みよい・暮ら

しよい町にしていきたい／情熱･熱意こそ原動力だと感じた／実践的・技術的内容が聞けて

参考になった／生ごみリサイクルは一朝一夕では不可能だと分かりました／市民に行政が

加わって実行できると思う／突っ込んだ質疑応答が出来て大変良かった／ 等々 

 

交流会交流会交流会交流会参加参加参加参加のののの方方方方へのへのへのへのアンケートアンケートアンケートアンケートでいただいたおでいただいたおでいただいたおでいただいたお声声声声をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介しますしますしますします    



 

 

□□□□福祉福祉福祉福祉とととと企業企業企業企業がつなぐがつなぐがつなぐがつなぐ、、、、新新新新たなごみたなごみたなごみたなごみ減量化減量化減量化減量化（（（（３３３３Ｒ）Ｒ）Ｒ）Ｒ）システムシステムシステムシステム検証検証検証検証 

【事業の趣旨・概要】 

・事業者（ショッピングセンター）の協力を得て、資源ごみの持込み量に応じて利用者に 

買い物ポイントサービスを還元する新たなインセンティブの仕組みによる店頭回収事業 

を実施し、その成果の検証を、障がい者の就労･自立支援を目的とする NPO 法人「みど

りの家」に委託しました。 

・利用者数、資源ごみの回収量や、事業経費等のデータを収集するとともに、事業運営に

かかる課題・問題点の整理を行い、他の福祉団体等が取り組むための参考としていただ

けるよう、結果を公表しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   新聞･雑誌１㌔につき２ポイントを付与し、50 ﾎﾟｲﾝﾄ毎に地域通貨かサービス券として、ショッ

ピングセンター内の協賛店舗で利用いただけるようにしました。 

【事業の成果】 

・H18.12.１～H19.2.28 の 3 カ月間の検証期間中、回収拠点(リサイクルプラザ)の利用

者数が前年同期比で 20%増、資源ごみ回収量も同様に 12%増となり、資源ごみ持込

みの参画者・回収量ともに増えました。 

・利用者アンケートからも、回収システムへの賛同の声が多く、買い物ついでのごみ出し

ができるという利用者の利便性向上につながりました。 

【今後の課題や展開】 

 ・回収品目を多くしてほしいとの声が寄せられています（ビンなど）。 

 ・幅広い周知を図り、資源ごみ持込みの取組の輪が広がるようにします。 

 ・より利用者・住民のニーズに応えるサービスの拡大に向けて、こうした協働のネットワ

ークを組めるごみ減量化のシステムづくりの検討を進めます。 

 

 

 

 

 

資源ごみの重量毎にポイントが増えるのが面白い

と、ご近所で協力して持ち込まれる参加者も出てきま

した。今までないシステムをつくりながら試行錯誤で

実践する中、トラブルもありましたが、たくさんの励

ましのお声やご協力をいただきましたおかげでなん

とか乗り越えることができました。 

ＴＯＰＩＣＳ ～～～～取取取取りりりり組組組組まれたまれたまれたまれた方方方方のののの生生生生のののの声声声声～～～～
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NPONPONPONPO 法人法人法人法人    みどりのみどりのみどりのみどりの家家家家    

            新内新内新内新内    さとみさとみさとみさとみさんさんさんさん    

新聞・雑誌をリサ
イクルプラザに持
ち込んでください

ポイントが貯まれば、
お店で割引等のサー
ビスが受けれます

持ち込み量に応
じてエコチェンジ
カードにポイント
がつきます

新聞・雑誌をリサ
イクルプラザに持
ち込んでください

ポイントが貯まれば、
お店で割引等のサー
ビスが受けれます

持ち込み量に応
じてエコチェンジ
カードにポイント
がつきます

県民県民県民県民、、、、市町市町市町市町、、、、事業者事業者事業者事業者、、、、NPONPONPONPO 等等等等とのとのとのとの協働協働協働協働のののの取組取組取組取組    



 

 

□□□□市町市町市町市町ごみごみごみごみ処理処理処理処理システムシステムシステムシステムのののの最適化最適化最適化最適化にににに向向向向けたけたけたけた検討検討検討検討    

【事業の趣旨】 

・Ｈ４年以降増加傾向の続く県内市町のごみ処理費用(施設整備費除く)や、ごみの処理方

法、環境への影響等について積極的に情報提供し、住民、事業者、市町など、各々の役

割やコスト負担について、理解や合意が得られるごみ処理システムの構築が必要です。 

・しかしながら、統一の評価基準がないため、効率評価や他自治体との比較が不可能なの

が現状であり、ごみ処理システムの最適化のためには、コストや環境面での評価を分か

りやすく住民等に説明できるためのツールが必要とされています。 

【事業内容や成果など】 

・廃棄物会計を活用した廃棄物処理システムの分析や同会計基準の普及・啓発を目的とし

て、全国に先駆けて取り組んだ 17 年度に続き、環境省の循環型社会形成推進基礎調査

事業と連携する形で、同省が策定する廃棄物会計基準案を四日市市、伊勢市、菰野町、

津市、鳥羽市の５市町でモデル試行し、ごみ処理システムの現状把握や変更にかかる会

計的側面からの分析・検証を進めました。 

・ごみ処理システムを対象とする LCA(ﾗｲﾌｻｲｸﾙｱｾｽﾒﾝﾄ)をモデル的に実施し、システムの

検証ツールとしての LCA 手法の可能性について検討した結果、エネルギー消費量、二

酸化炭素排出量の低減効果について、活用の可能性が見出されました。 

【今後の課題や展開について】 

・市町ごみ処理システムの最適化に向けて、廃棄物会計の活用事例の情報提供やパソコン

入力作業の支援を通じて、県内市町の廃棄物会計基準導入が促進されるよう、普及・啓

発に取り組みます。 

・LCA 手法による評価は、廃棄物会計基準による財務・会計的な観点での評価など各指

標とあわせて、有効に活用していくことが期待されます。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県民県民県民県民、、、、市町市町市町市町、、、、事業者事業者事業者事業者、、、、NPONPONPONPO 等等等等とのとのとのとの協働協働協働協働のののの取組取組取組取組    

廃棄物会計 

 ・・・・ごみごみごみごみ処理処理処理処理にどのようににどのようににどのようににどのように税金税金税金税金がががが使使使使

われているのわれているのわれているのわれているの？？？？    

・・・・なぜなぜなぜなぜ分別分別分別分別するするするする必要必要必要必要があるのがあるのがあるのがあるの？？？？    

・・・・焼却焼却焼却焼却とととと再資源化再資源化再資源化再資源化ではどれくらいではどれくらいではどれくらいではどれくらい

費費費費用用用用がががが違違違違うのうのうのうの？？？？    

・・・・有料化有料化有料化有料化やややや手数料手数料手数料手数料をををを改定改定改定改定しししし    

たらどうなるのたらどうなるのたらどうなるのたらどうなるの？？？？    

説明・合意形成 

情報提供（共有） 

コミュニケーション 

 

コスト 成果 

環境負荷 必要性 

○事業効率化、コスト削減、

新規施策導入の判断材料 

○再資源化等事業に係る費

用対効果の検証ツール 

○住民・事業者への説明責任

を果たすためのツール 

○住民・事業者の参画・協働

を進める際の情報基盤 

持続可能なごみ処理体系の構築 

～ごみ処理システムの最適化～ 

環境環境環境環境へのへのへのへの負荷負荷負荷負荷 住民住民住民住民サービスサービスサービスサービスのののの水準水準水準水準    

効率性効率性効率性効率性・・・・費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果 

廃

棄

物
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計 
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廃棄物会計基準廃棄物会計基準廃棄物会計基準廃棄物会計基準ややややＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡツールツールツールツールののののアウトプットイメージアウトプットイメージアウトプットイメージアウトプットイメージ    

①
可
燃
ご
み

②
不
燃
ご
み

③
粗
大
ご
み

④
ア
ル
ミ
缶

⑤
ス
チ
ー
ル
缶

⑥
無
色
び
ん

⑦
茶
色
び
ん

⑧
そ
の
他
の
色
び
ん

⑨
リ
タ
ー
ナ
ブ
ル
び
ん

＜＜＜＜費用費用費用費用＞＞＞＞
収集運搬部門費
（円/年）

769,144,802 87,936,635 17,997,000 8,399,051 4,657,429 7,185,263 5,805,005 2,390,685 0

中間処理部門費
（円/年）

1,540,242,131 0 838,977 0 0 0 0 0 0

最終処分部門費
（円/年）

0 410,299,070 3,020,751 0 0 0 0 0 0

再資源化部門費
（円/年）

346,636,290 0 0 1,448,546 1,155,388 6,254,042 5,052,668 2,335,618 0

作業部門費合計
（円/年）

2,656,023,223 498,235,706 21,856,728 9,847,598 5,812,817 13,439,305 10,857,674 4,726,302 0

管理部門費
（円/年）

165,994,072 31,138,347 2,196,010 615,447 363,285 2,129,572 1,720,490 550,150 0

費用合計
（円/年）

2,822,017,295 529,374,053 24,052,738 10,463,045 6,176,102 15,568,877 12,578,164 5,276,452 0

＜＜＜＜原価原価原価原価＞＞＞＞
収集運搬部門原価
（円/kg)

15.07 7.47 116.11 33.33 23.17 6.60 6.60 6.60 -

中間処理部門原価
（円/kg)

17.12 - 17.12 - - - - - - -

最終処分部門原価
（円/kg)

- 21.59 28.50 - - - - - - -

再資源化部門原価
（円/kg）

30.04 - - 5.75 5.75 5.75 5.75 6.45 -

＜＜＜＜収益収益収益収益＞＞＞＞
収益合計
（円/年）

528,419,338 62,243,230 7,364,751 26,448,859 2,974,368 383,533 309,858 134,880 0

○原価計算書（一部）のイメージ・・・ごみ品目(計 20品目)ごとの、処理にかかる所要単価を算出します 
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0
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100
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200
廃棄物の発生

再生利用

エネルギー

回収・利用

最終処分

温室効果ガスの排出

廃棄物処理

サービス

人口一人当たり処理経費

資源回収に

要する費用

エネルギー回

収に要する費用

最終処分減量に

要する費用

類似団体平均

A市実績

 人口：186,520 人 面積：450km2   

分別収集の類型：類型Ⅰ  

処理システムの概要：○中間処理：焼却施設（一部事務組合）、粗大

ごみ処理施設(市単独) ○最終処分：管理型最終処分場(一部事務組合) 

エネルギー回収・利用【評価

結果】  

  最大,
305

最小, 0

平均,

89

実績,

98

0

100

200

300

400

100

（MJ／ｔ） H22 目標値  

最終処分【評価結果】  

  

最大,

0.23

最小,

0 .06

平均,

0 .13

実績,

0.10

0 .0

0 .1

0 .2

0 .3

(ｔ／ｔ)

H22目標

温室効果ガスの排出【評価結果】 

  

最大,

0.334

最小,

0 .120

平均,

0.227 実績,

0.284

0.1

0.2

0.3

0.4

(kg/人･年)

H22 目標値  

廃棄物処理サービス【評価結果】 

最大,

3.8

最小,

2.0

平均,

3.1

実績,

2.2

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

（得点） H22 目標値 

人口一人当たり処理経費【評価結果】 

最 大 ,

2 1 ,4 7 5

最 小 ,

7 ,8 3 6

平 均 ,

13 ,1 1 7

実 績 ,

1 2 ,4 6 1

0

50 00

1 00 00

1 50 00

2 00 00

2 50 00

(円 /人 ･年 )

資源回収に要する費用【評価結果】 

最大,

16 ,800

最小,

8,350

平均,

13,500

実績,

10,800

5000

10000

15000

20000

(円/ｔ)

エネルギー回収に要する費用【評価結果】 

最大,

100

最小,

20

平均,

60
実績,

66

0

20

40

60

80

100

120

(円/ｋJ)

最終処分減量に要する費用【評価結果】 

最 大,

10 ,0 0 0

最 小,

5 ,0 0 0

平 均,

7 ,5 0 0

実 績 ,

6 ,7 5 0

4000

6000

8000

10000

12000

(円 / t)

廃棄物の発生【評価結果】  

  

最大,

1 .380

最小,

0.863

平均,

1.147

実績,

1.101

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

100

(kg/人･日)

H22 目標値 

廃棄物の再生利用【評価結果】 

  
最大,

0.32

最小,

0.12

平均,

0.20 実績,

0.17

0.1

0.2

0.3

0.4

100

（ｔ／ｔ）

H22 目標値 

○市町村一般廃棄物処理システム比較分析表のイメージ・・・標準的な項目にかかる評価結果を示します 

類似する自治体グループ 

の中での比較が可能です。 

２２ 



 

 

  

 

 

 

さらなるレジ袋の削減をめざして、市民・事業者・

NPO 等団体・市・県等で構成する「ええやんか マ

イバッグ（レジ袋有料化）検討会」において、マイ

バッグ持参率 50％以上実現のため、レジ袋の有料

化も含めた議論を進め、事業者との自主協定の締結

や、市民への啓発活動等を展開します。 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リサイクルの一層の推進や最終処分量の削減をめざして、新たな分別収集区分（ガラス・ 

陶磁器類）の実施にあわせて、自治会単位での回収ステーションの整備を行い、自治会に 

よる自主・自律的な集団回収への移行を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

伊勢市 レジ袋削減（有料化の導入）検討事業 

伊勢市 埋立ごみ(ガラス・陶磁器くず)等の分別収集システム検討事業 
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ⅤⅤⅤⅤ    ２００２００２００２００７７７７年度年度年度年度のののの展開展開展開展開についてについてについてについて 

イオン㈱ 上山氏の講演 

地元小学生３人も加わった 

パネルディスカッション  

「レジ袋大幅削減・マイバッグ持参シンポジウム」 

（市民啓発の一環として開催・H19.6.17） 

レジ袋削減宣言 

○プラン推進モデル事業 

○○○○モデルモデルモデルモデル事業事業事業事業のののの展開展開展開展開    市町が実施主体となるモデル事業を支援します。 

 
レジ袋は 
いらないよ 



  

        

 

「「「「マイボトルマイボトルマイボトルマイボトル････マイカップマイカップマイカップマイカップ運動運動運動運動」」」」    

  昼食や休憩時などに、職員が自分のコップ(マイカ

ップ)や水筒(マイボトル)等で飲もうという運動を、

Ｈ18 年から県庁 ISO14001 の取組のひとつとし

て位置づけ、全庁的に進めています。 

本庁舎と地域庁舎、各所属ごと等によって環境の

違いはありますが、可能な範囲で各職員が自主的に

取り組んでいます。 

  この運動によって、庁舎から排出されるペットボ

トルや紙コップ等が少しでも減るよう、今後も、意

識啓発を行いながら取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ｈ19.7 から、本庁舎最上階の休憩室内に、マイカップでも購入できる「マイカップ式自動販売機」

を設置しました。購入時にマイカップ使用を選ぶことで、紙コップの排出削減につながります。 

 

この運動は、中部９県１市※の庁舎でも取り組まれています。 

  ※富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県と名古屋市 

・Ｈ17 年７月の中部圏知事会議において、ごみゼロ社会の実現に向けて９県１市が連携し

て取り組むことを本県より提案し、合意されたのを受けて、Ｈ18 年５月、「中部圏ごみゼ

ロ社会実現推進会議」が発足しました。 

・Ｈ18 年度は、９県１市の統一的な実践運動として、各県市の庁舎において、「マイボトル・

マイカップ運動」を展開していくことを申し合わせ、Ｈ18 年 6 月以降取り組んでいます。 

 

 

 

三 重 県 庁 ト ピ ッ ク ス 

～県庁でも、職員はこんなことに取り組んでいます～ 
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○貴団体の目的を教えてください。 

環境保全、まちづくり 

○ごみの減量・ごみゼロに関するこれまでの活動内容・実績（特にＨ18.年、ないし19 年に取り組まれた

こと）や今後の活動方針等について、教えてください。 

私達は大きく３つの事業を行っています。 

  １：生ごみ堆肥化事業 

    家庭において衣装ケースを用いて一次処理された生ごみを回収し、二次処理で堆肥化を行い、出来

た堆肥を一次処理に参加していただいている家庭に還元することで、地域で循環させています。 

  ２：ごみ減量普及、啓発活動 

     （１）講演会活動 毎年講師を招いてごみ減量に関する講演会を行っています。 

    （２）イベントとごみ減量 東員町で行われる各種イベントでごみ減量のＰＲ活動を行っておりま

す。「東員町ふれあいフェステバル」、「笹尾東３丁目まつり」では、デポジット方式による

ごみ減量の提案をし、参加しています。 

    （３）環境教育の取組 18-19 年度と、地元小学校と連携し三重県「地域から発信！環境教育実

践事業」に取り組んできました。 

    （４）東員町「ごみゼロプラン」策定に企画コーディネーターとして参画してきました。 

  ３：リサイクルステーション事業 

    町内ショッピングセンター駐車場を借りて資源ごみ回収を毎週日曜日行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○これまでの活動や団体運営等において、最も苦労されたことは何でしょうか。 

ごみ問題は住民のモラルに負うところが大きく、広がりが出てこないのが問題です。 

○貴団体の活動において、“ここが特色”あるいは“一番お伝えしたいこと”は何でしょうか。 

ＮＰＯが持続可能な活動を行っていくための資金づくりはどこも共通した課題かと思いますが、私達は

リサイクルステーション事業をＮＰＯの安定した資金源としています。 

ごみゼロ社会に向けた、県内 NPO 等団体や事業者のお取組をご紹介します 

○○○○団団団団    体体体体    名名名名：：：：特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    生生生生ごみごみごみごみリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル思考思考思考思考のののの会会会会    

○代 表 者：川島 浩 

○所 在 地：〒511-0232 員弁郡東員町笹尾東３-１０-９ 

○連 絡 先：【TEL】0594-76-7586 【FAX】0594-76-7586 

【メール】khirosi@intsurf.ne.jp 

○ホームページ：http://www15.ocn.ne.jp/~toin-rcy/ 

    川島川島川島川島    浩浩浩浩    さんさんさんさん    

堆肥の 

切り返し 

講演会 

イベントにおけるデポジット

方式での容器回収 

環境学習 リサイクル 

ステーション 
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○貴団体の目的を教えてください。 

心身に障がいを持つ人に対して、地域市民と日常的にふれ合える環境事業を通じて、生活支援・就労支

援を行い、ノーマライゼーションを促進し、障がいを持つ人が安心して自立生活ができる環境づくりを目

的としています。 

 

○ごみの減量・ごみゼロに関するこれまでの活動内容・実績（特にＨ18.年、ないし19 年に取り組まれた

こと）や今後の活動方針等について、教えてください。 

鈴鹿市と四日市市内に、家庭ごみを良質な資源として集約・再生するためのリサイクルプラザや回収拠

点を設け、家庭のごみの再資源化・再利用事業を実施しています。平成18 年には、それまで実施してい

た地域通貨の取組を発展させた、資源の重量に応じて加算する「エコポイント方式」をスタートしました。  

1 軒１軒の家庭から出たごみをごみにせず、環境負荷を減らし有効に活かすために、当エコポイントを

通じて、生活者が自ら楽しく、不要になったものの運搬や分別に参加して、バザーショップ等で再利用で

きる場を運営しています。さらに、地域内物流、介護福祉サービスを活かした、交通弱者に対する集荷方

法も研究しています。19 年からは、家庭のごみの大部分を占める容器包装ごみの、環境負荷を減らし有

効に再資源化するための工場を稼動しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

○これまでの活動や団体運営等において、最も苦労されたことは何でしょうか。 

  地域の様々な企業と福祉団体がネットワークを組み、生活者の実情により合った環境サービスとして

年々利用が増えているものの、ボランテイア活動でできることに限界があるため、サービスを制限せざる

を得ない面があり、市民のニーズに100% 応えられないところです。 

 

○貴団体の活動において、“ここが特色”あるいは“一番お伝えしたいこと”は何でしょうか。 

  私たちの団体のような福祉事業者は、福祉事業の一環で、環境サービスをはじめとした様々な市民サー

ビスを担える可能性を持っています。私たちが実施してきた事業のように、ほかの福祉団体も、福祉はも

ちろん、環境や、コミュニティー、雇用といった分野の担い手になれることで、各施策に費やす税負担を

節約しつつ複合型ネットワーク事業による相乗効果により、地域社会がより豊かになるよう、研究・実践

していきたいと思っています。 

○○○○団団団団    体体体体    名名名名：：：：特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    みどりのみどりのみどりのみどりの家家家家    
 

○代 表 者：石谷 由里 

○所 在 地：〒510-0885 四日市市日永四丁目2-41 

○連 絡 先：【TEL】059-347-5122 【FAX】059-322-5128 

【メール】HZC03060@nifty.ne.jp 

○ホームページ：http://homepage2.nifty.com/ecopoint/    
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ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ(四日市市内)店頭での資源回収事業 

新聞・雑誌・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ・ビン等を分別回収しています 

石谷石谷石谷石谷    由由由由里里里里さんさんさんさん    



    

    

    

    

○貴団体の目的を教えてください。 

  高齢者の生き甲斐づくりとして取り組み始めたのが、生ごみの堆肥化でした。平成15 年に、10 軒の

家庭の生ごみを処理したのを皮切りに取り組み始め、コンポストマイスターの指導を受け、古い稲作用の

ビニールハウスを組み立てて、処理場をつくりました。 

  平成16 年にNPO 法人「生ゴミリサイクル・亀さんの家」として立ち上げました。 

○ごみの減量・ごみゼロに関するこれまでの活動内容・実績（特にＨ18.年、ないし19 年に取り組まれた

こと）や今後の活動方針等について、教えてください。 

   最初の頃は生ごみを腐敗させたり上手くいきませんでしたが、回数を重ねるとともに処理技術も向上

し、現在は養豚場跡地を借りて、広々とした場所で行うようになりました。 

  家庭での一次処理では、空気穴や水切り穴を開けた道具ケースを用います。床材として、もみ殻８：

米ヌカ２：粘り気のある土１：落ち葉１をブレンドして敷きつめ、これに水切りした新鮮な生ごみを投

入します。二次処理では10 ケース以上の一次処理物を集め、米ヌカ、土を加え、山積みすると発酵温

度が 60-80℃になりますが、１週間に一度切り返しを行い、40℃くらいで熟成に入り、３ヶ月後に

は完熟生ごみ堆肥の出来上がりです。 

  現在は60 軒の一般家庭、100 名の老人保健施設の生ごみを堆肥化処理しており、地元の小学校で、

環境学習として児童達とも一緒に堆肥化を行っています。 

  また、堆肥で育てた有機野菜はレストラン等へ販売しており、食の循環にもなっています。 

  今後は、松名瀬地域全戸において生ごみ処理が行われるようになることをめざして頑張っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○これまでの活動や団体運営等において、最も苦労されたことは何でしょうか。 

  一次処理を行ってくれる家庭、会員さんを増やすことでしたね。10 軒からスタートして、口コミや地

道な取組の継続、皆さんのご協力があって今に至っています。 

  あと、お金、活動資金をどうやって確保するのかは、いつも頭の痛い問題です。 

○貴団体の活動において、“ここが特色”あるいは“一番お伝えしたいこと”は何でしょうか？ 

  作業をしている会員は平均年齢75歳、最高齢者は80歳です。腰の曲がっている人もいますが、みんな

元気に３㎥の切り返し作業をスコップで行っています。 

  こうした、高齢者の生き甲斐づくり、小学校における環境学習・食育への関わり、貢献を引き続き進め

ていきたいです。 

○○○○団団団団    体体体体    名名名名：：：：特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    生生生生ゴミリサイクルゴミリサイクルゴミリサイクルゴミリサイクル・・・・亀亀亀亀さんのさんのさんのさんの家家家家    

○代 表 者：亀井 静子 

○所 在 地：〒515-0102 松阪市松名瀬町909 

○連 絡 先：【TEL】0598-59-0732 【FAX】0598-59-0732 

【メール】－  

○ホームページ：－    
    亀井亀井亀井亀井    静子静子静子静子    さんさんさんさん    
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自然公園大会 国道の清掃 

レジ袋有料化 報告・交流会 

    

    

    

    

○貴団体の目的を教えてください。 

『人と地域が輝いて、集客交流が盛んな伊勢志摩の未来を地域のみんなが創りあげていく』ことを目的

とし、会員は管内において「きれいな伊勢志摩」地域づくりの活動を進めています。（管内とは、伊勢・

鳥羽・志摩の３市と玉城・度会・大紀・南伊勢の４町の計７市町のことであり、会員は地域住民、市町の

職員、県職員などで構成されています。） 

○ごみの減量・ごみゼロに関するこれまでの活動内容・実績（特にＨ18.年、ないし19 年に取り組まれた

こと）や今後の活動方針等について、教えてください。 

Ｈ14 年から毎年、宮川から伊勢志摩～南島町までの海岸線を、地元の漁

業組合の方たちの協力を得て漂着ゴミのクリーンアップキャンペーンを行

っています。約 30 地区の漁協の方たちと、特にゴミの多いところに５㎡

の枠を決め、その中でどんなゴミが海や川に捨てられているのかを調査し

ています。19 年度は、環境省・県の事業として、伊勢湾の漂着ゴミの調査

を、答志島の奈佐の浜で集中的に行いました。 

H18 年には、第48 回自然公園大会の会場に続く国道の一斉清掃を行い

ました。また、私たちの提案で、このイベント会場での飲食食器はリユー

ス容器が使われました。 

毎年、地域の環境活動をしている団体との交流を行い、情報交換を行う交

流会を実施しています。約15～25 団体が集合して活発な意見交換や交流

が行われており、「身近なゴミ」や「行政の取組」などをテーマに、講演会

も開催してきました。Ｈ19 年11 月には、「伊勢市のレジ袋削減（有料化）

についての報告会」を開催しました。 

今後の活動方針としては、地域と会員が一体となった活動をしながら、 

同じ目的を持った仲間を増やし、ごみの減量を通じた、きれいな伊勢志摩 

の地域づくりを推進していきます。 

 

 

○これまでの活動や団体運営等において、最も苦労されたことは何でしょうか。 

活動地域が広いために、まず集合をすること、そして活動をすること自体が苦労するところでしょうか。反

面、各自治体が関わっているので、行政や住民の方々の協力はスムーズにしていただけます。また、これか

らの苦労になりますが、どの団体においても同じだと思いますが、後継者の育成は課題だと感じています。 

○貴団体の活動において、“ここが特色”あるいは“一番お伝えしたいこと”は何でしょうか。 

いろいろな環境活動をしている人（道路のポイ捨てゴミの収集、海のゴミの回収、生ゴミの堆肥化、勢

田川の清掃、審議会の委員、リサイクルサポート、各自治体の環境課）の集合体であり、多種多様な情報

や協力が得られることが特色です。 

○○○○団団団団    体体体体    名名名名：：：：きれいなきれいなきれいなきれいな伊勢志摩伊勢志摩伊勢志摩伊勢志摩づくりづくりづくりづくり連絡会議連絡会議連絡会議連絡会議    

○代 表 者：高屋 充子 

○所 在 地：〒517-0011 鳥羽市鳥羽３-16-8 

○連 絡 先：【TEL】0599-26-3971 【FAX】0599-26-3971 

【メール】takaya@zb.ztv.ne.jp 

○ホームページ：－  高屋高屋高屋高屋    充子充子充子充子    さんさんさんさん    

漂着ごみ調査(答志島 奈佐の浜) 
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BDF 車に給油 

 

 

 

 

 

 

 

 

○貴事業所の事業内容を教えてください。 

スーパーマーケットチェーン経営 

○ごみの減量・ごみゼロに関するこれまでの活動内容・実績（特にＨ18 年、ないし19 年に取り組まれた

こと）や今後の活動方針等について、教えてください。 

①マイバック・マイバスケット運動の推進によるお買物袋持参率の向上に取り組

みました。平成 18 年度の買物袋持参率 18.2%から、平成 19 年１０月度におい

ては、24.8%に向上しました。更なる向上を目指し、全従業員にオリジナルマイバ

ックを配布、従業員持参率100%をめざすとともに、お客様への呼びかけをすすめ、

全店の持参率30％台へを目標に取り組んでいます。最終2010 年までに50%を目

指します。マイバック持参運動と併せ、伊勢市においては、9 月21 日より中部地区

初の取り組みとしてスタートされましたレジ袋の無料配布中止を、行政、市民団体、

他の事業者の方々と共に取り組みました。その結果、お客様のご理解をいただき、伊

勢市内店舗のレジ袋持参率が90%に迫る数値で推移しています。今後も、行政、市民の方のご協力、ご理

解をいただけるよう、取り組みを進めていきたいと思っています。 

②お客様のご協力を得て、アルミ缶、ペットボトル、食品トレー、牛乳パッ

クの店頭リサイクル回収を推進しています。リサイクル回収量は、4 月から10

月の期間で比較すると、平成 19 年の実績は、平成１８年比で、アルミ缶２２

０％、ペットボトル120％、食品トレー120％、牛乳パック１１２％と大幅に伸ばし、再生品の原料とし

て、再利用されています。 

③店舗内で出る天ぷら油の廃油を自動車燃料として利用する BDF 燃料化に

取組み、現在2 台の社用車に燃料として利用しています。また、そのほか一部

の店舗の廃油については、三重県公衆浴場組合さんの燃料としてもご利用いた

だいています。 

④店内で発生する廃棄商品の削減を目指すとともに、止むを得ず出た廃棄商品を堆肥化、肥料化する取組

の拡大を図っています。 

○これまでの活動やその運営等において、最も苦労されたことは何でしょうか？ 

レジ袋削減については、お客様とともに、お客様の理解を得た上での活動であり、その浸透には、繰り

返しのお呼びかけ、告知、インセンティブ等さまざまな取り組みを行ない、やっと 2 割を超えるお客様

にご理解をいただけるようになってきました。 

○貴事業所の活動において、“ここが特色”あるいは“一番お伝えしたいこと”は何でしょうか？  

環境への取組として、廃油のBDF 燃料化と、社用車での活用。バイオ燃料が注目される中、一度使用

した廃油を100%バイオディーゼル燃料として再生し、現在、社用車2 台に使用をしています。社内で

発生した廃棄物を資源として有効に活用できた事例の1 つです。 

○○○○事業所名事業所名事業所名事業所名：：：：マックスバリュマックスバリュマックスバリュマックスバリュ中部中部中部中部株式会社株式会社株式会社株式会社    

○代 表 者：代表取締役社長 中西 進 

○所 在 地：〒515-8501 松阪市大口町２５５－１ 

○連 絡 先：【TEL】0598-51-8826 【FAX】0598-50-2302 

【メール】ホームページ「お客様の声」よりお寄せ下さい。 

○ホームページ：http://www.mv-chubu.co.jp 執行役員総務部長        西村西村西村西村    統武統武統武統武さんさんさんさん    
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○貴事業所の事業内容を教えて下さい。 

富士ゼロックス商品を中心とするOA 機器(デジタルカラー複合機、デジタル複合機、パソコン、プリ

ンター等のネットワーク関連機器)と消耗品の販売およびアフターサービス、ソリューション役務提供な

どのドキュメントサービス事業 

○ごみの減量・ごみゼロに関するこれまでの活動内容・実績（特にＨ１８年、ないし１９年に取り組まれた

こと）や今後の活動方針等について、教えてください。 

お客様のオフィスでは、“使用済み商品は、廃棄物ではなく、貴重な資源である”という考え方に基づ

き富士ゼロックスクローズド・ループ・システムに積極的に取組んでいます。現在では、当社が販売した

機械はもちろん、他社が販売した機械についても資源循環システムにより再資源化に努めています。 

当社の事業所内では、廃棄物の分別による再資源化だけでなく、どうしても廃棄物となるものについて

もサーマルリサイクルなど間接的な再資源化にも取組み、オフィスのゼロエミッションを目指しています。 

地域では、毎年、津市で開催される「津市の海岸一斉清掃」に社員と家族が参画しています。この活動

には、単に海岸を清掃することに参加するだけではなく企画、運営段階から参画しています。また、自社

の環境への取組みで培ったノウハウを次世代を担う子ども達にKids ISO14000を通じて展開していま

す。Kids ISO14000 では、子ども達が家庭で省エネ・省資源活動に取組み継続的な活動につながるこ

とを目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

○これまでの活動やその運営等において、最も苦労されたことは何でしょうか？ 

  従来は、社内での使用用紙について裏紙の使用、古紙リサイクルなどにより廃棄物削減や省資源化を推

進してきました。しかし最近は、情報セキュリティの観点から裏紙再利用や古紙リサイクルに苦労してき

ました。現在は、再資源化しやすいシュレッダーや機密BOX の導入により、再資源化に取組んでいます。 

○貴事業所の活動において、“ここが特色”あるいは“一番お伝えしたいこと”は何でしょうか？  

  廃棄物削減（ごみゼロ）など環境活動全般において、単に事業所内の活動だけでなく、お客様先や地域

など事業活動全般にわたって取組んでいます。また、社員個々についても夏の省エネキャンペーンやキャ

ンドルナイトへの参加など家庭でできる省エネ・省資源活動に取組みはじめています。 

○○○○事業所名事業所名事業所名事業所名：：：：富士富士富士富士ゼロックスゼロックスゼロックスゼロックス三重株式会社三重株式会社三重株式会社三重株式会社    
 

○代 表 者：代表取締役社長 濱倉 茂 

○所 在 地：〒514-8790  津市栄町1 丁目817 番地 

○ 連 絡 先：【TEL】059-228-7561 【FAX】059-228-4515 

【メール】info@mex.fujixerox.co.jp 

○ホームページ：http://www.fujixerox.co.jp/mex/ 
    代表取締役社長        濱倉濱倉濱倉濱倉    茂茂茂茂さんさんさんさん    
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○貴団体の目的を教えてください。 

地域住民とともに、環境保全に関する活動や事業を行い、もってごみゼロ社会の実現に寄与することを

目的とします。 

○ごみの減量・ごみゼロに関するこれまでの活動内容・実績（特にＨ18.年、ないし19 年に取り組まれた

こと）や今後の活動方針等について、教えてください。 

廃棄物を減量化し資源循環を促進するために、市民が主役となるための施設整備を目指してきました。

平成17 年から、衣装ケースによる生ごみ堆肥化に試験的に取り組んだグループの代表や公募市民等から

なる「鳥羽生ごみリサイクル推進会議」を組織し、ＮＰＯが運営主体となった『リサイクルパーク』を完

成することが出来ました。 

リサイクルパークでは、堆肥ケース「ひなたぼっこ」による家庭の

生ごみ堆肥化が始まりました。既にひなたぼっこに300 人近い方が

取り組み、生ごみの堆肥化を通して、環境保全への関心が高まりを見

せてきています。 

また、資源物の回収や環境教室等を行うことにより、環境全般の情

報提供が進み、楽しい市民の交流の場となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○これまでの活動や団体運営等において、最も苦労されたことは何でしょうか。 

新しい施設やしくみを創る産みの苦しみがありました。大変忙しい中ではあっても、楽しく議論を進め

てきましたが、リサイクルパークの構造や運営の方法等を決めるのに、視察に行ったり大変時間を要しま

した。やっと 3 月に完成してからは、月曜日は休みですが、他の日は、日曜日や祝祭日もオープンして

います。毎日 3 名がリサイクルパークの管理・運営にあたっています。誰をどの日に当番にするのか毎

月決めるのが大変です。 

○貴団体の活動において、“ここが特色”あるいは“一番お伝えしたいこと”は何でしょうか。 

これまで、ごみの処理を市に全て任せてきました。処理施設は多くの税金を必要とします。どこの自治

体も財政難と聞いています。家庭や事業所などの発生源で、ごみを減量化することはそんなに難しくない

と思います。そのためにどうしたらよいかということを、リサイクルパークでの実践を通して情報発信を

したいと考えています。みんなで楽しく考えましょう。 

○ 団団団団    体体体体    名名名名：：：：特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    とばとばとばとばリサイクルネットワークリサイクルネットワークリサイクルネットワークリサイクルネットワーク    

○代 表 者：山西  元 

○所 在 地：〒517-0022 鳥羽市大明東町2090-420 

○連 絡 先：【TEL】0599-25-9200 【FAX】0599-26-3959   

【メール】kankyouka@city.toba.mie.jp 

○ホームページ：－    
 山西山西山西山西        元元元元    さんさんさんさん    

リサイクルパーク 全景 

生ごみ堆肥舎(二次処理施設) 子ども達への環境教室 
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○貴事業所の事業内容を教えて下さい。 

①生活協同組合コープみえは、三重県全域で組合員を対象に、食料品、日用品等を中心とした商品の供給

及び福祉事業、共済・住まい・旅行・サービスなどの利用事業、組合員活動を行っています。 

（事業概要：2006 年度実績） 組合員数：13 万7 千人  供給高：184 億円 

②コープみえエコファミリー活動：組合員運動として地球温暖化防止を目的にゴミゼロを目指して積極的

に取り組んでいます。 

○ごみの減量・ごみゼロに関するこれまでの活動内容・実績（特にＨ18 年、ないし19 年に取り組まれた

こと）や今後の活動方針等について、教えてください。 

①コープみえの事業に関わる取り組み： 

・取扱商品の容器包装の減量化はＨ18 年度に 15 品目を実施。Ｈ11 年度からのべ 204 品目の容器包

装の減量化を実施してきました。 

・店舗では、トレー等の容器包装店頭回収のほか、レジ袋有料化を実施しています。 

・共同購入では牛乳パック、卵パック、商品を入れるポリ袋等の容器包装を回収しています。また、商品

カタログは最大の排出資源ですが、71.3%の回収率となっています。 

②コープみえの組合員活動： 

・コープみえエコファミリー（組合員の登録制に環境の活動）を平成18 年よりスタートさせました。ま

た、環境省の『こどもエコクラブ』や『我が家の環境大臣』への登録、地域でのゴミ問題を含む環境活

動に積極的に関わることを目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

○これまでの活動やその運営等において、最も苦労されたことは何でしょうか？ 

コープみえエコファミリーの登録人数は、約550 名となっています。今後、さらにとりくみを強化す

るための工夫をしています。 

○貴事業所の活動において、“ここが特色”あるいは“一番お伝えしたいこと”は何でしょうか？ 

コープみえエコファミリー企画は、環境の取り組みへの組合員の積極的な参加を応援し、また、ポイン 

ト制でその活動を支援しています。 

○○○○事業所名事業所名事業所名事業所名：：：：生活協同組合生活協同組合生活協同組合生活協同組合コープコープコープコープみえみえみえみえ    
 

○代 表 者：理事長 茂木 穰 

○所 在 地：〒515-0001  三重県松阪市大口町字北堀田273-2 

○連絡先：【TEL】0598－51－4411 【FAX】0598-51-2073 

     【メール】hterauti@tcoop.or.jp   

○ホームページ：http://www.coop-mie.jp/    理事長 茂木茂木茂木茂木    穰穰穰穰さんさんさんさん 

＜干潟探検での組合員による清掃活動＞ ＜ゴミを出さない親子エコクッキング教室＞ 
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《《《《発生発生発生発生・・・・排出抑制排出抑制排出抑制排出抑制》》》》

《《《《再資源化再資源化再資源化再資源化》》》》

《《《《環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの
好循環創出好循環創出好循環創出好循環創出》》》》

《《《《気運醸成気運醸成気運醸成気運醸成・・・・文化形成文化形成文化形成文化形成》》》》

５生ごみの再資源化

１拡大生産者責任の徹底

７公正で効率的なごみ処
理システムの構築

８ごみ行政への県民参画
と協働の推進

２事業系ごみの総合的な
減量化の推進

拡大生産者責任と費用負担のあり方の検討

６産業・福祉・地域づくりと
一体となったごみ減量化の
推進

取組取組取組取組のののの基本的基本的基本的基本的なななな視点視点視点視点
(1)(1)(1)(1)意識意識意識意識・・・・価値観価値観価値観価値観・・・・行動行動行動行動のののの転換転換転換転換

(2)(2)(2)(2)取組取組取組取組にににに関関関関するするするする優先順位優先順位優先順位優先順位のののの明確化明確化明確化明確化

(3)(3)(3)(3)多様多様多様多様なななな主体主体主体主体のののの役割分担役割分担役割分担役割分担のののの再構築再構築再構築再構築とととと連携連携連携連携・・・・協働協働協働協働

(4)(4)(4)(4)ごみをごみをごみをごみを資源資源資源資源ととらえたととらえたととらえたととらえた地域地域地域地域づくりのづくりのづくりのづくりの展開展開展開展開

①ごみごみごみごみ排出量削減率排出量削減率排出量削減率排出量削減率
家庭系家庭系家庭系家庭系ごみごみごみごみ３０３０３０３０％％％％
事業系事業系事業系事業系ごみごみごみごみ３０３０３０３０％％％％
（（（（対対対対2002200220022002年度実績年度実績年度実績年度実績））））

②資源資源資源資源としてのとしてのとしてのとしての再利用率再利用率再利用率再利用率
５０５０５０５０％％％％

③ごみのごみのごみのごみの最終処分量最終処分量最終処分量最終処分量
００００トントントントン

④ものをものをものをものを大切大切大切大切にににに長長長長くくくく使使使使おうおうおうおう
とするとするとするとする県民県民県民県民のののの率率率率

１００１００１００１００％％％％

⑤環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした消費消費消費消費
行動行動行動行動をとるをとるをとるをとる県民県民県民県民のののの率率率率

１００１００１００１００％％％％

⑥食食食食べべべべ物物物物をををを粗末粗末粗末粗末にしなにしなにしなにしな
いよういよういよういよう心心心心がけているがけているがけているがけている県民県民県民県民
のののの率率率率

１００１００１００１００％％％％

⑦ごみごみごみごみゼロゼロゼロゼロ社会実現社会実現社会実現社会実現プラプラプラプラ
ンンンンのののの認知率認知率認知率認知率

１００１００１００１００％％％％

①ごみごみごみごみ排出量削減率排出量削減率排出量削減率排出量削減率
家庭系家庭系家庭系家庭系ごみごみごみごみ３０３０３０３０％％％％
事業系事業系事業系事業系ごみごみごみごみ３０３０３０３０％％％％
（（（（対対対対2002200220022002年度実績年度実績年度実績年度実績））））

②資源資源資源資源としてのとしてのとしてのとしての再利用率再利用率再利用率再利用率
５０５０５０５０％％％％

③ごみのごみのごみのごみの最終処分量最終処分量最終処分量最終処分量
００００トントントントン

④ものをものをものをものを大切大切大切大切にににに長長長長くくくく使使使使おうおうおうおう
とするとするとするとする県民県民県民県民のののの率率率率

１００１００１００１００％％％％

⑤環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした消費消費消費消費
行動行動行動行動をとるをとるをとるをとる県民県民県民県民のののの率率率率

１００１００１００１００％％％％

⑥食食食食べべべべ物物物物をををを粗末粗末粗末粗末にしなにしなにしなにしな
いよういよういよういよう心心心心がけているがけているがけているがけている県民県民県民県民
のののの率率率率

１００１００１００１００％％％％

⑦ごみごみごみごみゼロゼロゼロゼロ社会実現社会実現社会実現社会実現プラプラプラプラ
ンンンンのののの認知率認知率認知率認知率

１００１００１００１００％％％％
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み
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み
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実
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実
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基本理念基本理念基本理念基本理念

基本取組基本取組基本取組基本取組
基本方向基本方向基本方向基本方向

数値目標数値目標数値目標数値目標

９ごみゼロ社会を担う人づ
くり・ネットワークづくり

３リユース（再使用）の推進

４容器包装ごみの減量・再
資源化

「ごみは適正に処理すれば良い」という意識から、「まずごみを出さない」という意識へ
「燃える・燃えない」という分別から、「資源化できる・できない」という分別へ
「効率性・経済性と環境保全はトレードオフの関係」という考え方から、「それらを両立

させる」 という考え方へ
「目先の利便性優先、量の豊かさ志向」のライフスタイルから、「環境への配慮優先、

質の豊かさ志向」のライフスタイルへ

県の行動計画

１ 県の役割

２ 県の主な取組
・ごみゼロ社会実現プランの周知、啓発
・県庁舎等におけるごみ減量化の取組
・推進のマネジメント
・モデル事業等の実施
・市町村、事業者等への支援等
・広域的な取組の推進
・政策提言、要望

３ ごみ処理施設の整備の方向

１ 短期・中期の目標設定

２ プラン推進のマネジメント

３ プランを取り巻く諸課題

県内県内県内県内のののの現状現状現状現状
�ごみ処理に関する現状

�県民の意識

�ごみの組成

�事業者の意識

�市町村の取組と意向

ごみゼロ社会実現プランの体系

推進方策推進方策推進方策推進方策

拡大生産者責任に基づく取組の推進

事業系ごみ処理システムの再構築

事業系ごみの発生・排出抑制

事業系ごみの再利用の促進

不用品の再使用の推進

リターナブル（リユース）容器の普及促進

リースやレンタルの推進

モノの長期使用の推進

容器包装リサイクル法への対応

容器包装の削減・簡素化の推進

生ごみの堆肥化・飼料化

生ごみのエネルギー利用

生ごみの生分解性プラスチック等への活用

ローカルデポジット制度の導入

障害者や高齢者等のごみゼロ活動への参画促進

廃棄物会計・ＬＣＡの活用促進

地域密着型資源物回収システムの構築

地域のごみ排出特性を踏まえたごみ行政の推
進
住民参画の行動計画づくり

レジ袋削減・マイバッグ運動の展開

ごみゼロに資するNPO、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等の活動推進

情報伝達手段の充実及び啓発・PRの強化

ごみ処理の有料化等経済的手法の活用

埋立ごみの資源としての有効利用の推進

サービス産業の仕組みを生かしたﾘｻｲｸﾙ

民間活力を生かす拠点回収システムの構築

ごみゼロに資する地域活動の活性化促進

環境学習・環境教育の充実

ごみゼロ推進のリーダーの育成と活動支援

①ごみ排出量削減率
家庭系ごみ6%（2010) 13%(2015)
事業系ごみ5%（2010) 13%(2015)

②資源としての再利用率
21%(2010) 30%(2015)

③ごみの最終処分量
128,700㌧(2010) 96,800㌧(2015)

④ものを大切に長く使おうとする県民の率
80%(2010) 90%(2015)

⑤環境に配慮した消費行動をとる県民の率
60%(2010) 90%(2015)

⑥食べ物を粗末にしないよう心がけている県民
の率 60%(2010) 90%(2015)

⑦プランの認知率
90%(2010) 100%(2015)

�各主体の役割に応じた取組の推進
�各主体間の連携・協働
�全県的な推進体制の確立

�再利用の困難なものの有効利用
�災害時の適正処理の確保
�一般廃棄物と産業廃棄物の区分
�不法投棄対策
�取組の計画的、段階的な推進
�現行法制度上の制約等に対する対応

《《《《プランプランプランプランのののの基本事項基本事項基本事項基本事項》》》》
(1)(1)(1)(1)計画期間計画期間計画期間計画期間：：：：2005200520052005～～～～2025202520252025年度年度年度年度

（（（（平成平成平成平成17171717～～～～37373737年度年度年度年度））））
(2)(2)(2)(2)取組対象取組対象取組対象取組対象：：：：家庭系家庭系家庭系家庭系ごみごみごみごみ及及及及びびびび事業系事業系事業系事業系ごみごみごみごみ
（（（（一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物））））

(3)(3)(3)(3)推進主体推進主体推進主体推進主体：：：：県県県県、、、、市町村及市町村及市町村及市町村及びびびび県民県民県民県民
※県民とは、一人ひとりの個人をはじめ、NPO、
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、自治会等地域の団体、企業(事業
者)など、“しあわせ創造県”に取り組む多様な

主体の総称



 

 

 

  

 

 

 

 

 

～これらは、ひとつの例です。皆さん一人ひとりの普段の生活の中で、 

ちょっとしたことでも、何か実行できることをひとつでも見つけて下さい。 

その積みかさねが、間違いなくごみの減量につながります。

賞味期限切賞味期限切賞味期限切賞味期限切れをれをれをれを防防防防ごうごうごうごう    

生ゴミの中に、賞味切れの食品が

あります。うっかりと冷蔵庫の奥

にしまって忘れてしまうことが

ないように心掛けましょう。 

あなたも暮らしの中のごみ減らしを 

始めてみませんか？ 
 

できるだけできるだけできるだけできるだけ簡易包装簡易包装簡易包装簡易包装でででで    

お店で「ご自宅用ですか？」と聞かれたら、 

自宅用ならもちろんのこと、プレゼントで

も、なるべく簡易包装を心掛けましょう。 

 

フリーマーケットフリーマーケットフリーマーケットフリーマーケットでででで有効利用有効利用有効利用有効利用    

家庭で使わなくなった不要品は、他の人にゆ

ずって有効利用してもらいましょう。フリー

マーケットに参加すれば、お店屋さんごっこ

気分で楽しいし、お金ももうかります。  

「これいらないっ」って簡単に捨てず、有効

利用を心掛けましょう。 
 

食食食食べものはべものはべものはべものは、、、、残残残残さずさずさずさず食食食食べきろうべきろうべきろうべきろう    

誰でも、美味しいものをたくさん食

べたいですよね？でも、食べものを

作り過ぎたり注文し過ぎたりして、

捨てるのは、もったいないです。 

食べきれる量に心掛けましょう。 

 



 



Ｈ１９プラン推進モデル事業の状況について
○平成 19年度 実施中のモデル事業 

市町村 事業概要と成果 

 

 

伊勢市 

「レジ袋削減(有料化の導入)検討事業」（補助対象事業費：877千円） 
さらなるレジ袋の削減をめざして、市民、事業者、市等で構成する「ええやんか マ

イバッグ（レジ袋有料化）検討会」において、マイバッグ持参率 50％以上実現のた

め、レジ袋有料化も含めた議論を進め、事業者との自主協定の締結や、市民への啓

発活動等を展開する。  

 

 

伊勢市 

「埋立ごみ(ガラス・陶磁器くず等)の分別収集システム検討事業」 

(補助対象事業費：5,655 千円) 
 リサイクルの一層の進展や最終処分量の削減をめざして、新たな分別収集区分（ガ

ラス・陶磁器類）の実施に併せて、自治会単位での回収ステーション整備を行い、

自治会による自主・自律的な集団回収への移行を促進する。 

 ※Ｈ２０．１よりスタートしたモデル事業

津市：「エコパートナー推進事業」

市民が自発的にごみの減量化や環境について「知る」「考える」「行動する」雰囲気づくり
と実践をめざし、ごみ焼却施設である西部クリーンセンター内に市民が運営する市民エコ
活動センターを開設し、ここを活動拠点・市民へのエコ情報発信基地として、ごみの減量化・
エコ活動を行うひとづくり・ネットワークづくりを展開する。



‐経過‐
・１９．５． １ 第１回検討会（懇談会） 検討組織発足準備、今後の進め方

６． １ 第２回検討会（懇談会） ※検討会の名称ならびに座長を決定 座長は朴恵淑三重大学学長補佐
６．１７ レジ袋大幅削減・マイバッグ持参シンポジウム 約300名参加

講演：三重大学朴学長補佐、イオン㈱グループ上山静一 氏
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ：上記両氏、事業者(店舗)代表、商店街連合会、NPO、地元小学生、

市長等による討論、東ごみゼロ推進室長もパネリスト参加
６．２９ 第３回検討会（ええやんか！マイバッグ（レジ袋有料化）検討会） 協定書、キャンペーン等

７． ６ 第４回検討会 今後の取組スケジュール、キャンペーン等
７．１３ 市報道発表 ９／２１から有料化開始
７．２０ 第５回検討会 協定書内容、募集要項等
８． ３ 第６回検討会 キャンペーン実施要領、協定書内容等
８／４～ 毎土日曜日、有料化実施21店舗でのキャラバン隊事前告知キャンペーン実施
～９／９ （各店舗２回ずつ、一部市長参加、８月は県からも人を出して応援）
８．２４ 第７回検討会 協定式、協定書内容
９．１１ レジ袋大幅削減のためのマイバッグ持参運動及びレジ袋有料化に関する協定式

市役所にて、座長、市長、事業者、NPO代表等が出席
９９９９．．．．２１２１２１２１ 有料化有料化有料化有料化スタートスタートスタートスタート（（（（７７７７事業者事業者事業者事業者・・・・２１２１２１２１店舗店舗店舗店舗））））

※伊勢市・宇治山田両駅前で当日告知実施（座長、市長も参加）
１０．２６ 第８回検討会

※有料化後の状況確認（大きな混乱は全く無し）
※10月マイバッグ持参率８８．８％(各店舗算出％値の単純平均)
※有料化による「収益」金の使途

１１．１８ 地域ごみゼロ交流会（県主催）
有料化の経緯、現場店舗の声など、約２ヶ月経過後の状況も含め、地元住民
（活動団体）向けに、市担当課長と事業者代表の２氏を招いて、報告・意見交換

１２．１２ 市報道発表
※１１月マイバッグ持参率：９０．４％（各店舗報告実数による平均）

・２０．１．１８ 第９回検討会 有料化報告会、有料化「収益」金の使途等

伊勢市「レジ袋削減(有料化の導入)検討事業」



 

事業者 目標を

設定しレ ジ袋の

削減に努めます 

市民団体 事業者の取

組を支援するとともに、

市民にも啓発を行う 

市民 

伊勢市 

ええやんか！マイ

バッグ（レジ袋有

料化）検討会 

啓発等の支援 

マイバッグ等 

持参での利用 

普及・啓発 

PR活動等の支援 
PR活動等の支援 

啓発等の支援 
実績報告 

調 査 ・ 評

価・公表 

－推進体制－



19.6.17シンポジウム 「レジ袋削減宣言」

告知キャンペーン 店舗掲示ポスター→

19.9.11協定式

19.9.21有料化スタート

当日の駅前告知活動



伊勢市「埋立ごみ(ガラス・陶磁器くず)等の
分別収集システム検討事業」

 

    

 

新分別収集区分である「ガラス」と「陶磁器くず」     

「ガラス」：飲料びん(色別分別)／その他ガラス類  

「陶磁器くず」：種別の分別はせず(そのまま混在) 

                                             

その他資源ごみ(新聞紙､アルミ缶等) 

ステーションへ回収､集積 

 

年間約1000㌧の埋立ごみの半分以上を占めると推定されるガラス・陶磁器くず類の削減へ 

◇市が処理ルートを確保 

◇市が搬出、事業者がﾘｻｲｸﾙ処理 

◇市が売却ルートを調整支援 

◇自治会が売却し､自らの収益に 

地域自治会地域自治会地域自治会地域自治会のののの集団回収集団回収集団回収集団回収((((住民持込住民持込住民持込住民持込))))によるによるによるによる資源資源資源資源ごみのごみのごみのごみの回収回収回収回収とととと処理処理処理処理のののの仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり 

○集団回収ステーションの整備 → 主に郊外部の住宅地等に自治会単位で１箇所(計12箇所) 



Zero Waste Promotion DivisionZero Waste Promotion DivisionZero Waste Promotion DivisionZero Waste Promotion Division

廃棄物処理法に基づく基本方針の改正(平成17年5月）

＜市町村の役割＞

①一般廃棄物処理事業におけるコスト分析や情報提供を行い、分析結果

をさまざまな角度から検討すること等により、社会経済的に効率的な

事業となるよう努めること。

②経済的インセンティブを活用した一般廃棄物の発生抑制・再生利用等を

進めるため、一般廃棄物処理の有料化を推進すること。

③一般廃棄物処理システムの変更等の際には、その必要性と環境負

荷面、経済面等に係る利点を、住民や事業者に明確に説明すること。
＜国の役割＞

コスト分析手法、有料化の進め方等を示すことなどを通じて、地

方公共団体の取組の支援に努めること。

１１１１．．．．廃棄物会計基準廃棄物会計基準廃棄物会計基準廃棄物会計基準のののの策定背景策定背景策定背景策定背景 資料



事業系生ごみ 焼却処理

家庭系生ごみ

一次処理 堆肥化処理

焼却処理

家庭系生ごみ 収集運搬 焼却処理

（ⅰ）現状

（ⅱ）家庭系生ごみ堆肥化事業・事業系生ごみ再資源化事業を実施

（ⅲ）ごみの有料化事業を実施

※ その他のごみ（生ごみ以外の可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ）に関しては、現状の処理方法と同様と仮定する。

※ 詳細な評価を行う場合には、焼却処理、埋立（焼却灰）処分から堆肥化処理に変更した効果として、例えば、助燃材
の使用量の減少、埋立処分量の減少等も対象とする必要がある。

家庭系生ごみ 焼却処理

事業系生ごみ

生ごみ処理装置 収集運搬

焼却処理 飼料化

堆肥化

優良化により焼却
処理量減少、処理
効率向上

２２２２．．．．一般廃棄物会計基準一般廃棄物会計基準一般廃棄物会計基準一般廃棄物会計基準のののの活用活用活用活用事例事例事例事例
～～～～～～～～廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理システムシステムシステムシステムのののの変更変更変更変更にににに廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理システムシステムシステムシステムのののの変更変更変更変更にににに関関関関するするするする関関関関するするするする会計的会計的会計的会計的なななな側面側面側面側面からのからのからのからの会計的会計的会計的会計的なななな側面側面側面側面からのからのからのからの効果効果効果効果効果効果効果効果検証検証検証検証検証検証検証検証（（（（１１１１）～）～）～）～（（（（１１１１）～）～）～）～

一般廃棄物会計基準を活用することにより、廃棄物処理システムの変更に関する会計的な

側面からの効果検証が可能かどうかを確認するため、家庭系及び事業系生ごみの廃棄物処

理システムの変更に伴うトータルコストの変化について試算を試みた。



シナリオの詳細は以下の通り。

処理システムの変更による費用変化要因を正確に記述する必要があ
る。

＜シナリオ＞
■シナリオ１：現状（家庭系生ごみ、事業系生ごみを全て焼却処理）

■シナリオ２：家庭系生ごみを堆肥化、事業系生ごみを再資源化
⇒焼却処理量が低減されると想定して、

「収集運搬部門の委託料総額もしくは組合負担金支払額」、「中間処理部
門の事業費総額」、「中間処理部門の人件費総額」が現状より１０％削減
されると設定。

■シナリオ３：ごみの有料化事業を実施
⇒焼却処理量が低減されると想定して、

「収集運搬部門の委託料総額もしくは組合負担金支払額」、「中間処理部
門の事業費総額」、「中間処理部門の人件費総額」が現状より２０％削減
されると設定。

２２２２．．．．一般廃棄物会計基準一般廃棄物会計基準一般廃棄物会計基準一般廃棄物会計基準のののの活用活用活用活用事例事例事例事例
～～～～～～～～廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理システムシステムシステムシステムのののの変更変更変更変更にににに廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理システムシステムシステムシステムのののの変更変更変更変更にににに関関関関するするするする関関関関するするするする会計的会計的会計的会計的なななな側面側面側面側面からのからのからのからの会計的会計的会計的会計的なななな側面側面側面側面からのからのからのからの効果効果効果効果効果効果効果効果検証検証検証検証検証検証検証検証（（（（２２２２）～）～）～）～（（（（２２２２）～）～）～）～



各シナリオのコスト試算結果を下記に示す。
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２２２２．．．．一般廃棄物会計基準一般廃棄物会計基準一般廃棄物会計基準一般廃棄物会計基準のののの活用活用活用活用事例事例事例事例
～～～～～～～～廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理システムシステムシステムシステムのののの変更変更変更変更にににに廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理システムシステムシステムシステムのののの変更変更変更変更にににに関関関関するするするする関関関関するするするする会計的会計的会計的会計的なななな側面側面側面側面からのからのからのからの会計的会計的会計的会計的なななな側面側面側面側面からのからのからのからの効果効果効果効果効果効果効果効果検証検証検証検証検証検証検証検証（（（（３３３３）～）～）～）～（（（（３３３３）～）～）～）～



一般廃棄物会計基準の活用により、廃棄物処理システムの変更に伴
う処理費用のシミュレーションが可能であることが確認された

また、廃棄物処理システムの変更に伴うコスト削減効果を得るために
は、各シナリオで実現しなければならない目標等も明確になる。

一般廃棄物会計基準が、廃棄物処理システムの検討ツールとして有
効であることが示唆された。

２２２２．．．．一般廃棄物会計基準一般廃棄物会計基準一般廃棄物会計基準一般廃棄物会計基準のののの活用活用活用活用事例事例事例事例
～～～～～～～～廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理システムシステムシステムシステムのののの変更変更変更変更にににに廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理システムシステムシステムシステムのののの変更変更変更変更にににに関関関関するするするする関関関関するするするする会計的会計的会計的会計的なななな側面側面側面側面からのからのからのからの会計的会計的会計的会計的なななな側面側面側面側面からのからのからのからの効果効果効果効果効果効果効果効果検証検証検証検証検証検証検証検証（（（（４４４４）～）～）～）～（（（（４４４４）～）～）～）～

廃棄物会計基準廃棄物会計基準廃棄物会計基準廃棄物会計基準のののの活用方策活用方策活用方策活用方策についてについてについてについて

財務面から廃棄物行政を捉えていくという自治体の意識改革の材料
となる。

予算折衝への活用、内部的な業務改善への活用、住民への説明材
料としての活用、自治体間の比較材料としての活用が考えられる。

新たに予定している施策がコストの面でどのような変化をもたらすの
か予測する材料となりうる。



分別収集区分や一般廃棄物処理システムの変更・新規導入を図る際
に、必要性と環境負荷面、経済面に係る利点を住民や事業者に対し明
確に説明するよう努めること

一般廃棄物の標準的な分別収集区分及び適正な循環的利用や適正
処分の考え方を示すこと等を通じて技術的な支援に努めること

市町村の役割

国の役割

平成19年6月 市町村市町村市町村市町村におけるにおけるにおけるにおける循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会づくりにづくりにづくりにづくりに向向向向けたけたけたけた

一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物処理処理処理処理システムシステムシステムシステムのののの指針指針指針指針を策定・公表

３３３３．．．．一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物処理処理処理処理システムシステムシステムシステム指針指針指針指針のののの策定背景策定背景策定背景策定背景

廃棄物処理法に基づく基本方針の改正(平成17年5月）



４４４４.一般廃棄物処理一般廃棄物処理一般廃棄物処理一般廃棄物処理システムシステムシステムシステム比較分析表比較分析表比較分析表比較分析表をををを用用用用いたいたいたいた解析事例解析事例解析事例解析事例
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平成17年度一般廃棄物処理事業実態調

査結果を用いた解析結果の事例



平成１９年度行政連絡会議の概要

概 要

第１回行政連絡会議
議題【ごみゼロプラン推進の取組及び意見交換】
●県内のごみ処理状況について（平成１８年度速報値）
●平成１８年度ごみゼロプラン推進モデル事業について
●県民しあわせプラン第二次戦略計画（案）について
●平成１９年度ごみゼロプラン推進モデル事業について
●市町ごみ処理システムの最適化について

４名

７月１０日（火）

13:30～15:30

県桑名庁舎附属棟第
５会議室桑名農政環境事務所

３名

７月１１日（水）

13:30～15:30

県伊賀庁舎４階第５会
議室伊賀農林商工環境事務所

１０名

７月６日（金）

14:00～16:00

県四日市庁舎１階第１
１会議室四日市農林商工環境事務所

７名

７月１２日（木）

13:30～15:30

県熊野保健所２階会
議室

尾鷲農林水産商工環境事務所

熊野農林商工環境事務所

８名

７月２６日（木）

10:00～12:00

県松阪庁舎３階第３３
会議室松阪農林商工環境事務所

８名

７月１８日（火）

13:30～15:45

県伊勢庁舎会議棟３
階第５会議室伊勢農林水産商工環境事務所

７名

７月１７日（火）

14:00～16:00

県津庁舎３階入札室

津農林水産商工環境事務所

市町職員数開催日時開催場所

※市町職員計：４７名



Ｈ１９生ごみ堆肥化講座の概要

概要

家庭家庭家庭家庭でででで簡易簡易簡易簡易にできるにできるにできるにできる生生生生ごみのごみのごみのごみの処理処理処理処理とととと利用利用利用利用についてについてについてについて
可燃ごみの約３割を占める生ごみについて、家庭で簡易にできる生ごみの処理と堆肥化及び
堆肥の利用について、市町職員を対象とした堆肥化講座を行い、生ごみ堆肥化の知識・方法
を理解することにより、今後の生ごみ処理のあり方の検討及び生ごみ堆肥化システムとして
の市町単位での展開に向けたきっかけづくりとする。

テーマ

生ごみ堆肥化講座（市町職員）

市町職員生ごみ堆肥化講座
【生ごみの堆肥化について】
●衣装ケース・スタンドバッグを利用した一次・二次処理の基本的な考え方
・堆肥化のメカニズムについて
・家庭で行う一次・二次処理について
●衣装ケースの加工、床材づくり及び二次処理の実演及び実習
●大台町の二次処理場見学及び取り組み紹介

市町職員４名（３市町） 県職員３名参加者

グリーンプラザおおだい ２階会議室場 所

平成１９年１１月２６日（月）１３：００～１６：００日 時



講座 実習

大台町の二次処理の取り組み紹介及び現場見学



平成１９年度地域ごみゼロ推進交流会の開催概要

内 容

４０名参加者

香肌奥伊勢資源化プラザ場 所

平成１９年５月２７日（日） １０：００～１５：００日 時

松阪農林商工環境事務所（第１回）

●くらしの中の風呂敷活用講座（２回開催）
テーマ：ふろしきバッグでお出かけ
講 師：東村 佳子氏（㈱東村呉服店勤務）

●生ごみ堆肥による野菜栽培の紹介
七日市環境美化推進協議会会員

めざせごみゼロ！！松阪地区交流会



内 容

２７名参加者

三重県松阪庁舎３階第３３会議室場 所

平成１９年７月２６日（日） １３：００～１５：００日 時

松阪農林商工環境事務所（第２回）

●市町・県職員向け風呂敷活用講座
テーマ：ふろしきバッグでお出かけ
講 師：東村 佳子氏（㈱東村呉服店勤務）

●意見交換

めざせごみゼロ！！松阪地区交流会



内 容

２７名参加者

三重県伊賀庁舎（エコクッキング）
さくらリサイクルセンター、三重中央開発株式会社（施設見学）

場 所

平成１９年８月２３日（木） １０：００～１７：００日 時

伊賀農林商工環境事務所（第１回）

ごみのゆくえ探検隊
●エコクッキング

講 師：三重県環境学習情報センター環境学習推進員 辻本 晴美子 氏
●施設見学
さくらリサイクルセンター
説明者：さくらリサイクルセンター 福森 靖 氏

三重中央開発株式会社
説明者：三重家中央開発株式会社営業部長 大仲 一正 氏

エコクッキング さくらリサイクルセンター見学 三重中央開発株式会社見学



内 容

８６名参加者

名張市役所大会議室場 所

平成１９年１０月６日（土） １３：３０～１６：００日 時

伊賀農林商工環境事務所（第２回）

ごみゼロ交流会in伊賀ーストップ！レジ袋～ マイバッグ持参シンポジウムー
●講演
テーマ：「マイバッグ２０００万計画」推進

ー地域社会との連携とレジ袋排出抑制ー」
講 師：イオン㈱グループ環境・社会貢献担当 上山 静一 氏

●パネルディスカッション
テーマ：レジ袋削減をとおして考える伊賀のごみゼロ
コーディネーター：伊賀環境問題研究会 立田 彰子 氏

パネリスト：イオン㈱グループ環境・社会貢献担当 上山 静一 氏
伊勢市商店街連合会 天野 千秋 氏
名張市長 亀井 利克 氏

●意見交換会



内 容

３０名参加者

三重県伊勢庁舎会議棟１階第３会議室場 所

平成１９年１１月１８日（日） １０：００～１２：００日 時

伊勢農林水産商工環境事務所（第１回）

「レジ袋削減キャンペーン運動の取り組み」
～きれいな伊勢志摩づくり連絡会議～

●講演
テーマ：レジ袋削減キャンペーン運動の取り組みについて
講 師：伊勢市環境部資源循環課長 阪本 保夫氏

●取組発表
テーマ：レジ袋削減キャンペーン運動を実施して
発表者：㈱ぎゅーとらISO推進課 高橋 美貴氏

●意見交換会



内 容

交流会：定員 ３０名
講演会：定員１８０名

参加者

伊勢商工会議所 第３会議室・大ホール場 所

平成２０年１月２６日（日） １０：００～１５：００日 時

伊勢農林水産商工環境事務所（第２回）

伊勢志摩地域ごみゼロ推進交流会・講演会

【午前の部：10:00～12:00】

●交流会
・実践報告 テーマ：「伊勢市のレジ袋削減・マイバッグ持参運動」

報告者：伊勢市環境部資源循環課長補佐 大野 安道氏

テーマ：「鳥羽リサイクルパーク」の運営
報告者：鳥羽市環境課資源リサイクル係長 中村 孝 氏

・意見交換会
【午後の部：13:00～15:00】

●講演会
・テーマ：「ごみから地球を考える－環境問題の原点は「ごみ問題」です－」
講 師：名古屋学芸大学客員教授・元NHKディレクター 石澤 清史氏

・質疑応答



施設見学

●㈲酵素の里

・堆肥化施設見学

・農園での収穫体験

●三功第２ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

・施設見学

●アピタ松阪三雲店

・アピタ店の取り組み紹介

・店内見学

意見交換

定員：３０名

㈲酵素の里、三功第２リサイク
ルセンター、アピタ松阪三雲店

平成２０年３月２日（日）

９：００～１７：００

桑名農政環境事務所

平成２０年３月 日（ ）平成２０年３月９日（日）

８：３０～１８：００
日 時

事例発表

ﾃ ｰ ﾏ:ごみ減量化の取組につい

て

布ぞうりつくり体験

意見交換

講義

ﾃ ｰ ﾏ :ごみにまつわる話(仮

題)

講師:三重県環境学習情報ｾﾝ

ﾀｰ

事例発表

ﾃ ｰ ﾏ :三木里婦人会の取組

発表者:三木里婦人会

施設見学

三重県環境学習情報ｾﾝﾀｰ

意見交換

ﾃ ｰ ﾏ:「ごみを減らすために

できる取組」

内 容

定員：２０名程度定員：５０名参加者

未定三重県環境学習情報センター
場 所

熊野農林商工環境事務所尾鷲農林水産商工環境事務所

地域ごみゼロ推進交流会開催予定一覧



ごみゼロフォーラム H19.10.20（土）

当日は224名の皆さんにご来場いただきました ごみゼロキャラクター デザイン＆愛称表彰



ごみゼロバス
除幕・発車式

パネルディスカッション

環境落語

キャラクター応募作品
パネル展示



キャラクターの普及・啓発活動

ごみゼロキャラクター ゼロ吉



ゼロ吉とその家族

�ごみ減量化の取組を進めるため、ゼロ吉に
家族（父、母、弟、妹）を誕生させました。



ゼロ吉バス

●走行区間：津市内

●期間：平成１９年１０月２１日～平成２０年３月３１日



新聞記事

H19.9.7中日新聞中日新聞中日新聞中日新聞

ゼロ吉のプロフィールとごみ減量
化の取組について照会されました

H20.1.1H20.1.1H20.1.1H20.1.1中日新聞中日新聞中日新聞中日新聞

東海３県で活躍中のキャラクターの一つ
として、紹介されました。



ごみゼロホームページ

動画配信トップ画面

キャラクター取扱要領

掲載デザイン

ホームページトップ画面



啓発グッズ

シールシールシールシール
繰り返し貼ってはがせるタイプです。

クリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
ペットボトルの再生品を使用しています。

●市町のイベント等でも配布していただいています。



啓発グッズ

風呂敷（布地：松阪木綿）

風呂敷は、結び方次第でいろいろなものを包むことができるうえ、何度でも使える
優れものです。レジ袋に代わって使用すれば、ごみの減量化にも役立ちます。
そこで、地元ならではの松阪木綿にゼロ吉をデザインし風呂敷を製作しました。



啓発グッズ

名刺

マイバッグ
●手提げ紙袋に代えてごみ減量化に取組もうと、環
境森林部職員の有志で作成し、購入しました。

看 板
●環境森林部内のリサイクルボックス設置箇所２箇所前にいます。

●貸出します。イベントやセミナーなどでご利用いただけます。
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